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池田眞朗教授略歴・主要業績

　　

　
池
田
眞
朗
教
授
略
歴

一
九
四
九
年　

五
月
一
一
日　
　

東
京
都
生
ま
れ

学
歴	

　

一
九
七
三
年　

三
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
卒
業

一
九
七
五
年　

三
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
七
五
年　

四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
手
規
程
に
よ
り
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
士
課
程
院
生
を
兼
ね
る

一
九
七
八
年　

三
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

留
学	

　

一
九
七
八
年　

二
月
～
一
九
八
〇
年　

三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
福
澤
基
金
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
第
Ⅰ
大
学
留
学

学
位	

　

一
九
九
三
年　

九
月
二
八
日　
　

博
士
（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
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職
歴	

　

一
九
七
五
年　

四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
手

一
九
七
八
年　

四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
八
三
年　

四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
八
九
年　

四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
（
二
〇
一
五
年
三
月
迄
）

一
九
九
二
年
一
〇
月　
　

フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
明
大
学
招
聘
教
授
（
一
九
九
三
年
二
月
迄
）

一
九
九
三
年
一
〇
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
長
（
一
九
九
五
年
九
月
迄
）

二
〇
〇
四
年　

四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
教
授
（
二
〇
一
四
年
三
月
迄
）

二
〇
一
四
年　

四
月　
　

武
蔵
野
大
学
法
学
部
客
員
教
授
（
二
〇
一
五
年
三
月
迄
）

二
〇
一
五
年　

四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授

二
〇
一
五
年　

四
月　
　

武
蔵
野
大
学
法
学
部
教
授
（
二
〇
二
四
年
三
月
迄
）

二
〇
一
五
年　

四
月　
　

武
蔵
野
大
学
法
学
部
長
（
二
〇
二
〇
年
三
月
迄
）

二
〇
一
五
年　

四
月　
　

武
蔵
野
大
学
法
学
研
究
所
長
（
二
〇
二
四
年
三
月
迄
）

二
〇
一
八
年　

四
月　
　

武
蔵
野
大
学
副
学
長
（
二
〇
二
〇
年
三
月
迄
）

二
〇
一
八
年　

四
月　
　

武
蔵
野
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長
（
二
〇
二
四
年
三
月
迄
）

職
務
歴
（
大
学
外
）

一
九
九
五
年
一
一
月
一
三
日　
　

国
連
国
際
商
取
引
法
委
員
会
国
際
契
約
実
務
作
業
部
会
（
国
際
債
権
譲
渡
条
約
草
案
作
成
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
代
表
（
二
〇
〇
一
年
七
月
一
三
日
迄
）

一
九
九
六
年　

一
月　

四
日　
　

法
務
省
（
旧
）
司
法
試
験
第
二
次
試
験
考
査
委
員
（
二
〇
〇
四
年
一
一
月
三
〇
日
迄
）

一
九
九
六
年
一
〇
月
一
四
日　
　

金
融
法
学
会
理
事
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一
九
九
九
年　

三
月
二
〇
日　
　

日
仏
法
学
会
理
事

一
九
九
九
年　

五
月
二
一
日　
　

法
務
省　

法
制
審
議
会
民
法
部
会
委
員
（
二
〇
〇
一
年
一
月
一
五
日
迄
）

二
〇
〇
一
年　

一
月
一
五
日　
　

法
務
省　

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
法
人
制
度
部
会
所
属
（
二
〇
〇
一
年
二
月
九
日
迄
）

二
〇
〇
一
年　

五
月
三
一
日　
　

法
務
省　

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
建
物
区
分
所
有
法
部
会
所
属
（
二
〇
〇
二
年
九
月
三
〇
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

迄
）

二
〇
〇
二
年　

一
月　

一
日　
　

東
京
都
収
用
委
員
会
委
員
（
二
〇
〇
二
年
三
月
三
一
日
迄
）

二
〇
〇
三
年　

二
月
一
九
日　
　

法
務
省　

新
司
法
試
験
研
究
調
査
会
委
員
（
科
目
別
Ｗ
Ｇ
民
法
主
査
）（
二
〇
〇
三
年
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
三
一
日
迄
）

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
〇
日　
　

法
務
省　

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
（
動
産
・
債
権
担
保
法
制
部
会
所
属
）（
二
〇
〇
四
年

一
〇
月
二
〇
日
迄
）

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
三
日　
　

日
本
私
法
学
会
理
事
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
三
日
迄
）

二
〇
〇
四
年　

四
月
二
六
日　
　

法
務
省　

新
司
法
試
験
問
題
検
討
会
委
員
（
民
法
主
査
）（
二
〇
〇
五
年
三
月
三
一
日
迄
）

二
〇
〇
五
年　

四
月　

六
日　
　

金
融
庁　

金
融
審
議
会
専
門
委
員
情
報
技
術
革
新
Ｗ
Ｇ
委
員（
二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日
迄
）

二
〇
〇
五
年　

四
月
一
一
日　
　

法
務
省　

新
司
法
試
験
考
査
委
員
（
二
〇
〇
六
年
九
月
三
〇
日
迄
）

二
〇
〇
五
年　

八
月　

一
日　
　

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
等
審
査
会
専
門
委
員
（
二
〇
〇
七
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一
日
迄
）

二
〇
〇
五
年
一
〇
月　

八
日　
　

金
融
法
学
会
常
務
理
事
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
九
日
迄
）

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
二
〇
日　
　

日
本
学
術
会
議
会
員
（
二
〇
一
四
年
九
月
三
〇
日
迄
）

二
〇
〇
五
年
一
一
月　

一
日　
　

経
済
産
業
省　

産
業
構
造
審
議
会
情
報
経
済
分
科
会
ル
ー
ル
整
備
小
委
員
会
委
員

（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
三
一
日
迄
）

二
〇
〇
六
年　

一
月　

一
日　
　

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
委
員
会
専
門
委
員
（
二
〇
〇
九
年
一
一
月
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三
〇
日
迄
）

二
〇
〇
六
年　

二
月
二
七
日　
　

法
務
省　

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
電
子
債
権
法
部
会
所
属
（
二
〇
〇
七
年
四
月
六
日
迄
）

二
〇
〇
六
年
一
一
月
二
〇
日　
　

経
済
産
業
省　

産
業
構
造
審
議
会
情
報
経
済
分
科
会
ル
ー
ル
整
備
小
委
員
会
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
九
日
迄
）

二
〇
〇
七
年　

六
月　

五
日　
　

経
済
産
業
省　

産
業
構
造
審
議
会
産
業
金
融
部
会
委
員
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
九
日
迄
）

二
〇
〇
七
年
一
二
月　

四
日　
　

経
済
産
業
省　

産
業
構
造
審
議
会
産
業
金
融
部
会
委
員
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
日
迄
）

二
〇
〇
八
年　

一
月　

七
日　
　

経
済
産
業
省　

産
業
構
造
審
議
会
情
報
経
済
分
科
会
ル
ー
ル
整
備
小
委
員
会
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
日
迄
）

二
〇
〇
九
年　

三
月
二
三
日　
　

経
済
産
業
省　

産
業
構
造
審
議
会
産
業
金
融
部
会
委
員
（
二
〇
一
〇
年
三
月
二
二
日
迄
）

二
〇
一
〇
年　

五
月
一
一
日　
　

Ａ
Ｂ
Ｌ
協
会
理
事
長

二
〇
一
〇
年　

七
月
一
五
日　
　

経
済
産
業
省　

産
業
構
造
審
議
会
情
報
経
済
分
科
会
ル
ー
ル
整
備
小
委
員
会
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
迄
）

二
〇
一
〇
年
一
二
月　

一
日　
　

平
成
二
三
年
度
国
家
公
務
員
採
用
Ⅰ
種
試
験
委
員
専
門
記
述（
二
〇
一
一
年
六
月
三
〇
日
迄
）

二
〇
一
一
年　

四
月　

一
日　
　

東
京
都
収
用
委
員
会
委
員
（
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
一
日
迄
）

二
〇
一
一
年
一
〇
月　

五
日　
　

日
本
学
術
会
議
（
第
二
二
期
）
法
学
委
員
会
委
員
長
（
二
〇
一
四
年
九
月
三
〇
日
迄
）

二
〇
一
一
年
一
二
月　

一
日　
　

平
成
二
四
年
度
国
家
公
務
員
採
用
総
合
職
試
験
委
員
（
専
門
記
述
）（
二
〇
一
二
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
日
迄
）

二
〇
一
二
年　

一
月　

一
日　
　

経
済
産
業
省　

産
業
構
造
審
議
会
情
報
経
済
分
科
会
ル
ー
ル
整
備
小
委
員
会
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
四
年
九
月
三
〇
日
迄
）

二
〇
一
二
年
一
一
月　

一
日　
　

平
成
二
五
年
度
国
家
公
務
員
採
用
総
合
職
試
験
専
門
試
験
（
記
述
式
）（
行
政
、
法
律
）
試

験
専
門
委
員
（
二
〇
一
三
年
六
月
三
〇
日
迄
）



165

池田眞朗教授略歴・主要業績

二
〇
一
三
年
一
一
月　

一
日　
　

平
成
二
六
年
度
国
家
公
務
員
採
用
総
合
職
試
験
専
門
試
験
（
記
述
式
）（
行
政
、
法
律
）
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

験
専
門
委
員
（
二
〇
一
四
年
六
月
三
〇
日
迄
）

二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
三
日　
　

金
融
法
学
会
副
理
事
長
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
九
日
迄
、
以
降
理
事
職
継
続
）　

二
〇
一
四
年
一
一
月　

一
日　
　

平
成
二
七
年
度
国
家
公
務
員
採
用
総
合
職
試
験
専
門
試
験
（
記
述
式
）（
行
政
、
法
律
）
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

験
専
門
委
員
（
二
〇
一
五
年
七
月
三
一
日
迄
）

二
〇
一
五
年　

四
月　

一
日　
　

東
京
都
収
用
委
員
会
会
長
（
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
迄
）

表
彰
歴	

　

一
九
九
三
年
一
一
月　
　

学
校
法
人
慶
應
義
塾
・
義
塾
賞

二
〇
〇
二
年　

二
月　
　

全
国
銀
行
学
術
研
究
振
興
財
団
賞

二
〇
一
〇
年
一
一
月　
　

学
校
法
人
慶
應
義
塾
・
福
澤
賞

二
〇
一
二
年
一
一
月　
　

紫
綬
褒
章

二
〇
二
三
年　

四
月　
　

瑞
宝
中
綬
章
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池
田
眞
朗
教
授
主
要
業
績

【
著
書
】

（
以
下
著
書
は
主
要
な
も
の
の
初
版
と
最
新
版
（
最
終
版
）
を
掲
げ
、
途
中
の
改
版
は
省
略
す
る
。）

『
分
析
と
展
開
・
民
法
Ⅱ　

債
権
』（
共
著
、
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
三
月
）

『
目
で
見
る
民
法
教
材
』（
共
著
、
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
二
月
）

『
民
法
Ⅲ　

債
権
総
論
』（
共
著
、
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
四
月
）

『
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
民
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
―
問
題
と
ヒ
ン
ト
―
』（
共
編
著
、
一
粒
社
、
一
九
九
二
年
五
月
）

『
債
権
譲
渡
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
三
年
五
月
）

『
消
費
者
保
護
の
法
律
問
題
』（
共
編
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
二
月
）

『
Ｃ
Ｄ
レ
ッ
ス
ン
民
法
入
門
』（
慶
應
通
信
、
一
九
九
五
年
五
月
）

『
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
債
権
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
九
月
）

『
法
の
世
界
へ
』（
共
著
、
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
三
月
）

『
債
権
譲
渡
の
研
究
（
増
補
版
）』（
弘
文
堂
、
一
九
九
七
年
九
月
）

『
民
法
へ
の
招
待
』（
税
務
経
理
協
会
、
一
九
九
七
年
九
月
）

『
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方
向
―
民
法
１
０
０
周
年
を
契
機
と
し
て
―
』（
共
著
、
商
事
法
務
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
）

『
債
権
総
論
』（
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）

『
民
法
学
説
百
年
史
―
日
本
民
法
施
行
１
０
０
年
記
念
―
』（
共
編
著
、
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）

『
目
で
見
る
民
法
教
材
（
第
２
版
補
訂
２
版
）』（
共
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
六
月
）
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『
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
（
債
権
譲
渡
の
研
究 

第
２
巻
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
七
月
）

『
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
』（
共
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
四
月
）

『
判
例
講
義
民
法
Ⅰ　

総
則
・
物
権
』（
共
編
著
、
悠
々
社
、
二
〇
〇
二
年
四
月
）

『
判
例
講
義
民
法
Ⅱ　

債
権
』（
共
編
著
、
悠
々
社
、
二
〇
〇
二
年
五
月
）

『
民
法
キ
ー
ワ
ー
ド
』（
共
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）

『
分
析
と
展
開
・
民
法
Ⅰ　

総
則
・
物
権
（
第
３
版
）』（
共
著
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
六
月
）

『
債
権
譲
渡
の
研
究
（
増
補
２
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）

『
新
し
い
民
法
―
現
代
語
化
の
経
緯
と
解
説
―
』（
編
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
二
月
）

『
判
例
講
義
民
法
Ⅰ　

総
則
・
物
権
（
補
訂
版
）』（
共
編
著
、
悠
々
社
、
二
〇
〇
五
年
四
月
）

『
判
例
講
義
民
法
Ⅱ　

債
権
（
補
訂
版
）』（
共
編
著
、
悠
々
社
、
二
〇
〇
五
年
四
月
）

『
債
権
総
論
（
改
訂
版
）』（
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
、
二
〇
〇
五
年
四
月
）

『
分
析
と
展
開
・
民
法
Ⅱ　

債
権
（
第
５
版
）』（
共
著
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）

『
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
民
法
総
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

『
担
保
制
度
の
現
代
的
展
開
（
伊
藤
進
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）』（
共
編
著
、
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

『
法
学
講
義
民
法
４　

債
権
総
論
』（
共
編
著
、
悠
々
社
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）

『
電
子
記
録
債
権
法
の
理
論
と
実
務
』（
共
編
著
、
経
済
法
令
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
四
月
）

『
法
学
六
法
』（
共
編
、
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
四
月
）

『
法
学
講
義
民
法
５　

契
約
』（
共
編
著
、
悠
々
社
、
二
〇
〇
八
年
四
月
）

『
民
法V

isual M
aterials

』（
編
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
七
月
）

『
現
代
民
法
学
と
実
務
―
気
鋭
の
学
者
た
ち
の
研
究
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
歩
く
―
（
中
）』（
共
著
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、

二
〇
〇
八
年
八
月
）
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『
標
準
六
法
』（
共
編
、
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）

『
プ
レ
ス
テ
ッ
プ
法
学
』（
編
著
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

『
新
標
準
講
義
民
法
債
権
総
論
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）

『
債
権
総
論
（
第
三
版
）』（
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）

『
解
説　

電
子
記
録
債
権
法
』（
共
編
著
、
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）

『
新
標
準
講
義
民
法
債
権
各
論
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）

『
債
権
譲
渡
の
発
展
と
特
例
法
（
債
権
譲
渡
の
研
究 

第
３
巻
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
四
月
）

『
債
権
各
論
』（
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
、
二
〇
一
〇
年
四
月
）

『
債
権
譲
渡
と
電
子
化
・
国
際
化
（
債
権
譲
渡
の
研
究 

第
４
巻
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）

『
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
理
』（
共
編
著
、
新
青
出
版
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）

『
判
例
学
習
の
A 

to 

Z
』（
編
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）

『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
と
そ
の
民
法
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
九
月
）

『
民
法
は
お
も
し
ろ
い
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）

『
新
標
準
講
義
民
法
債
権
総
論
（
第
２
版
）』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

『
私
権
の
創
設
と
そ
の
展
開
（
内
池
慶
四
郎
先
生
追
悼
論
文
集
）』（
共
編
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）

『
標
準
六
法
（
15
年
版
）』（
共
編
、
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）

『
判
例
講
義
民
法
Ⅰ　

総
則
・
物
権
（
第
２
版
）』（
共
編
著
、
悠
々
社
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
）

『
判
例
講
義
民
法
Ⅱ　

債
権
（
第
２
版
）』（
共
編
著
、
悠
々
社
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
）

『
新
世
紀
民
法
学
の
構
築
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
四
月
）

『
動
産
債
権
担
保
―
―
比
較
法
の
マ
ト
リ
ク
ス
』（
共
編
著
、
商
事
法
務
、
二
〇
一
五
年
八
月
）

『
新
標
準
講
義
民
法
債
権
各
論
（
第
２
版
）』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）
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『
新
標
準
講
義
民
法
債
権
総
論
（
全
訂
３
版
）』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）

『
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
債
権
法
（
第
７
版
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）

『
民
法
へ
の
招
待
（
第
６
版
）』（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
）

『
民
法V

isual M
aterials

（
第
３
版
）』（
編
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
教
育
と
実
務
家
教
員
の
養
成
』（
編
著
、
武
蔵
野
大
学
法
学
研
究
所
（
創
文
）、
二
〇
二
一
年
三
月
）

『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
と
そ
の
民
法
（
増
補
完
結
版
）』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
九
月
）

『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
―
「
日
本
近
代
法
の
父
」
の
殉
教
―
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
教
育
と
実
務
家
教
員
の
養
成
２
』（
編
著
、
武
蔵
野
大
学
法
学
研
究
所
（
創
文
）、
二
〇
二
二
年
三
月
）

『
中
国
電
子
商
取
引
法
の
研
究
』（
共
編
著
、
商
事
法
務
、
二
〇
二
二
年
五
月
）

『
債
権
譲
渡
と
民
法
改
正
（
債
権
譲
渡
の
研
究
第
５
巻
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
二
年
一
一
月
）

『
判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権
（
新
訂
第
３
版
）』（
共
編
著
、
勁
草
書
房
、
二
〇
二
三
年
二
月
）

『
プ
レ
ス
テ
ッ
プ
法
学
（
第
５
版
）』（
編
著
、
弘
文
堂
、
二
〇
二
三
年
三
月
）

『
法
の
世
界
へ
（
第
９
版
）』（
共
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
二
三
年
三
月
）

『
実
務
家
教
員
の
養
成
―
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
教
育
か
ら
他
分
野
へ
の
展
開
―
』（
編
著
、
武
蔵
野
大
学
法
学
研
究
所
（
創
文
）、

二
〇
二
三
年
三
月
）

『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
』（
編
著
、
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
三
年
三
月
）

『
宅
建
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
六
法2023

』（
編
、
信
山
社
、
二
〇
二
三
年
六
月
）

『
検
討
！
Ａ
Ｂ
Ｌ
か
ら
事
業
成
長
担
保
権
へ
』（
編
著
、
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
三
年
七
月
）

『
法
学
六
法
（
23
年
版
）』（
共
編
、
信
山
社
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
）

『
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
民
法
総
論
（
第
４
版
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
四
年
一
月
）

『
法
学
系
論
文
の
書
き
方
と
文
献
検
索
引
用
法
』（
共
著
、
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
二
四
年
二
月
）
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『
実
務
家
教
員
の
養
成
―
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
教
育
か
ら
の
展
開
』（
編
著
、
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
三
年
三
月
予
定
）

【
論
文
】　

（
以
下
論
文
は
武
蔵
野
大
学
法
学
部
創
設
年
の
二
〇
一
四
年
以
降
の
も
の
を
中
心
と
し
、
そ
れ
以
前
の
論
稿
は
、
一
部
の
例

外
を
除
き
原
則
と
し
て
主
要
単
独
執
筆
の
も
の
に
限
定
す
る
。
二
〇
一
三
年
以
前
の
も
の
の
詳
細
は
、
片
山
直
也
＝
北
居
功

＝
武
川
幸
嗣
＝
北
澤
安
紀
編
・
池
田
眞
朗
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
民
法
と
金
融
法
の
新
時
代
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
二
〇
年
二
月
）
六
八
四
頁
以
下
参
照
。）

「
民
法
四
七
八
条
論
序
説
」
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
集　

昭
和
四
八
年
度
（
一
九
七
四
年
三
月
）

「
司
法
省
御
雇
外
人
ジ
ュ
ー
ル
・
ジ
ュ
ス
ラ
ン
」
法
学
研
究　

四
八
巻
四
号
（
一
九
七
五
年
四
月
）

「
民
法
四
六
七
条
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
復
権
」
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論
文
集
『
明
治
法
制
史
政
治
史
の
諸
問
題
』
慶

應
通
信
（
一
九
七
七
年
三
月
）

「
民
法
四
六
七
条
に
お
け
る
一
項
と
二
項
の
関
係
」
法
学
研
究　

五
一
巻
二
号
（
一
九
七
八
年
二
月
）

「
指
名
債
権
が
二
重
に
譲
渡
さ
れ
確
定
日
付
の
あ
る
各
譲
渡
通
知
が
同
時
に
債
務
者
に
到
達
し
た
場
合
に
お
け
る
譲
受
人
の
一

人
か
ら
す
る
弁
済
請
求
（
最
判
昭
和
五
五
・
一
・
一
一
・
判
批
）」
判
例
評
論　

二
六
一
号
（
一
九
八
〇
年
一
一
月
）

「
指
名
債
権
の
二
重
譲
渡
と
同
順
位
譲
受
人
相
互
間
の
法
律
関
係
（
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
三
月
三
一
日
・
判
批
）」
ジ
ュ
リ
ス

ト　

七
五
六
号
（
一
九
八
二
年
一
月
）

「
民
法
四
六
七
条
一
項
に
い
う
「
債
務
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
の
意
義
（
最
判
昭
和
五
六
・
一
〇
・
一
三
・
判
批
）」
判
例

評
論　

二
八
二
号
（
一
九
八
二
年
八
月
）

「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
自
然
法
講
義
（
性
法
講
義
）」
の
再
検
討
」
法
学
研
究　

五
五
巻
八
号
（
一
九
八
二
年
八
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
構
造
―
民
法
四
六
七
条
論
」
私
法　

四
四
号
（
一
九
八
二
年
九
月
）

「
連
帯
債
務
と
連
帯
保
証
（
特
集
・
類
似
制
度
と
そ
の
異
同
）」
手
形
研
究　

二
六
巻
一
四
号
（
一
九
八
二
年
一
二
月
）
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「
研
究
者
か
ら
み
た
公
証
人
（
外
か
ら
み
る
「
予
防
法
律
家
」
論
）」『
市
民
の
た
め
の
法
律
家
』
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊　

総
合

特
集
シ
リ
ー
ズ
二
四
号
（
一
九
八
三
年
一
月
）

「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
指
名
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
―
そ
の
対
抗
要
件
の
緩
和
を
め
ぐ
っ
て
―
」
法
学
研
究　

五
六
巻
五

号
（
一
九
八
三
年
五
月
）

「
民
法
四
四
三
条
一
項
の
事
前
の
通
知
を
怠
っ
た
連
帯
債
務
者
が
同
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
の
免
責
行
為
を
有
効
で
あ
る

と
み
な
す
こ
と
の
可
否
（
最
判
昭
和
五
七
・
一
二
・
一
七
・
判
批
）」
判
例
評
論　

二
九
五
号
（
一
九
八
三
年
九
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
対
抗
要
件
の
本
質
」『
慶
應
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集〔
法
学
部
・
法
律
学
関
係
〕』（
一
九
八
三

年
一
〇
月
）

「
民
法
四
六
七
条
一
項
に
い
う
「
債
務
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
の
意
義
（
最
判
昭
和
五
六
・
一
〇
・
一
三
・
判
批
）」
判
例

タ
イ
ム
ズ　

五
〇
五
号
（
一
九
八
三
年
一
一
月
）

「
銀
行
取
引
約
定
書
と
相
殺
（
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー　

契
約
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

五
〇
七
号
（
一
九
八
三
年
一
一
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
（
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー　

契
約
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

五
〇
七
号
（
一
九
八
三
年
一
一
月
）

「
相
殺
の
意
思
表
示
と
銀
行
取
引
約
定
書
の
「
み
な
し
到
達
」
特
約
（
東
京
高
判
昭
和
五
八
・
一
・
二
五
・
判
批
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト

八
〇
三
号
（
一
九
八
三
年
一
二
月
）

「
リ
ー
ス
契
約
に
お
け
る
物
件
の
中
途
返
還
と
リ
ー
ス
業
者
の
し
た
利
益
の
清
算
義
務
及
び
そ
の
算
定
基
準
（
最
判
昭
和

五
七
・
一
〇
・
一
九
・
判
批
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー　

二
八
巻
四
号
（
一
九
八
四
年
三
月
）

「
借
地
契
約
の
更
新
拒
絶
と
建
物
賃
借
人
の
事
情
の
斟
酌
の
許
否
（
最
判
昭
和
五
八
・
一
・
二
〇
・
判
批
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー　

二
八
巻
四
号
（
一
九
八
四
年
三
月
）

「
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
義
務
不
履
行
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
売
買
契
約
の
解
除
（
東
京
地
判
昭
和
五
九
・
一
・
三
〇
・
判
批
）」
判
例

タ
イ
ム
ズ　

五
四
三
号
（
一
九
八
五
年
二
月
）

「【
１
】
保
証
人
・
債
務
者
間
の
求
償
権
の
利
率
に
関
す
る
特
約
と
民
法
五
〇
一
条
の
代
位
の
範
囲　
【
２
】
保
証
人
・
物
上
保
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証
人
間
の
民
法
五
〇
一
条
但
書
五
号
の
代
位
割
合
と
異
な
る
特
約
の
第
三
者
効
（
最
判
昭
和
五
九
・
五
・
二
九
・
判
批
）」
法
学

セ
ミ
ナ
ー　

三
〇
巻
三
号
（
一
九
八
五
年
三
月
）

「
更
新
料
の
支
払
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
土
地
賃
貸
借
契
約
の
解
除
（
最
判
昭
和
五
九
・
四
・
二
〇
・
判
批
）」
法
学
セ
ミ

ナ
ー　

三
〇
巻
三
号
（
一
九
八
五
年
三
月
）

「
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
具
備
の
衝
突
」
民
法
の
争
点
Ⅱ
（
一
九
八
五
年
七
月
）

「
契
約
準
備
段
階
に
お
け
る
信
義
則
上
の
注
意
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
最
判
昭
和
五
九
・
九
・
一
六
・
判
批
）」

法
学
セ
ミ
ナ
ー　

三
一
巻
三
号
（
一
九
八
六
年
三
月
）

「【
１
】
破
産
者
か
ら
破
産
宣
告
前
に
指
名
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
が
右
譲
受
を
破
産
管
財
人
に
主
張
す
る
た
め
に
対
抗
要
件
を

具
備
す
る
こ
と
の
要
否　
【
２
】
民
法
施
行
法
五
条
四
号
に
い
う
「
確
定
日
付
ア
ル
証
書
中
ニ
私
署
証
書
ヲ
引
用
シ
タ
ル
ト
キ
」

の
意
義
（
最
判
昭
和
五
八
・
三
・
二
二
・
判
批
）」
判
例
評
論　

三
二
五
号
（
一
九
八
六
年
三
月
）

「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
お
け
る
「
第
三
者
」
の
概
念
―
不
動
産
物
権
変
動
と
指
名
債
権
譲
渡
と
を
中
心
に
―
」
法
学
研
究　

五
九

巻
六
号
（
一
九
八
六
年
六
月
）

「
総
合
口
座
取
引
に
お
け
る
当
座
貸
越
に
よ
る
払
戻
し
と
銀
行
の
注
意
義
務
の
性
格
（
東
京
高
判
昭
和
六
〇
・
七
・
一
九
・
判
批
）」

判
例
タ
イ
ム
ズ　

五
九
八
号
（
一
九
八
六
年
七
月
）

「
指
名
債
権
の
二
重
譲
渡
と
債
権
の
準
占
有
者
へ
の
弁
済
―
最
二
小
判
昭
和
六
一
・
四
・
一
一
運
送
代
金
請
求
事
件
―
」
ジ
ュ
リ

ス
ト　

八
七
三
号
（
一
九
八
六
年
一
二
月
）

「
指
名
債
権
が
二
重
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
対
抗
要
件
を
後
れ
て
具
備
し
た
譲
受
人
に
対
し
て
さ
れ
た
弁
済
と
民
法
四
七
八
条

の
適
用
（
最
判
昭
和
六
一
・
四
・
一
一
・
判
批
）」
判
例
評
論　

三
四
〇
号
（
一
九
八
七
年
六
月
）

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
リ
ー
ス
の
大
衆
化
と
リ
ー
ス
理
論
（
福
岡
高
判
昭
和
六
一
・
七
・
八
、東
京
高
判
昭
和
六
一
・
七
・
一
七
・
判
批
）」

判
例
タ
イ
ム
ズ　

六
四
三
号
（
一
九
八
七
年
一
〇
月
）

「
契
約
締
結
準
備
段
階
の
信
義
則
違
反
と
損
害
賠
償
責
任
（
東
京
高
判
昭
和
六
二
・
三
・
一
七
・
判
批
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー　

三
三
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巻
一
号
（
一
九
八
八
年
一
月
）

「
供
託
官
が
供
託
金
取
戻
請
求
権
に
つ
い
て
さ
れ
た
無
効
な
転
付
命
令
を
有
効
な
も
の
と
誤
信
し
て
右
転
付
命
令
取
得
者
に
対

し
供
託
元
利
金
の
払
渡
を
し
た
場
合
と
民
法
七
〇
七
条
一
項
の
類
推
適
用
の
有
無
（
最
判
昭
和
六
二
・
四
・
一
六
・
判
批
）」
判

例
評
論　

三
四
九
号
（
一
九
八
八
年
三
月
）

「「
法
学
情
報
処
理
」
の
現
状
と
課
題
」
法
学
教
室　

九
一
号
（
一
九
八
八
年
四
月
）

「
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
（
最
判
昭
和
四
九
・
三
・
七
・
判
批
）」
森
泉
章
教
授
還
暦
記
念
論
集
『
現
代
判
例
民
法
学
の
課
題
』
法

学
書
院
（
一
九
八
八
年
九
月
）

「
債
権
差
押
通
知
と
債
権
譲
渡
通
知
が
同
時
に
第
三
債
務
者
に
到
達
し
た
場
合
の
差
押
債
権
者
と
債
権
譲
受
人
の
優
劣
（
福
岡

高
判
昭
和
六
三
・
七
・
二
〇
・
判
批
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

六
九
〇
号
（
一
九
八
九
年
五
月
）

「
西
堀
昭
著
『
増
訂
版
・
日
仏
文
化
交
流
史
の
研
究
―
日
本
の
近
代
化
と
フ
ラ
ン
ス
』〈
書
評
〉」
法
学
研
究　

六
二
巻
六
号

（
一
九
八
九
年
六
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
（
一
）」
法
学
研
究　

六
二
巻
七
号
（
一
九
八
九
年
七
月
）

「
民
法
に
お
け
る
権
利
移
転
⑴
」
法
学
教
室　

一
〇
六
号
（
一
九
八
九
年
七
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
（
二
）」
法
学
研
究　

六
二
巻
八
号
（
一
九
八
九
年
八
月
）

「
民
法
に
お
け
る
権
利
移
転
⑵
」
法
学
教
室　

一
〇
七
号
（
一
九
八
九
年
八
月
）

「
総
合
口
座
貸
越
に
よ
る
払
戻
し
と
民
法
四
七
八
条
に
よ
る
免
責
」
金
融
法
務
事
情　

一
二
二
九
号
（
一
九
八
九
年
八
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
（
三
・
完
）」
法
学
研
究　

六
二
巻
九
号
（
一
九
八
九
年
九
月
）

「
民
法
に
お
け
る
権
利
移
転
（
３
・
完
）」
法
学
教
室　

一
〇
八
号
（
一
九
八
九
年
九
月
）

「
確
定
日
付
あ
る
通
知
の
同
時
到
達
と
債
権
譲
受
人
の
優
劣
（
最
判
昭
和
五
五
・
一
・
一
一
・
判
批
）」
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
（
第

３
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
〇
五
号
）（
一
九
八
九
年
一
〇
月
）（
同
第
４
版
一
三
七
号
一
九
九
六
年
三
月
）

「
リ
ー
ス
物
件
の
引
渡
前
に
借
受
証
を
交
付
し
た
ユ
ー
ザ
ー
の
リ
ー
ス
料
支
払
義
務
（
東
京
地
判
昭
和
六
三
・
一
〇
・
一
七
・
判
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批
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

七
二
七
号
（
一
九
九
〇
年
八
月
）

「
手
塚
豊
著
作
集
第
七
巻
『
明
治
民
法
史
の
研
究
（
上
）』〈
紹
介
と
批
評
〉」
法
学
研
究　

六
三
巻
九
号
（
一
九
九
〇
年
九
月
）

「
民
法
四
七
八
条
の
解
釈
・
適
用
論
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」『
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年
記
念
論
文
集
〔
法

律
学
科
篇
〕』（
一
九
九
〇
年
九
月
）

「
論
文
批
評
に
お
け
る
方
法
論
の
問
題
―
道
垣
内
助
教
授
の
批
判
に
応
え
て
―
」
法
律
時
報　

六
二
巻
一
二
号
（
一
九
九
〇
年

一
一
月
）

「
詐
称
代
理
人
に
よ
る
預
金
担
保
設
定
契
約
に
基
づ
く
担
保
権
実
行
と
民
法
四
七
八
条
の
適
用
（
大
阪
高
判
平
成
二
・
六
・
一
二
・

判
批
）」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス　

三
号
（
一
九
九
一
年
七
月
）

「
便
宜
払
い
に
よ
る
預
金
の
払
戻
と
銀
行
の
免
責
（【
１
】
東
京
地
判
平
成
二
・
一
一
・
一
四　
【
２
】
東
京
高
判
平
成
三
・
三
・

二
〇
・
判
批
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

七
七
一
号
（
一
九
九
二
年
二
月
）

「
妻
に
よ
る
定
額
預
金
の
払
戻
と
使
者
の
認
定
（
東
京
地
判
平
成
二
・
三
・
二
七
・
判
批
）」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス　

四
号

（
一
九
九
二
年
二
月
）

「
表
見
法
理
―
非
債
権
者
等
に
対
す
る
弁
済
〔
四
七
八
条
・
四
八
〇
条
〕
―
」
法
学
教
室　

一
三
九
号
（
一
九
九
二
年
四
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
の
要
件
と
効
果
」法
学
研
究　

六
五
巻
四
号（
一
九
九
二
年
四
月
）

「
ガ
イ
ダ
ン
ス
（
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
債
権
法
１
）（
以
下
２
年
に
わ
た
り
連
載
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー　

三
八
巻
四
号
（
一
九
九
三

年
四
月
）

「
到
達
の
先
後
が
不
明
で
あ
る
債
権
譲
渡
通
知
と
債
権
差
押
通
知
の
競
合
と
供
託
後
の
処
理
（
最
判
平
成
五
・
三
・
三
〇
・
判
批
）」

金
融
判
例
研
究　

三
号
（
一
九
九
三
年
九
月
）

「
到
達
の
先
後
が
不
明
で
あ
る
債
権
譲
渡
通
知
・
債
権
差
押
通
知
の
競
合
と
供
託
後
の
処
理
―
最
三
小
判
平
成
五
・
三
・
三
〇
（
判

タ
八
二
〇
号
一
八
五
頁
、金
法
一
三
五
六
号
六
頁
）
の
検
討
と
判
例
法
理
の
展
望
―
」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

八
二
二
号
（
一
九
九
三

年
一
〇
月
）
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「
譲
渡
禁
止
特
約
の
あ
る
債
権
の
譲
渡
と
承
諾
さ
れ
た
場
合
の
対
抗
力
の
不
遡
及
（
東
京
高
判
平
成
五
・
二
・
二
五
・
判
批
）」
私

法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス　

八
号
（
一
九
九
四
年
二
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
（
日
本
私
法
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）」
私
法　

五
六
号

（
一
九
九
四
年
四
月
）

「
将
来
の
診
療
報
酬
債
権
の
譲
渡
と
差
押
債
権
者
に
対
抗
し
う
る
譲
渡
期
間
（
東
京
地
判
平
成
五
・
一
・
二
七
・
判
批
）」
判
例
タ

イ
ム
ズ　

八
三
八
号
（
一
九
九
四
年
五
月
）

「
指
名
債
権
二
重
譲
渡
通
知
の
同
時
到
達
（
最
判
昭
和
五
五
・
一
・
一
一
・
判
批
）」
担
保
法
の
判
例
Ⅱ
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）

（
一
九
九
四
年
六
月
）

「
第
三
債
務
者
を
特
定
し
な
い
将
来
債
権
の
譲
渡
の
合
意
の
効
力
（
東
京
高
判
昭
和
五
七
・
七
・
一
五
・
判
批
）」
担
保
法
の
判
例

Ⅱ
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）（
一
九
九
四
年
六
月
）

「
債
権
譲
渡
論
・
契
約
譲
渡
論
（
シ
ム
レ
ー
ル
教
授
「
債
権
譲
渡
か
ら
契
約
譲
渡
へ
」「
新
た
な
人
的
担
保
」
―
姫
路
獨
協
大

学
フ
ラ
ン
ス
民
法
セ
ミ
ナ
ー
報
告
―
債
権
法
お
よ
び
担
保
法
を
中
心
と
し
て
）」
法
律
時
報　

六
六
巻
一
二
号
（
一
九
九
四
年

一
一
月
）

「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
の
利
用
者
が
リ
ー
ス
物
件
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
リ
ー
ス
料
支
払
義
務
の
有
無
（
最

判
平
成
五
・
一
一
・
二
五
・
判
批
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

五
五
九
号
（
一
九
九
四
年
一
二
月
）

「
任
意
代
位
と
債
権
移
転
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
の
意
義
・
種
類
」『
任
意
代
位
―
そ
の
実
務
と
理
論
―
』（
別
冊
・
銀
行
法
務

21　

一
号
）（
一
九
九
五
年
二
月
）

「
対
抗
要
件
と
権
利
保
護
要
件
・
権
利
行
使
要
件
（
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
４
）」
法
学
教
室　

一
七
八
号　
（
一
九
九
五
年
七
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
法
理
の
再
検
討
―
今
日
的
課
題
と
民
法
理
論
―
」
金
融
法
研
究
・
資
料
編　

一
一
号
（
一
九
九
五
年
九
月
）

「
書
面
に
よ
ら
な
い
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
有
効
性
（
福
岡
高
判
平
成
六
・
八
・
三
一
・
判
批
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

八
八
五
号

（
一
九
九
五
年
一
一
月
）
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「
保
証
と
物
上
保
証
（
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
９
）」
法
学
教
室　

一
八
三
号
（
一
九
九
五
年
一
二
月
）

「
債
権
流
動
化
と
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
（
上
）
―
包
括
的
特
別
法
の
立
法
試
案
―
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

五
八
五
号
（
一
九
九
六
年
一
月
）

「
債
権
流
動
化
と
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
（
下
）
―
包
括
的
特
別
法
の
立
法
試
案
―
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

五
八
六
号
（
一
九
九
六
年
二
月
）

「
対
抗
要
件
の
規
定
と
他
の
規
定
と
の
衝
突
（
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
10
）」
法
学
教
室　

一
八
五
号
（
一
九
九
六
年
二
月
）

「
同
順
位
の
債
権
譲
受
人
間
に
お
け
る
供
託
金
還
付
請
求
権
の
帰
属
（
最
判
平
成
五
・
三
・
三
〇
・
判
批
）」
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債

権
（
第
４
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
三
七
号
）（
一
九
九
六
年
三
月
）（
同
第
５
版
一
六
〇
号
二
〇
〇
一
年
一
月
、
同
新
法

対
応
補
正
版
一
七
六
号
二
〇
〇
五
年
四
月
、
同
第
６
版
一
九
六
号
二
〇
〇
九
年
四
月
）

「
債
権
譲
渡
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
と
民
法
理
論
」
金
融
法
務
事
情　

一
四
四
八
号
（
一
九
九
六
年
四
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
法
理
の
再
検
討
―
今
日
的
課
題
と
民
法
理
論
―
」
金
融
法
研
究　

一
二
号
（
一
九
九
六
年
四
月
）

「
法
務
時
報
・
債
権
譲
渡
理
論
と
債
権
流
動
化
・
不
良
債
権
処
理
」
銀
行
法
務
21　

四
〇
巻
五
号
（
一
九
九
六
年
四
月
）

「
債
権
流
動
化
と
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
―
特
別
立
法
案
と
そ
の
留
意
点
―
〈
座
談
会
〉（
共
同
執
筆
）」
金
融
法
務
事
情　

一
四
四
八
号
（
一
九
九
六
年
四
月
）

「【
１
】
預
託
金
会
員
組
織
の
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
会
員
権
の
譲
渡
に
当
た
っ
て
確
定
日
付
の
あ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
の
手
続
が
な

さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
会
員
権
の
譲
渡
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
高
決
平
成
五
・

一
二
・
二
二
） 【
２
】
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
譲
渡
を
受
け
名
義
書
換
手
続
を
完
了
し
た
譲
受
人
は
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
を
具
備

し
て
い
な
い
場
合
に
も
確
定
的
に
権
利
を
取
得
す
る
か
（
積
極
）（
大
阪
地
判
平
成
五
・
七
・
二
三
）」
判
例
評
論　

四
四
七
号

（
一
九
九
六
年
五
月
）

「
債
権
の
移
転
と
債
務
の
移
転
（
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
14
）」
法
学
教
室　

一
八
九
号
（
一
九
九
六
年
六
月
）

「
契
約
当
事
者
の
地
位
の
移
転
（
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
19
）」
法
学
教
室　

一
九
四
号
（
一
九
九
六
年
一
一
月
）

「
被
害
者
の
受
領
拒
絶
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
債
務
に
つ
い
て
の
弁
済
供
託
と
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
い
う「
支
払
」（
最

判
平
成
七
・
四
・
二
五
・
判
批
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
一
一
号
（
一
九
九
七
年
二
月



177

池田眞朗教授略歴・主要業績

「
準
法
律
行
為
（
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
22
）」
法
学
教
室　

一
九
七
号
（
一
九
九
七
年
二
月
）

「
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
会
員
権
の
譲
渡
禁
止
特
約
（
最
判
平
成
七
・
一
・
二
〇
・
判
批
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
一
五
号
（
一
九
九
七
年
四
月
）

「
株
主
会
員
制
の
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
譲
渡
担
保
設
定
と
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
（
東
京
地
判
平
成
七
・
一
二
・
一
・
判
批
）」

判
例
タ
イ
ム
ズ　

九
三
三
号
（
一
九
九
七
年
五
月
）

「
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
契
約
と
同
時
に
締
結
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
会
員
権
契
約
の
債
務
不
履
行
と
売
買
契
約
の

解
除
（
最
判
平
成
八
・
一
一
・
一
二
・
判
批
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
一
七
号
（
一
九
九
七
年
五
月
）

「
債
権
流
動
化
と
包
括
的
特
別
法
の
立
法
提
言
（
上
）
債
権
譲
渡
法
制
研
究
会
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
一
九
号

（
一
九
九
七
年
六
月
）

「
預
託
金
会
員
制
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
会
員
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
（
最
判
平
成
八
・
七
・
一
二
・
判
批
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
一
一
三
号
（
一
九
九
七
年
六
月
）

「
債
権
流
動
化
と
包
括
的
特
別
法
の
立
法
提
言
（
下
）
債
権
譲
渡
法
制
研
究
会
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
二
〇
号

（
一
九
九
七
年
七
月
）

「
預
託
金
会
員
制
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
会
員
権
の
譲
渡
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
の
要
件
（
最
判
平
成
八
・
七
・
一
二
・
判
批
）」

民
商
法
雑
誌　

一
一
六
巻
六
号
（
一
九
九
七
年
九
月
）

「
日
本
民
法
典
と
は
何
か
―
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
か
ら
現
行
民
法
典
へ
―
」
比
較
法
史
研
究　

六
号　
（
一
九
九
七
年
九
月
）

「
譲
渡
禁
止
特
約
の
あ
る
債
権
の
譲
渡
と
そ
の
承
諾
に
よ
る
遡
及
効
の
対
第
三
者
効
―
最
高
裁
平
成
九
年
六
月
五
日
第
一
小
法

廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
―
」
金
融
法
務
事
情　

一
四
九
九
号
（
一
九
九
七
年
一
一
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
法
理
と
債
権
流
動
化
へ
の
学
理
的
対
応
―
民
法
解
釈
学
方
法
論
の
角
度
か
ら
―
」
法
学
研
究　

七
〇
巻
一
二

号
（
一
九
九
七
年
一
二
月
）

「
民
法
の
基
本
概
念
の
変
容
と
再
構
築　

情
報
―
情
報
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
」
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
一
二
六
号　
（
一
九
九
八
年
一
月
）

「「
複
合
契
約
」
あ
る
い
は
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
契
約
」
論
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
三
三
号
（
一
九
九
八
年
一
月
）
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「
生
命
保
険
会
社
が
契
約
者
貸
付
制
度
に
基
づ
い
て
保
険
契
約
者
の
代
理
人
と
称
す
る
者
の
申
込
み
に
よ
り
行
っ
た
貸
付
け
と

民
法
四
七
八
条
の
類
推
適
用
（
最
判
平
成
九
・
四
・
二
四
・
判
批
）」
判
例
評
論　

四
六
八
号
（
一
九
九
八
年
二
月
）

「
国
際
債
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
とU

N
CIT

RA
L

に
お
け
る
動
き
―
一
九
九
七
年
一
〇
月
会
期
ま
で
の
中
間
報
告
と
し

て
（
資
産
流
動
化
を
巡
る
法
的
諸
問
題
及
び
法
制
整
備
の
動
き
）
―
」
資
産
流
動
化
研
究　

四
号
（
一
九
九
八
年
三
月
）

「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
債
権
譲
渡
登
録
制
度
―U

N
CIT

RA
L

で
の
紹
介
を
中
心
に
―
」Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
三
九
号（
一
九
九
八
年
四
月
）

「
海
外
金
融
法
の
動
向
―
フ
ラ
ン
ス
―
」
金
融
法
研
究　

一
四
号
（
一
九
九
八
年
四
月
）

「
賭
博
債
権
の
譲
渡
の
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
と
公
序
良
俗
違
反
に
よ
る
無
効
の
主
張
（
最
判
平
成
九
・
一
一
・
一
一
・
判
批
）」

判
例
タ
イ
ム
ズ　

九
七
三
号
（
一
九
九
八
年
八
月
）

「
自
然
法
学
者
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
」
法
律
時
報　

七
〇
巻
九
号
（
一
九
九
八
年
八
月
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
の
評
価
と
今
後
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
一
四
一
号
（
一
九
九
八
年
九
月
）

「
同
一
債
権
の
差
押
通
知
と
譲
渡
通
知
の
到
達
の
先
後
が
不
明
な
場
合
に
お
け
る
供
託
金
還
付
請
求
権
の
帰
趨
（
最
判
平
成
五
・

三
・
三
〇
・
判
批
）」
森
泉
章
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
『
現
代
判
例
民
法
学
の
理
論
と
展
望
』
法
学
書
院
（
一
九
九
八
年
九
月
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
と
金
融
実
務
〈
座
談
会
〉（
共
同
執
筆
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
一
四
一
号
（
一
九
九
八
年
九
月
）

「
民
法
四
六
七
条
・
四
六
八
条
（
指
名
債
権
の
譲
渡
）」『
民
法
典
の
百
年
Ⅲ
個
別
的
観
察
〔
２
〕
債
権
編
』
有
斐
閣
（
一
九
九
八

年
一
〇
月
）

「
契
約
当
事
者
論
」別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

五
一
号『
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方
向
―
民
法
一
〇
〇
周
年
を
契
機
と
し
て
―
』（
一
九
九
八

年
一
〇
月
）

「
民
法
と
債
権
譲
渡
特
例
法
―
指
名
債
権
譲
渡
法
理
の
新
展
開
―
」
み
ん
け
ん　

五
〇
〇
号
（
一
九
九
八
年
一
二
月
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
の
評
価
と
今
後
の
展
望
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
五
六
号
（
一
九
九
九
年
一
月
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
の
評
価
と
今
後
の
展
望
（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
五
七
号
（
一
九
九
九
年
一
月
）

「
法
務
時
評
・
運
用
を
開
始
し
た
債
権
譲
渡
登
記
」
銀
行
法
務
21　

四
三
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
一
月
）
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「
指
名
債
権
譲
渡
と
法
理
の
新
展
開
」
司
法
研
修
所
論
集　

一
〇
一
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）

「
賭
博
債
権
の
譲
渡
の
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
と
公
序
良
俗
違
反
に
よ
る
無
効
の
主
張
（
最
判
平
成
九
・
一
一
・
一
一
・
判
批
）」

判
例
セ
レ
ク
ト
'98（
法
学
教
室
）
二
二
二
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）

「
フ
ラ
ン
ス
的
伝
統
と
日
本
民
法
典
」
法
律
時
報　

七
一
巻
四
号
（
一
九
九
九
年
四
月
）

「
法
務
時
評
・
債
権
譲
渡
登
記
制
度
の
効
用
と
波
紋
」
銀
行
法
務
21　

四
三
巻
五
号
（
一
九
九
九
年
四
月
）

「
民
法
１
０
０
年
と
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方
向
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉（
共
同
執
筆
）」
私
法　

六
一
号
（
一
九
九
九
年
四
月
）

「
海
外
金
融
法
の
動
向
―
フ
ラ
ン
ス
―
」
金
融
法
研
究　

一
五
号
（
一
九
九
九
年
五
月
）

「
将
来
債
権
譲
渡
の
効
力
（
上
）
―
最
判
平
一
一
・
一
・
二
九
を
め
ぐ
っ
て
―
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
六
五
号
（
一
九
九
九
年
五
月
）

「
同
一
債
権
の
譲
渡
通
知
と
差
押
通
知
が
同
時
到
達
し
た
場
合
と
当
該
債
権
の
帰
属
―
譲
渡
通
知
と
差
押
通
知
の
同
時
到
達
を

理
由
に
債
務
者
が
供
託
し
た
場
合
の
供
託
金
還
付
請
求
権
の
帰
趨
―（
最
判
平
成
五
・
三
・
三
〇
・
判
批
）」民
法
の
基
本
判
例（
第

２
版
）（
法
学
教
室
増
刊
）（
一
九
九
九
年
五
月
）

「
将
来
債
権
譲
渡
の
効
力
（
下
）
―
最
判
平
一
一
・
一
・
二
九
を
め
ぐ
っ
て
―
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
六
六
号
（
一
九
九
九
年
六
月
）

「
法
務
時
評
・
動
き
だ
し
た
将
来
債
権
譲
渡
論
」
銀
行
法
務
21　

四
三
巻
八
号
（
一
九
九
九
年
七
月
）

「
債
権
譲
渡
通
知
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
の
許
否
（
最
判
平
成
一
〇
・
六
・
一
二
・
判
批
）」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス　

一
九
号

（
一
九
九
九
年
七
月
）

「「
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
と
社
会
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
」
三
田
評
論　

一
〇
一
六
号
（
一
九
九
九
年
八
月
）

「
将
来
債
権
の
譲
渡
の
有
効
性
（
最
判
平
成
一
一
・
一
・
二
九
・
判
批
）」
金
融
判
例
研
究　

九
号
（
一
九
九
九
年
九
月
）

「
現
代
債
権
譲
渡
論
」
法
学
教
室　

二
二
九
号
（
一
九
九
九
年
一
〇
月
）

「
法
務
時
評
・U

N
CIT

RA
L

国
際
債
権
譲
渡
条
約
の
行
方
」
銀
行
法
務
21　

四
三
巻
一
二
号
（
一
九
九
九
年
一
〇
月
）

「
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
再
考
」
法
学
研
究　

七
二
巻
一
二
号
（
一
九
九
九
年
一
二
月
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
施
行
一
年
を
振
り
返
っ
て
―
実
務
上
の
論
点
―
〈
座
談
会
〉（
共
同
執
筆
）」
金
融
法
務
事
情　

一
五
六
七
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号
（
二
〇
〇
〇
年
一
月
）

「
海
外
金
融
法
の
動
向
―
フ
ラ
ン
ス
―
」
金
融
法
研
究　

一
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
四
月
）

「
債
権
譲
受
人
が
債
権
譲
渡
登
記
事
項
証
明
書
の
写
し
を
債
務
者
に
交
付
す
る
こ
と
と
債
権
譲
渡
特
例
法
二
条
二
項
所
定
の
通

知
（
東
京
地
判
平
成
一
一
・
九
・
一
七
・
判
批
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

一
〇
二
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
五
月
）

「
法
科
大
学
院
構
想
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

『
慶
應
義
塾
に
お
け
る
21
世
紀
の
法
学
教
育
』（
意
見
＆
資
料
・
司
法
制
度
改
革
）」
ジ
ュ

リ
ス
ト　

一
一
八
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
九
月
）

「
鳩
山
秀
夫
著
『
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
』〈
名
著
紹
介
〉」
書
斎
の
窓　

五
〇
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）

「
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
構
造
（
最
判
昭
和
四
九
・
三
・
七
・
判
批
）」
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
（
第
５
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト  

一
六
〇
号
）（
二
〇
〇
一
年
一
月
）（
同
新
法
対
応
補
正
版
一
七
六
号
二
〇
〇
五
年
四
月
、
第
６
版
一
九
六
号
二
〇
〇
九
年

四
月
）

「
債
権
流
動
化
か
ら
み
た
二
一
条
二
項
の
必
要
性
」
銀
行
法
務
21　

四
五
巻
二
号　

二
〇
〇
一
年
二
月

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
大
学
に
日
本
の
法
律
書
を
―
Ｊ
Ｊ
Ｌ
に
よ
る
ク
メ
ー
ル
語
版
『
民
法
へ
の
招
待
』
贈
呈
式
―
」
三
田
評
論　

一
〇
三
三
号
（
二
〇
〇
一
年
三
月
）

「U
N

CIT
RA

L

国
際
債
権
譲
渡
条
約
草
案
起
草
作
業
―
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
会
期
で
の
「
作
業
部
会
最
終
案
」
作
成
ま
で
（
第

１
部:

資
産
流
動
化
を
巡
る
法
的
諸
問
題
及
び
法
制
整
備
の
動
き
）
―
」
資
産
流
動
化
研
究　

七
号
（
二
〇
〇
一
年
三
月
）

「
資
料U

N
CIT

RA
L

国
際
債
権
譲
渡
条
約
草
案
作
業
部
会
最
終
案
試
訳
（
共
同
執
筆
）」
法
学
研
究　

七
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
一

年
三
月
）

「
海
外
金
融
法
の
動
向
―
フ
ラ
ン
ス
―
」
金
融
法
研
究　

一
七
号
（
二
〇
〇
一
年
四
月
）

「
既
発
生
債
権
及
び
将
来
債
権
を
一
括
し
て
目
的
と
す
る
い
わ
ゆ
る
集
合
債
権
の
譲
渡
予
約
に
お
い
て
譲
渡
の
目
的
と
な
る
べ

き
債
権
の
特
定
が
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
（
最
判
平
成
一
二
・
四
・
二
一
・
判
批
）」
判
例
評
論　

五
〇
七
号
（
二
〇
〇
一
年
五
月
）

「
中
小
企
業
債
権
の
流
動
化
―
民
法
的
側
面
か
ら
の
評
価
と
課
題
―
」
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
二
〇
一
号
（
二
〇
〇
一
年
六
月
）
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「
債
権
の
流
動
化
に
よ
る
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化〈
座
談
会
〉（
共
同
執
筆
）」ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
二
〇
一
号（
二
〇
〇
一
年
六
月
）

「
将
来
の
診
療
報
酬
債
権
の
譲
渡
の
効
力
と
弁
済
供
託
（
最
判
平
成
一
一
・
一
・
二
九
・
判
批
）」
供
託
先
例
判
例
百
選
（
第
２
版
）

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
五
八
号
）（
二
〇
〇
一
年
七
月
）

「
終
期
の
な
い
将
来
債
権
譲
渡
登
記
の
対
抗
力
」
金
融
・
商
事
判
例　

一
一
二
三
号　

二
〇
〇
一
年
九
月

「
個
別
報
告U

N
CIT

RA
L

国
際
債
権
譲
渡
条
約
に
つ
い
て
〔
含　

資
料
・
国
際
取
引
に
お
け
る
債
権
譲
渡
に
関
す
る
条
約
草

案
試
訳
（
抄
）〕」
金
融
法
研
究
・
資
料
編　

一
七
号
（
二
〇
〇
一
年
九
月
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
―
施
行
後
三
年
の
総
合
検
証
―
」
み
ん
け
ん　

五
三
四
号
（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）

「U
N

CIT
RA

L

国
際
債
権
譲
渡
条
約
草
案
―
草
案
の
紹
介
と
完
成
ま
で
の
経
緯
」Ｎ
Ｂ
Ｌ　

七
二
二
号（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）

「
将
来
債
権
を
含
む
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
お
い
て
債
権
譲
渡
特
例
法
に
基
づ
き
譲
渡
債
権
の
発
生
年
月
日
と
し
て
始
期

の
み
を
記
載
し
た
登
記
の
対
抗
力
（
東
京
地
判
平
成
一
三
・
三
・
九
・
判
批
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

一
〇
六
八
号
（
二
〇
〇
一
年

一
一
月
）

「「
売
掛
債
権
担
保
融
資
保
証
制
度
」
に
み
る
債
権
譲
渡
法
制
」
信
用
保
証　

一
〇
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）

「
債
権
連
鎖
譲
渡
論
―U

N
CIT

RA
L

国
際
債
権
譲
渡
条
約
草
案
と
民
法
・
債
権
譲
渡
特
例
法
―
」
法
曹
時
報　

五
四
巻
一
号

（
二
〇
〇
二
年
一
月
）

「
国
連
国
際
債
権
譲
渡
条
約
の
論
点
分
析
と
今
後
の
展
望
（
上
）」
金
融
法
務
事
情　

一
六
四
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
四
月
）

「
国
連
国
際
債
権
譲
渡
条
約
の
論
点
分
析
と
今
後
の
展
望
（
下
）」
金
融
法
務
事
情　

一
六
四
一
号
（
二
〇
〇
二
年
四
月
）

「『
歴
史
の
中
の
民
法
―
―
ロ
ー
マ
法
と
の
対
話
』
河
上
正
二
訳
著
―
法
学
書
の
歴
史
に
残
る
一
冊
―
〈LIBRA

RY

〉」
法
学
セ

ミ
ナ
ー　

四
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
二
年
四
月
）

「
研
究
回
顧
―
債
権
譲
渡
法
理
の
発
展
と
私
―
」
金
融　

六
六
二
号
（
二
〇
〇
二
年
五
月
）

「
売
掛
債
権
担
保
融
資
保
証
制
度
の
法
的
論
点
」
金
融
法
務
事
情　

一
六
四
三
号
（
二
〇
〇
二
年
五
月
）

「
海
外
金
融
法
の
動
向
―
フ
ラ
ン
ス
―
」
金
融
法
研
究　

一
八
号
（
二
〇
〇
二
年
五
月
）
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「U
N

CIT
RA

L

国
際
債
権
譲
渡
条
約
に
つ
い
て
」
金
融
法
研
究　

一
八
号
（
二
〇
〇
二
年
五
月
）

「
売
掛
債
権
担
保
融
資
保
証
制
度
の
特
徴
と
運
用
上
の
留
意
点
〈
座
談
会
〉（
共
同
執
筆
）」
金
融
法
務
事
情　

一
六
四
三
号

（
二
〇
〇
二
年
五
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
の
予
約
に
つ
い
て
の
確
定
日
付
の
あ
る
通
知
・
承
諾
と
予
約
完
結
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
効
力
の
第
三
者
へ
の

対
抗
（
最
判
平
成
一
三
・
一
一
・
二
七
・
判
批
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

七
四
一
号
（
二
〇
〇
二
年
七
月
）

「
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
契
約
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
（
最
判
平
成
一
三
・
一
一
・
二
二
・
判
批
）」
私
法
判
例

リ
マ
ー
ク
ス　

二
五
号
（
二
〇
〇
二
年
七
月
）

「
資
料　

注
解
・
国
連
国
際
債
権
譲
渡
条
約
（
１
）U

N
CIT

RA
L

総
会
報
告
書
を
も
と
に
（
北
澤
安
紀
他
と
共
同
執
筆
）」
法

学
研
究　

七
五
巻
七
号
（
二
〇
〇
二
年
七
月
）（
以
下
（
４
・
完
）
法
学
研
究
七
五
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）
ま
で
連
載
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
登
記
の
記
載
と
対
抗
力
に
関
す
る
東
京
高
判
平
一
三
・
一
一
・
一
三
の
考
察
―
将
来
債
権
の
発
生
期
間
の
特

定
と
債
権
の
同
定
―
」
金
融
法
務
事
情　

一
六
五
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
八
月
）

「
指
名
債
権
譲
渡
の
予
約
に
つ
い
て
の
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
る
債
務
者
に
対
す
る
通
知
又
は
債
務
者
の
承
諾
を
も
っ
て

予
約
の
完
結
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
効
力
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
の
可
否
（
最
判
平
成
一
三
・
一
一
・
二
七
・
判
批
）」
判
例

評
論　

五
二
三
号
（
二
〇
〇
二
年
九
月
）

「
金
銭
債
務
の
担
保
と
し
て
既
発
生
債
権
お
よ
び
将
来
債
権
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
お
け
る
債
権

譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
（
最
判
平
成
一
三
・
一
一
・
二
二
・
判
批
）」
金
融
判
例
研
究　

一
二
号
（
二
〇
〇
二
年
九
月
）

「
債
権
譲
受
人
が
債
務
者
に
対
す
る
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
後
に
お
け
る
債
権
譲
渡
人
に
対
し
て
債
務
者
の
し
た

弁
済
が
債
権
の
準
占
有
者
へ
の
弁
済
と
し
て
有
効
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
高
判
平
成
一
一
・
八
・
二
六
・
判
批
）」
判
例
タ
イ
ム

ズ　

一
〇
九
九
号
（
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）

「U
N

CIT
RA

L

「
担
保
付
取
引
に
関
す
る
立
法
指
針
」
作
成
作
業
に
つ
い
て
（
石
坂
真
吾
と
共
同
執
筆
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

七
四
八

号
（
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）
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「
債
権
譲
渡
登
記
と
判
例
法
理
の
形
成
」
登
記
情
報　

四
二
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）

「
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
の
就
労
に
関
す
る
契
約
法
上
の
諸
問
題
（
前
田
美
千
代
と
共
同
執
筆
）」
法
学
研
究　

七
六
巻
二
号

（
二
〇
〇
三
年
二
月
）

「
新
し
い
司
法
試
験
・
司
法
修
習
〈
座
談
会
〉（
共
同
執
筆
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
二
三
九
号
（
二
〇
〇
三
年
二
月
）

「
貸
出
債
権
流
動
化
に
関
す
る
法
的
論
点
の
整
理
―
譲
渡
承
諾
の
手
当
て
と
守
秘
義
務
の
再
検
討
が
課
題
―
」
金
融
財
政
事
情

五
四
巻
二
一
号
（
二
〇
〇
三
年
六
月
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
登
記
の
始
期
・
終
期
や
種
類
の
記
載
と
対
抗
力
―
最
一
小
判
平
一
四
・
一
〇
・
一
〇
と
最
一
小
決
平

一
四
・
一
〇
・
一
の
検
討
―
」
金
融
法
務
事
情　

一
六
七
六
号
（
二
〇
〇
三
年
六
月
）

「
電
子
情
報
管
理
契
約
論
―
電
子
文
書
情
報
管
理
を
中
心
に
―
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

七
六
四
号
（
二
〇
〇
三
年
七
月
）

「
貸
出
債
権
市
場
活
性
化
へ
の
法
的
課
題
」
銀
行
実
務　

五
三
二
号
（
二
〇
〇
三
年
八
月
）

「
慶
應
義
塾
大
学
法
科
大
学
院
の
挑
戦
」
三
田
評
論　

一
〇
六
二
号
（
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）

「
国
連
債
権
譲
渡
条
約
の
進
展
と
国
内
資
金
調
達
法
制
の
整
備
」
金
融
法
務
事
情　

一
六
九
九
号
（
二
〇
〇
四
年
二
月
）

「
中
小
企
業
金
融
に
お
け
る
売
掛
債
権
担
保
融
資
保
証
制
度
の
意
義
と
今
後
の
展
望
」
信
用
保
険
月
報　

四
七
巻
六
号

（
二
〇
〇
四
年
六
月
）

「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
電
子
化
に
つ
い
て
の
法
的
検
討
―
「
電
子
債
権
」
へ
の
新
た
な
取
組
み
を
中
心
に
―
」
銀
行
法
務
21　

三
八
巻
八
号
（
二
〇
〇
四
年
七
月
）

「
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
存
在
と
譲
受
人
の
重
過
失
の
有
無
（
大
阪
地
判
平
成
一
五
・
五
・
一
五
・
判
批
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

一
一
五
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
八
月
）

「
電
子
債
権
論
序
説
―
産
業
構
造
審
議
会
小
委
員
会
報
告
書
を
契
機
に
―
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

七
九
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
八
月
）

「
電
子
債
権
を
め
ぐ
る
実
務
上
の
課
題
と
対
応
―
産
業
構
造
審
議
会
小
委
員
会
報
告
書
を
契
機
に
―
〈
座
談
会
〉（
共
同
執
筆
）」

金
融
法
務
事
情　

一
七
一
四
号
（
二
〇
〇
四
年
八
月
）
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「
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
契
約
に
お
け
る
国
税
徴
収
法
に
よ
る
告
知
書
発
出
時
点
で
譲
渡
担
保
権
を
実
行
す
る
合
意
の
効
力
（
最

判
平
成
一
五
・
一
二
・
一
九
・
判
批
）」
金
融
判
例
研
究　

一
四
号
（
二
〇
〇
四
年
九
月
）

「
債
務
引
受
と
債
権
譲
渡
・
差
押
の
競
合
―
一
括
決
済
方
式
に
お
け
る
債
権
譲
渡
方
式
と
併
存
的
債
務
引
受
方
式
の
比
較
を
契

機
に
―
」
法
学
研
究　

七
七
巻
九
号
（
二
〇
〇
四
年
九
月
）

「
債
権
譲
渡
法
理
全
体
と
整
合
性
の
高
い
判
決（
最
判
平
成
一
六
・
七
・
一
六
・
判
批
）」金
融
法
務
事
情　

一
七
二
一
号（
二
〇
〇
四

年
一
〇
月
）

「
債
権
譲
渡
に
関
す
る
判
例
法
理
の
展
開
と
債
権
譲
渡
取
引
の
変
容
―
危
機
対
応
型
取
引
か
ら
正
常
業
務
型
資
金
調
達
取
引
へ

―
」
川
井
健
＝
田
尾
桃
二
編
『
転
換
期
の
取
引
法
―
取
引
法
判
例
一
〇
年
の
軌
跡
―
』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）

「「
電
子
債
権
法
」
の
立
法
化
に
向
け
た
理
論
的
課
題
〈
座
談
会
〉（
共
同
執
筆
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
二
七
六
号
（
二
〇
〇
四
年

一
〇
月
）

「
民
法
典
の
現
代
語
化
実
現
へ
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務　

四
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）

「
電
子
債
権
の
可
能
性
と
企
業
法
務
へ
の
期
待
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

八
〇
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
一
月
）

「
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
の
制
定
の
経
緯
と
概
要
」
銀
行
法
務
21　

四
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
二
月
）

「
将
来
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
債
権
移
転
時
期
と
、
譲
渡
担
保
権
者
の
国
税
徴
収
法
二
四
条
に
よ
る
物
的
納
税
責
任
―
東
京

高
判
平
一
六
・
七
・
二
一
の
検
討
―
」
金
融
法
務
事
情　

一
七
三
六
号
（
二
〇
〇
五
年
四
月
）

「
民
法
大
改
正
の
実
務
へ
の
影
響
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務　

五
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
四
月
）

「
一
括
決
済
方
式
に
お
け
る
債
権
譲
渡
方
式
と
併
存
的
債
務
引
受
方
式
の
比
較
（
上
）
債
務
引
受
と
債
権
譲
渡
・
差
押
え
の
競
合
」

銀
行
法
務
21　

四
九
巻
七
号
（
二
〇
〇
五
年
六
月
）（
同
（
下
）
四
九
巻
八
号
二
〇
〇
五
年
七
月
）

「
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
契
約
」
の
出
発
点
か
ら
の
誤
謬
」
金
融
・
商
事
判
例　

一
二
二
二
号
（
二
〇
〇
五
年
八
月
）

「
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
譲
受
人
た
る
銀
行
に
重
過
失
が
あ
る
と
し
た
原
判
決
に
つ
い
て
上
告
棄
却
・

不
受
理
の
決
定
が
さ
れ
た
事
例
（
最
決
平
成
一
六
・
六
・
二
四
・
判
批
）」
金
融
判
例
研
究　

一
五
号
（
二
〇
〇
五
年
九
月
）
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「
民
法
の
現
代
化
―
特
に
実
質
的
改
正
が
な
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
⑴
（
平
成
一
七
年
五
月
一
七
日
）（
新
法
講
義
）
―
」

N
IBEN

 Frontier　

四
五
号
（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）（
以
下
⑵
四
六
号
（
二
〇
〇
五
年
一
一
月
）、
⑶
（
最
終
回
）
四
七
号

（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
））

「
債
権
譲
渡
、
債
権
担
保
の
新
動
向
を
語
る
〈
鼎
談
〉（
共
同
執
筆
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

一
一
八
五
号
（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）

「
電
子
債
権
構
想
の
具
体
化
と
立
法
へ
の
展
望
」Law

 &
 T

echnology　

三
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
一
月
）

「
法
務
時
評
・
電
子
債
権
法
制
の
立
法
作
業
の
開
始
」
銀
行
法
務
21　

五
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
三
月
）

「
Ｍ
＆
Ａ
の
中
で
も
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
契
約
の
論
理
」
金
融
・
商
事
判
例　

一
二
三
八
号
（
二
〇
〇
六
年
四
月
）

「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・「
電
子
債
権
法
」
制
定
に
向
け
て
」
私
法　

六
八
号
（
二
〇
〇
六
年
四
月
）

「
債
権
譲
渡
関
係
法
の
展
開
―
近
時
の
立
法
作
業
を
追
い
つ
つ
―
」
法
の
支
配　

一
四
一
号
（
二
〇
〇
六
年
四
月
）

「
動
産
・
債
権
担
保
の
展
開
と
課
題
―
新
設
さ
れ
た
動
産
譲
渡
登
記
を
中
心
に
―
」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

一
二
〇
二
号
（
二
〇
〇
六

年
四
月
）

「「
電
子
債
権
法
」
制
定
に
む
け
て
〈
拡
大
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〉」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス　

六
八
号
（
二
〇
〇
六
年
四
月
）

「
債
権
譲
渡
特
例
法
か
ら
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
へ
―
債
権
譲
渡
関
係
法
の
最
新
動
向
―
」
法
曹
時
報　

五
八
巻
六
号

（
二
〇
〇
六
年
六
月
）

「
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
契
約
」
野
村
豊
弘
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
二
一
世
紀 

判
例
契
約
法
の
最
前
線
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
社

（
二
〇
〇
六
年
七
月
）

「
債
権
譲
渡
登
記
お
よ
び
動
産
譲
渡
登
記
の
利
用
と
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
―
「
立
法
普
及
学
」
試
論
を
兼
ね
て
―
」
み
ん
け
ん　

五
九
二
号
（
二
〇
〇
六
年
八
月
）

「
保
証
人
と
物
上
保
証
人
の
二
重
資
格
者
と
単
な
る
物
上
保
証
人
と
の
弁
済
に
よ
る
代
位
割
合
に
つ
き
、
二
重
資
格
者
の
頭
数

を
一
人
と
し
た
上
で
担
保
物
の
価
格
に
応
じ
て
割
り
付
け
た
事
例
（
仙
台
高
判
平
成
一
六
・
七
・
一
四
・
判
批
）」
金
融
判
例
研

究　

一
六
号
（
二
〇
〇
六
年
八
月
）
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「
電
子
登
録
債
権
―
中
間
試
案
の
検
討
と
若
干
の
試
論
―
」
金
融
法
務
事
情　

一
七
八
一
号
（
二
〇
〇
六
年
九
月
）

「
電
子
登
録
債
権
法
制
立
法
試
論
―
売
掛
債
権
活
用
の
観
点
か
ら
―
」金
融
法
務
事
情　

一
七
八
八
号　
（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

「
Ａ
Ｂ
Ｌ
等
に
見
る
動
産
・
債
権
担
保
の
展
開
と
課
題
―
新
し
い
担
保
概
念
の
認
知
に
向
け
て
―
」
伊
藤
進
先
生
古
稀
記
念
論

文
集
『
担
保
制
度
の
現
代
的
展
開
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

「
最
高
裁
の
当
然
か
つ
正
当
な
判
断
（
特
集
・
決
着
！
将
来
債
権
譲
渡
担
保
と
国
税
債
権
の
優
劣
―
最
一
判
平
成

一
九
・
二
・
一
五
を
読
ん
で
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

八
五
四
号
（
二
〇
〇
七
年
四
月
）

「
法
務
時
評
・
将
来
債
権
譲
渡
担
保
と
国
税
の
敗
北
」
銀
行
法
務
21　

五
一
巻
五
号
（
二
〇
〇
七
年
四
月
）

「
一
括
決
済
方
式
の
展
開
と
電
子
記
録
債
権
法
制
へ
の
対
応
―
最
高
裁
平
成
一
五
年
「
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
契
約
」
判
決
の
影

響
を
ふ
ま
え
つ
つ
―
」
法
学
研
究　

八
〇
巻
五
号
（
二
〇
〇
七
年
五
月
）

「
最
一
小
判
平
一
九
・
二
・
一
五
の
評
価
と
今
後
の
実
務
へ
の
影
響
〈
鼎
談
〉（
共
同
執
筆
）」
金
融
法
務
事
情　

一
八
〇
四
号

（
二
〇
〇
七
年
六
月
）

「
電
子
登
録
債
権
法
制
―
中
間
試
案
の
検
討
と
若
干
の
課
題
―
」
金
融
法
研
究　

二
三
号
（
二
〇
〇
七
年
七
月
）

「
売
掛
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
譲
受
人
金
融
機
関
に
譲
渡
禁
止
特
約
の
存
在
に
つ
い
て
の
悪
意
・
重
過
失
が
否
定
さ
れ
た
事
例

（
大
阪
地
判
平
成
一
七
・
一
一
・
三
〇
・
判
批
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ　

一
二
四
一
号
（
二
〇
〇
七
年
八
月
）

「
Ｉ
Ｔ
社
会
の
新
立
法
と
「
知
の
連
携
」
の
ア
ピ
ー
ル
」
学
術
の
動
向　

一
二
巻
九
号
（
二
〇
〇
七
年
九
月
）

「
債
権
譲
渡
の
実
務
と
法
理
に
関
す
る
国
際
的
動
向
と
わ
が
国
の
現
状
―
国
際
商
事
契
約
原
則
や
電
子
記
録
債
権
法
に
も
言
及

し
つ
つ
―
」『
債
権
譲
渡
に
関
す
る
最
新
判
例
と
実
務
対
応
』（
銀
行
法
務
21　

九
月
増
刊
号
）（
二
〇
〇
七
年
九
月
）

「
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
展
望
と
課
題
―
そ
の
あ
る
べ
き
発
展
形
態
と
「
生
か
す
担
保
」
論
―
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

八
六
四
号　
（
二
〇
〇
七
年
九
月
）

「
将
来
債
権
譲
渡
担
保
と
国
税
債
権
の
優
劣
（
最
判
平
成
一
九
・
二
・
一
五
・
判
批
）」
金
融
判
例
研
究　

一
七
号
（
二
〇
〇
七
年

九
月
）

「
債
権
譲
渡
法
の
新
た
な
展
開
」
民
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）（
二
〇
〇
七
年
九
月
）
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「
不
動
産
売
買
に
お
け
る
果
実
収
取
権
の
移
転
時
期
（
大
判
昭
和
一
二
・
二
・
二
六
・
判
批
）」
不
動
産
取
引
判
例
百
選
（
第
３
版
）

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
九
二
号
）（
二
〇
〇
八
年
七
月
）

「
法
務
時
評　

電
子
債
権
記
録
機
関
の
設
置
と
電
子
記
録
債
権
の
今
後
の
あ
り
方
」
銀
行
法
務
21　

五
二
巻
九
号
（
二
〇
〇
八

年
八
月
）

「
連
帯
保
証
契
約
上
の
表
明
・
保
証
義
務
、
通
知
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
保
証
債
務
者
の
免
責
を
認
め
た
事
例
（
東
京
地
判

平
成
一
八
・
一
〇
・
二
三
・
判
批
）」
金
融
判
例
研
究　

一
八
号
（
二
〇
〇
八
年
九
月
）

「
債
権
譲
渡
規
定
の
見
直
し
の
発
想
と
そ
の
選
択
肢
」『
民
法
改
正
を
考
え
る
』（
法
律
時
報
増
刊
）（
二
〇
〇
八
年
九
月
）

「
新
世
代
の
法
学
教
育
の
た
め
に
―
『
民
法V
isual M

aterials

』
を
刊
行
し
て
―
」
書
斎
の
窓　

五
七
八
号
（
二
〇
〇
八
年

一
〇
月
）

「
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
一
〇
〇
周
年
・
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
日
伯
比
較
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
と
日
本
側
報
告
の
記
録

〈
解
題
〉」
法
学
研
究　

八
一
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）

「
日
本
に
お
け
る
民
法
改
正
論
議
の
動
向
〈
報
告
〉」
法
学
研
究　

八
一
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）

「
取
引
促
進
法
時
代
の
民
法
学
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
税
経
通
信　

六
三
巻
一
三
号
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）

「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
論
議
と
債
権
譲
渡
規
定
の
あ
り
方
」『
慶
應
の
法
律
学 

民
事
法
（
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
法

学
部
論
文
集
）』（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）

「
電
子
記
録
債
権
と
匿
名
性
・
可
視
性
・
追
跡
可
能
性
」Law

 &
 T

echnology　

四
二
号
（
二
〇
〇
九
年
一
月
）

「
債
権
譲
渡
論
」
民
法
改
正
研
究
会
編
『
民
法
改
正
と
世
界
の
民
法
典
』
信
山
社
（
二
〇
〇
九
年
六
月
）

「
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
と
譲
渡
人
か
ら
の
援
用
の
否
定
―
最
二
小
判
平
二
一
・
三
・
二
七
を
め
ぐ
っ
て
―
」
金
融
法
務
事
情　

一
八
七
三
号
（
二
〇
〇
九
年
七
月
）

「「
債
権
譲
渡
」
規
定
の
改
正
提
案
と
そ
の
問
題
点
（
債
権
譲
渡
―
学
者
の
見
方
）」
銀
行
法
務
21　

五
三
巻
九
号
（
二
〇
〇
九

年
八
月
）
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「
法
人
顧
客
の
大
口
取
引
に
お
い
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ど
お
り
の
本
人
確
認
を
怠
っ
た
銀
行
と
債
権
準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済（
大

阪
高
判
平
成
二
〇
・
二
・
二
八
・
判
批
）」
金
融
判
例
研
究　

一
九
号
（
二
〇
〇
九
年
九
月
）

「
民
法（
債
権
法
）改
正
検
討
委
員
会
試
案
の
成
果
と
課
題〈
Ｌ
ａ
ｗ
の
論
点
〉」ビ
ジ
ネ
ス
法
務　

九
巻
九
号（
二
〇
〇
九
年
九
月
）

「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
動
き
と
そ
の
問
題
点
」
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス　

九
一
号
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）

「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
に
お
け
る
論
点
・
課
題
―
債
権
譲
渡
に
係
る
規
定
を
中
心
に
―
」SFJ Journal　

二
号
（
二
〇
一
〇

年
一
月
）

「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
と
法
制
審
議
会
部
会
へ
の
提
言
―
債
権
譲
渡
関
係
規
定
に
よ
る
例
証
と
と
も
に
―
」
法

律
時
報　

八
二
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）

「
21
世
紀
の
法
務
人
材
育
成
の
た
め
の
法
学
部
・
法
科
大
学
院
教
育
の
あ
り
方
」
金
融
法
務
事
情　

一
八
九
五
号
（
二
〇
一
〇

年
四
月
）

「
譲
渡
禁
止
特
約
に
反
し
て
債
権
を
譲
渡
し
た
債
権
者
が
譲
渡
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
の
可
否
（
最
判
平
成
二
一
・
三
・
二
七
・

判
批
）」
金
融
判
例
研
究　

二
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
九
月
）

「
債
権
譲
渡
・
債
務
引
受
・
契
約
上
の
地
位
の
移
転（
譲
渡
）―
法
制
審
議
会
部
会
の
配
布
資
料「
検
討
事
項
」の
概
観
を
中
心
に
―
」

『
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
理
』（
別
冊
タ
ー
ト
ン
ヌ
マ
ン
）
新
青
出
版
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）

「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
と
債
権
流
動
化
―
譲
渡
禁
止
特
約
と
将
来
債
権
譲
渡
に
関
す
る
法
制
審
議
会
部
会
の
「
検
討
事
項
」

の
分
析
を
基
礎
に
―
」
資
産
流
動
化
に
関
す
る
調
査
報
告
書　

六
号
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）

「
電
子
記
録
債
権
の
真
価
と
克
服
す
べ
き
課
題
」
金
融
法
務
事
情　

一
九
一
六
号
（
二
〇
一
一
年
二
月
）

「『
判
例
学
習
の
A 

to 

Z
』
解
題
―
21
世
紀
の
法
律
学
教
育
法
を
探
求
し
て
―
」
書
斎
の
窓　

六
〇
二
号　
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

「
債
権
譲
渡
に
関
す
る
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
問
題
点
―
対
抗
要
件
と
将
来
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
の
法
制
審
議
会
部
会
資
料

を
基
に
し
た
検
討
―
」
慶
應
法
学　

一
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

「
電
子
記
録
債
権
の
普
及
と
展
望
」
月
刊
金
融
ジ
ャ
ー
ナ
ル　

五
二
巻
五
号
（
二
〇
一
一
年
五
月
）
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「
実
務
軽
視
で
始
ま
っ
た
債
権
法
改
正
作
業
」
金
融
財
政
事
情　

六
二
巻
二
六
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

「
債
権
法
改
正
の
問
題
点
―
中
間
論
点
整
理
の
評
価
と
今
後
の
展
望
―
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所
講
演
会
）」
法
学

研
究　

八
四
巻
七
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

「
債
権
法
改
正
の
問
題
点
―
中
間
論
点
整
理
の
公
表
を
受
け
て
―
」
税
経
通
信　

六
六
巻
八
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

「
Ａ
Ｂ
Ｌ
―
飛
躍
へ
の
課
題
と
取
り
組
み
―
」
銀
行
実
務　

四
一
巻
一
二
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）

「
債
権
者
代
位
権
擁
護
論
―
債
権
法
改
正
に
お
け
る
立
法
論
の
あ
り
方
と
学
説
の
作
っ
た
虚
像
―
」
法
学
研
究　

八
四
巻
一
二

号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）

「
Ｉ
Ｔ
社
会
の
法
シ
ス
テ
ム
の
最
適
化
―
日
本
学
術
会
議
提
言
の
紹
介
と
解
説
―
」Law

 &
 T

echnology　

五
四
号（
二
〇
一
二

年
一
月
）

「
Ａ
Ｂ
Ｌ
―「
生
か
す
担
保
論
」後
の
展
開
と
課
題
―（
小
特
集
Ａ
Ｂ
Ｌ
法
制
の
課
題
と
展
望
）」Ｎ
Ｂ
Ｌ　

九
七
五
号（
二
〇
一
二

年
四
月
）

「
電
子
記
録
債
権
に
よ
る
資
金
調
達
の
課
題
と
展
望
（
特
集　

電
子
記
録
債
権
取
引
の
留
意
点
と
展
望
）」
金
融
法
務
事
情　

一
九
六
四
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

「
民
法（
債
権
関
係
）改
正
中
間
試
案
へ
の
対
応
提
言
―
債
権
譲
渡
を
素
材
に
―
」銀
行
法
務
21　

七
五
五
号（
二
〇
一
三
年
三
月
）

「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル 

消
費
者
法
の
現
状
と
展
望
』
の
開
催
と
そ
の
成
果
〈
解
題
〉（
特
集　

日
本
・
ブ

ラ
ジ
ル
消
費
者
法
の
現
状
と
課
題
（
一
））」
法
学
研
究　

八
六
巻
九
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

「
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
―
要
綱
案
へ
向
け
さ
ら
に
外
部
意
見
の
表
出
を
―
」
銀
行
法
務
21　

七
六
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

「
債
権
譲
渡
か
ら
債
務
引
受
・
契
約
譲
渡
へ
」
内
池
慶
四
郎
先
生
追
悼
論
文
集
『
私
権
の
創
設
と
そ
の
展
開
』
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

21
世
紀
の
民
法
と
民
法
学
の
あ
り
方
（
法
学
教
室
四
〇
〇
号
記
念 

特
集 

法
学
を
学
ぶ
た
め
に
）」
法
学
教

室　

四
〇
〇
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）
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「「
で
ん
さ
い
ネ
ッ
ト
」
開
業
か
ら
１
年
、電
子
記
録
債
権
の
現
状
と
展
望
」
月
刊
金
融
ジ
ャ
ー
ナ
ル　

五
五
巻
二
号
（
二
〇
一
四

年
二
月
）

「
旧
民
法
典
と
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
」
松
山
大
学
法
学
部
松
大
Ｇ
Ｐ
推
進
委
員
会
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
民
法
典
論
争
資
料
集
』（
復

刻
増
補
版
）
の
現
代
的
意
義
』
松
山
大
学
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

「
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
―
要
綱
仮
案
へ
向
け
立
法
論
の
原
点
確
認
を
―
」
銀
行
法
務
21　

七
七
一
号　
（
二
〇
一
四
年
四
月
）

「
日
本
の
債
権
譲
渡
法
制
と
債
権
法
改
正
中
間
試
案
へ
の
意
見
―
ド
イ
ツ
側
へ
の
質
問
も
含
め
て
―
」
只
木
誠
＝
ハ
ロ
ル
ド
・

バ
ウ
ム
編
『
債
権
法
改
正
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
―
日
独
法
の
視
点
か
ら
―
』
中
央
大
学
出
版
部
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

「
研
究
倫
理
と
「
悪
意
」
―
法
学
者
の
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
―
」
学
術
の
動
向　

一
九
巻
八
号
（
二
〇
一
四
年
八
月
）

「
債
務
引
受
と
契
約
譲
渡
― 
世
界
の
立
法
動
向
と
我
が
国
の
課
題
―
（
金
融
法
学
会
第
31
回
大
会
資
料
） （
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

債

務
引
受
と
契
約
譲
渡
の
実
務
と
理
論
：
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
金
融
法
的
検
証
）」
金
融
法
務
事
情　

六
二
巻
一
五
号

（
二
〇
一
四
年
八
月
）

「
企
業
再
編
と
債
権
譲
渡
・
債
務
引
受
・
契
約
譲
渡 

（
特
集 

企
業
再
編
の
現
代
的
課
題
―
日
中
民
商
法
比
較
の
観
点
か
ら
）」

法
学
研
究　

八
七
巻
九
号
（
二
〇
一
四
年
九
月
）

「
民
法
改
正
要
綱
仮
案
に
な
お
残
る
問
題
提
案
―
譲
渡
制
限
特
約
、
債
権
譲
渡
と
相
殺
、
債
務
引
受
―
」
銀
行
法
務
21　

七
八
一
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

「
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
作
業
の
問
題
点
―
「
民
意
を
反
映
し
た
民
法
典
作
り
」
と
の
乖
離
―
」
世
界　

八
六
六
号
（
二
〇
一
五

年
二
月
）

「
中
小
企
業
の
資
金
調
達
の
民
事
法
的
課
題
―
動
産
・
債
権
担
保
融
資
（
Ａ
Ｂ
Ｌ
）
と
電
子
記
録
債
権
を
中
心
に
―
」
武
蔵
野

法
学　

一
号
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）

「
新
世
代
法
学
部
教
育
論
―
「
法
曹
養
成
」
を
超
え
た
真
の
指
標
を
求
め
て
」
世
界　

八
七
三
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

「
社
会
科
学
系
の
小
論
文
の
書
き
方
―
法
律
学
を
中
心
に
―
」
日
本
語
学　

三
四
巻
一
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
）
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「
譲
渡
制
限
特
約
・
債
権
譲
渡
と
相
殺
―
問
題
の
あ
る
民
法
改
正
法
案
に
実
務
は
ど
う
対
処
す
べ
き
か
―
」
銀
行
法
務
21　

七
九
五
号
（
二
〇
一
六
年
一
月
）

「
新
世
代
法
学
部
教
育
の
実
践
―
今
、
日
本
の
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
①　

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
法
学
部
生
の
た
め
の
、

専
門
性
の
あ
る
法
学
教
育
」
書
斎
の
窓　

六
四
三
号
（
二
〇
一
六
年
一
月
）

「
新
世
代
法
学
部
教
育
の
実
践
―
今
、
日
本
の
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
②　

大
教
室
双
方
向
授
業
」
書
斎
の
窓　

六
四
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）

「
新
世
代
法
学
部
教
育
の
実
践
―
今
、
日
本
の
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
③　

四
学
期
制
と
民
事
基
本
法
専
攻
集
中
学
習

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
書
斎
の
窓　

六
四
五
号
（
二
〇
一
六
年
五
月
）

「
民
法
改
正
と
法
務
部
の
示
す
べ
き
「
民
意
」」Business Law

 Journal　

一
〇
〇
号
（
二
〇
一
六
年
七
月
）

「
新
世
代
法
学
部
教
育
の
実
践
―
今
、
日
本
の
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
④　

新
世
代
法
学
教
育
と
そ
の
テ
キ
ス
ト
＋
教

材
」
書
斎
の
窓　

六
四
六
号
（
二
〇
一
六
年
七
月
）

「
新
世
代
法
学
部
教
育
の
実
践
―
今
、
日
本
の
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
⑤　

解
釈
学
の
伝
授
か
ら
「
ル
ー
ル
創
り
教
育
」

へ
」
書
斎
の
窓　

六
四
七
号
（
二
〇
一
六
年
九
月
）

「
新
世
代
法
学
部
教
育
の
実
践
―
今
、
日
本
の
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
⑥　
（
最
終
回
）
法
学
部
教
育
の
新
た
な
地
平
」

書
斎
の
窓　

六
四
八
号
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
）

「
民
法
改
正
案
債
権
譲
渡
部
分
逐
条
解
説
―
検
討
と
問
題
点
―
」
慶
應
法
学　

三
六
号
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
）

「
日
本
法
学
教
育
史
再
考
―
新
世
代
法
学
部
教
育
の
探
求
の
た
め
に
―
」
武
蔵
野
法
学　

五
＝
六
号
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
）

「
日
本
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
多
角
・
三
角
取
引
と
民
法
」（
コ
メ
ン
ト
）」
私
法　

七
九
号
（
二
〇
一
七
年
四
月
）

「
い
わ
ゆ
る
み
な
し
到
達
条
項
は
債
権
譲
渡
通
知
に
は
有
効
で
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
高
判
平
二
七
・
三
・
二
四
・
判
批
）」

新
・
判
例
解
説W

atch　

二
一
号
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）

債
務
者
が
中
小
企
業
者
の
実
体
を
有
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
お
け
る
信
用
保
証
契
約
に
つ
い
て
の
錯
誤
（
最
一
判
平
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二
八
・
一
二
・
一
九
・
判
批
）」
民
事
判
例
15
―
二
〇
一
七
年
前
期
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）

「
解
題
（
特
集
・
武
蔵
野
大
学
法
学
部
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
法
律
学
―
―
支
援
と
共
生
」）」
武
蔵
野

法
学　

八
号
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
『
共
生
の
法
律
学
』（
特
集
・
武
蔵
野
大
学
法
学
部
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
法

律
学
―
―
支
援
と
共
生
」）」
武
蔵
野
法
学　

八
号
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
法
教
育
支
援
―
―
支
援
か
ら
共
生
へ
（
特
集
・
武
蔵
野
大
学
法
学
部
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
と
法
律
学
―
―
支
援
と
共
生
」）〔
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〕（
共
同
執
筆
）」武
蔵
野
法
学　

八
号（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）

「
民
法
改
正
法
の
解
説
と
施
行
ま
で
の
留
意
点
」
税
経
通
信　

二
〇
一
七
年
一
一
月
号
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）

「SFJ Report 

中
国
精
華
大
学
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
講
演
録　

日
本
の
金
融
法
制
の
現
状
と
課
題
―
―
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

規
制
の
観
点
か
ら
―
―
」SFJ Journal　

一
六
号
（
二
〇
一
八
年
二
月
）

「
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
一
〇
年
と
今
後
―
―
実
務
の
進
展
と
債
権
法
改
正
を
踏
ま
え
て
―
―〔
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〕（
共
同
執
筆
）」

事
業
再
生
と
債
権
管
理　

一
六
〇
号
（
二
〇
一
八
年
四
月
）

「
解
題
（
特
集
・
武
蔵
野
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
専
攻
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
の
未
来

を
語
る
」）」
武
蔵
野
法
学　

一
〇
号
（
二
〇
一
九
年
二
月
）

「「
イ
ノ
ベ
イ
テ
ィ
ブ
な
法
務
」
を
め
ざ
し
て
―
―
武
蔵
野
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
専
攻
の
目
標
と
本
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
趣
旨
（
特
集
・
武
蔵
野
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
専
攻
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務

の
未
来
を
語
る
」）」
武
蔵
野
法
学　

一
〇
号
（
二
〇
一
九
年
二
月
）

「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
の
未
来
像
（
特
集
・
武
蔵
野
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
専
攻
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ビ

ジ
ネ
ス
法
務
の
未
来
を
語
る
」）〔
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〕（
共
同
執
筆
）」
武
蔵
野
法
学　

一
〇
号
（
二
〇
一
九
年
二
月
）

「「
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
の
未
来
」
報
告
の
総
括
に
代
え
て
」（
特
集
・
日
本
登
記
法
研
究
会
第
三
回
大
会
報
告
）　

登
記
情
報

五
九
巻
四
号
（
二
〇
一
九
年
四
月
）
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「
日
本
民
法
典
の
発
展
過
程
―
―
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
典
か
ら
二
〇
二
〇
年
施
行
の
債
権
関
係
大
改
正
ま
で
」
二
宮
正
人
先

生
古
稀
記
念
『
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
み
た
比
較
法
』
信
山
社
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

「
解
題
（
特
集
・
中
国
電
子
商
取
引
法
）」
武
蔵
野
法
学　

一
一
号
（
二
〇
一
九
年
一
一
月
）

「
民
法
（
債
権
法
）
の
全
体
像
と
そ
の
改
正
の
概
要
」
税
経
通
信
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
）

「
民
法
改
正
の
本
質
と
法
務
担
当
者
の
心
構
え
（
法
務
時
評
）」
銀
行
法
務
21　

八
五
二
号
（
二
〇
二
〇
年
二
月
）

「
専
門
職
教
育
と
実
務
家
教
員
の
養
成
」『
実
務
家
教
員
へ
の
招
待
』（
社
会
情
報
大
学
院
大
学
出
版
部
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）

「
解
題
（
特
集
・
武
蔵
野
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
２
回
「
令
和
時
代
の
金
融
法
務
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
」）」
武
蔵
野
法
学　

一
二
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
（
特
集
・
武
蔵
野
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
２
回
「
令
和
時
代
の
金
融

法
務
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」）」
武
蔵
野
法
学　

一
二
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

「
民
法
改
正
の
本
質
と
新
し
い
民
法
学
」
商
事
法
務
ポ
ー
タ
ル　

SH
3082

（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

「
行
動
立
法
学
序
説
―
民
法
改
正
を
検
証
す
る
新
し
い
民
法
学
の
提
唱
―
」
法
学
研
究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
九
三
巻
七
号

（
二
〇
二
〇
年
七
月
）

「
令
和
時
代
の
新
し
い
法
務
キ
ャ
リ
ア
の
切
り
拓
き
方
」
会
社
法
務
Ａ
２
Ｚ　

一
六
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
九
月
）

「
Ａ
Ｂ
Ｌ
と
新
し
い
動
産
・
債
権
担
保
法
制
へ
の
提
言
」
事
業
再
生
と
債
権
管
理　

一
七
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
）

「
大
学
の
教
育
現
場
で
求
め
ら
れ
る
実
務
家
教
員
像
―
大
学
の
学
問
の
変
容
と
実
務
家
教
員
の
新
た
な
役
割
」
池
田
眞
朗
編
『
ビ

ジ
ネ
ス
法
務
教
育
と
実
務
家
教
員
の
養
成
』（
武
蔵
野
大
学
法
学
研
究
所
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「「
コ
ロ
ナ
を
超
え
る
」
新
し
い
法
務
キ
ャ
リ
ア
の
学
び
方
―
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
実
践
型
「
武
蔵
野
大
学
大
学
院
」
の
法
務

人
材
育
成
と
実
務
家
教
員
の
養
成
」池
田
眞
朗
編『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
教
育
と
実
務
家
教
員
の
養
成
』（
武
蔵
野
大
学
法
学
研
究
所
、

二
〇
二
一
年
三
月
）

「
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
の
実
態
分
析
と
立
法
の
方
向
性
―
日
本
登
記
法
学
会
「
担
保
と
登
記
」
報
告
の
総
括
に
代
え
て
―
」
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登
記
情
報　

七
一
三
号
（
二
〇
二
一
年
四
月
）

「『
民
法V

isual M
aterials

』第
３
版
の
変
身
―
法
学
教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
一
歩
―
」書
斎
の
窓　

六
七
五
号（
二
〇
二
一

年
五
月
）

「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
教
育
と
実
務
家
教
員
の
養
成
―
本
質
的
法
学
教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
結
」
池
田
眞
朗
編
『
ビ
ジ
ネ
ス

法
務
教
育
と
実
務
家
教
員
の
養
成
２
』（
武
蔵
野
大
学
法
学
研
究
所
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

「
ク
メ
ー
ル
語
最
新
版
『
民
法
へ
の
招
待
』
の
役
割
と
新
し
い
民
法
学
の
提
言
」
武
蔵
野
法
学　

一
六
号
（
二
〇
二
二
年
三
月
）

「
こ
れ
か
ら
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
』
武
蔵
野
大
学
法
学
研

究
所
叢
書
第
１
巻　

武
蔵
野
大
学
出
版
会
（
二
〇
二
三
年
三
月
）

「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
と
実
務
家
教
員
作
成
テ
キ
ス
ト
に
求
め
ら
れ
る
も
の
―
『
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
法
務
』
を
例
に
」
池
田

眞
朗
編
『
実
務
家
教
員
の
養
成
―
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
教
育
か
ら
他
分
野
へ
の
展
開
』（
武
蔵
野
大
学
法
学
研
究
所
、
二
〇
二
三
年

三
月
）

「
変
革
の
時
代
の
民
事
立
法
の
あ
り
方
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」『
検
討
！
Ａ
Ｂ
Ｌ
か
ら
事
業
成
長
担
保
権
へ
』
武
蔵
野
大
学
法
学

研
究
所
叢
書
第
２
巻　

武
蔵
野
大
学
出
版
会
（
二
〇
二
三
年
七
月
）

「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
の
確
立
へ
」
金
融
法
務
事
情　

二
二
〇
九
号
（
二
〇
二
三
年
五
月
）

「
太
陽
光
発
電
ビ
ジ
ス
再
考
―
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」
銀
行
法
務
21　

八
九
九
号
（
二
〇
二
三
年
六
月
）

「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
の
確
立
と
そ
の
ハ
ブ
構
想
」
武
蔵
野
法
学　

一
九
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

「
懸
賞
広
告
の
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ　

一
二
五
二
号
（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
）

「
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
問
題
の
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」
会
社
法
務
A
２
Z　

一
九
九
号
（
二
〇
二
三
年
一
二
月
）

「「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」
総
論
と
物
流
の
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務　

二
〇
二
四
年
四
月
号
（
二
〇
二
四
年
二
月
刊
行

予
定
）
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【
そ
の
他
・
著
書
】

『
キ
ャ
ン
パ
ス
の
歌
』（
慶
應
通
信
、
一
九
八
九
年
一
一
月
）

『
キ
ャ
ン
パ
ス
万
華
鏡
』（
文
芸
社
、
一
九
九
九
年
一
一
月
）

【
そ
の
他
・
論
稿
、
対
談
等
】

「
早
慶
合
同
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（IN

FO
RM

A
T

IO
N

 Cam
pus

）（
共
同
執
筆
）（
以
下
早
慶
合
同
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
二
〇
二
三
年
度
ま

で
毎
年
一
回
法
学
教
室
に
連
載
）」
法
学
教
室　

一
二
五
号
（
一
九
九
一
年
二
月
）

「IN
A

LCO

―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
語
教
育
・
日
本
研
究
の
メ
ッ
カ
―
」
三
色
旗　

五
四
六
号　
（
一
九
九
三
年
九
月
）

「
民
法
・
債
権
法
―
自
ら
の
意
思
で
ル
ー
ル
を
作
る
自
由
な
世
界
―
〈
法
律
学
の
案
内
人
25
人
。〉」『
法
律
学
が
わ
か
る
。』

A
ERA

 M
ook 16

（
一
九
九
六
年
一
月
）

「
パ
リ
の
一
〇
月
一
日
―
大
気
汚
染
と
走
行
規
制
―
」
書
斎
の
窓　

四
七
四
号
（
一
九
九
八
年
五
月
）

「
走
り
切
っ
て
、
花
（
人
見
康
子
先
生
追
悼
記
事
）」
法
学
研
究　

七
一
巻
六
号
（
一
九
九
八
年
六
月
）

「
後
進
へ
の
比
類
な
き
愛
〈
須
藤
次
郎
先
生
追
悼
記
事
〉」
法
学
研
究　

七
五
巻
七
号
（
二
〇
〇
二
年
七
月
）

「
内
池
慶
四
郎
先
生
を
悼
む
」
三
田
評
論　

一
一
五
六
号
（
二
〇
一
二
年
五
月
）

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
学
生
か
ら
の
手
紙
」
本　

三
八
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

「『
早
慶
合
同
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
の
終
了
に
あ
た
っ
て
―
早
稲
田
大
学
鎌
田
薫
総
長
と
の
「
交
遊
抄
」
―
」
書
斎
の
窓　

六
三
七
号

（
二
〇
一
五
年
一
月
）

「
法
学
者
の
こ
こ
ろ
―
星
野
英
一
先
生
と
内
池
慶
四
郎
先
生
を
偲
び
つ
つ
―
」
慶
應
法
学
会
ニ
ュ
ー
ス　

四
四
号
（
二
〇
一
五

年
三
月
）

「
民
意
と
政
治
と
法
学
教
育
―
安
保
関
連
法
成
立
と
民
法
改
正
延
期
を
切
り
口
に
―
」
世
界　

別
冊
八
八
一
号
（
二
〇
一
六
年

四
月
）
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「
開
設
四
五
周
年
記
念
特
別
講
座
「
よ
う
こ
そ
幽
玄
の
世
界
へ
―
―
能
楽
の
魅
力
と
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来
―
―
」（
講
演

会
・
共
同
執
筆
）」
武
蔵
野
大
学
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
紀
要　

二
九
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

「
令
和
時
代
の
司
法
書
士
業
務
を
想
定
し
て
」
月
報
司
法
書
士　

五
六
九
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

「
ビ
ラ
バ
ッ
ト
先
生
の
ご
退
職
に
よ
せ
て
」
ソ
ラ
ア
ッ
ト
・
ナ
パ
ッ
ト
＝ 

出
雲
孝
編
著
『V

iravat Chantachote 

先
生
退
職

記
念
論
文
集
』　T

ham
m

asat Printing H
ouse

（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
）

「
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
遠
隔
大
教
室
双
方
向
授
業
」
書
斎
の
窓　

六
七
二
号
（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
）



　樋口範雄教授略歴・主要業績

197

　
　

樋
口
範
雄
教
授
略
歴

略
歴　一

九
五
一
年
一
二
月
八
日　

新
潟
県
生
ま
れ

一
九
七
四
年　

三
月　
　
　

東
京
大
学
法
学
部
Ⅰ
類
卒
業

一
九
七
四
年　

四
月　
　
　
　

同
助
手
（
専
攻
英
米
法
：
指
導
教
官
伊
藤
正
己
教
授
）

一
九
七
八
年　

四
月　
　
　

学
習
院
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
七
九
年　

四
月　
　
　
　

同
助
教
授

一
九
八
六
年　

四
月　
　
　
　

同
教
授

一
九
九
二
年　

八
月　
　
　

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授

二
〇
一
七
年　

三
月　
　
　
　

定
年
退
職　

六
月
に
東
京
大
学
名
誉
教
授

二
〇
一
七
年　

四
月　
　
　

武
蔵
野
大
学
法
学
部
特
任
教
授　

二
〇
二
四
年　

三
月　
　
　
　

定
年
退
職

海
外
で
の
活
動

一
九
八
一
年-

八
三
年　

国
際
文
化
会
館
社
会
科
学
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
留
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ミ
シ
ガ
ン
大
学
お
よ
び
ア
リ
ゾ
ナ
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル

一
九
九
一
年　
　
　
　
　

信
託
法
研
究
会
視
察
団
に
参
加
（
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
、
ロ
ン
ド
ン
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の
援
助
を
え
て
イ
ギ
リ
ス
児
童
法
調
査
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一
九
九
二
年　
　
　
　
　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
子
ど
も
の
権
利
条
約
と
子
ど
も
の
権
利
の
状
況
の
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

児
童
〈
法
と
政
策
〉
研
究
会
の
活
動
の
一
環
と
し
て
（
ト
ヨ
タ
財
団
の
援
助
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
知
的
財
産
訴
訟
の
諸
問
題
に
つ
き
調
査
旅
行
（
知
財
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

一
九
九
三
年　
　
　
　
　

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
へ
、
ア
メ
リ
カ
法
制
史
の
講
義
聴
講

一
九
九
五
年　
　
　
　
　

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
へ
、
ア
メ
リ
カ
法
制
史
の
講
義
聴
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
日
本
法
の
講
義
（
一
回
２
時
間
７
回
、
３
週
間
、
２
単
位
）

一
九
九
六
年　
　
　
　
　

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の
信
託
法
国
際
会
議
に
出
席

二
〇
〇
七
年　
　
　
　
　

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
４
回
の
授
業

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
等
へ
調
査
旅
行

社
会
的
活
動
・
非
常
勤
講
師

日
本
医
療
安
全
調
査
機
構
理
事
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
財
団
理
事
、
末
延
財
団
顧
問　

等

学
習
院
大
学
、
東
京
大
学
、
武
蔵
野
大
学
で
の
授
業
の
ほ
か
、
北
海
道
大
学
・
九
州
大
学
・
新
潟
大
学
・
成
城
大
学
等
で
英

米
法
の
非
常
勤
授
業
を
行
う

所
属
し
た
学
会

公
法
学
会
・
私
法
学
会
・
日
米
法
学
会
・
比
較
法
学
会
・
医
事
法
学
会
・
信
託
法
学
会
・
法
社
会
学
会
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樋
口
範
雄
教
授
主
要
業
績

【
著
書
・
編
著
・
訳
書
】

『
親
子
と
法

－

日
米
比
較
の
試
み
』（
弘
文
堂
・1988

）（
日
米
友
好
基
金
賞
）

『
判
例
に
学
ぶ
法
律
考
現
学
』（
共
著
、
ぎ
ょ
う
せ
い
・1990

）

『
英
米
法
辞
典
』（
編
集
代
表
田
中
英
夫
、
東
京
大
学
出
版
会
：
編
集
委
員
と
し
て
参
加
執
筆
・1991

）

『BA
SIC

英
米
法
辞
典
』（
編
集
代
表
田
中
英
夫
、
東
京
大
学
出
版
会
：
編
集
委
員
と
し
て
参
加
執
筆
・1993

）

『
ア
メ
リ
カ
契
約
法
』（
弘
文
堂
・1994

・
第
２
版2008

・
第
３
版2022

）

『
外
か
ら
見
た
日
本
法
』（
藤
倉
皓
一
郎
先
生
還
暦
記
念
・
石
井
紫
郎
／
樋
口
範
雄
編
、
東
京
大
学
出
版
会
・1995

）

モ
ー
ト
ン
・
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
『
現
代
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
』（
訳
書
、
弘
文
堂
・1996

）

『
フ
ィ
デ
ュ
シ
ャ
リ
ー
［
信
認
］
の
時
代
』（
有
斐
閣
・1999

）

『
ア
メ
リ
カ
信
託
法
ノ
ー
ト
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
弘
文
堂
・2000

・2003

）

『
ア
メ
リ
カ
代
理
法
』（
弘
文
堂
・2002

・
第
２
版2017
）

『
現
代
ア
メ
リ
カ
信
託
法
』（
共
編
著
、
有
信
堂
・2002
）

『
医
療
の
個
人
情
報
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
』（
開
原
成
允
氏
と
共
編
、
有
斐
閣
・
第
１
版2003

・
第
２
版2005

）

『
生
命
倫
理
と
法
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
』（
編
著
、
有
斐
閣
・2004
・
第
２
版2012

）

『
生
命
倫
理
と
法
』（
共
編
著
、
弘
文
堂
・2005

）

『
医
療
と
法
を
考
え
る
―
救
急
車
と
正
義
』（
有
斐
閣
・2007

）

『
入
門
・
信
託
と
信
託
法
』（
弘
文
堂
・2007

・
第
２
版2014

）
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『
生
命
倫
理
と
法Part

Ⅱ

』（
共
編
著
、
弘
文
堂
・2007

）

『
医
療
の
法
律
相
談
』（
共
編
著
、
有
斐
閣
・2008

）

『
続
・
医
療
と
法
を
考
え
る
―
終
末
期
医
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』（
有
斐
閣
・2008

）

『
ア
メ
リ
カ
不
法
行
為
法
』（
弘
文
堂
・2009

・
第
２
版2014

）　

『
は
じ
め
て
の
ア
メ
リ
カ
法
』（
有
斐
閣
・2010

・
補
訂
版2013

）

『
ア
メ
リ
カ
憲
法
』（
弘
文
堂
・2011

・
第
２
版2021

）

『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
共
編
著
、
有
斐
閣
・2012

）

『
現
代
の
代
理
法
―
ア
メ
リ
カ
と
日
本
』（
共
編
著
、
弘
文
堂
・2014

）

『
ア
メ
リ
カ
渉
外
裁
判
法
』（
弘
文
堂
・2015

）

『
超
高
齢
社
会
の
法
律
、
何
が
問
題
な
の
か
』（
朝
日
新
聞
出
版
・2015

）

『
信
託
法
制
の
新
時
代
』（
共
編
著
、
弘
文
堂
・2017

）

『
現
代
の
信
託
法
―
ア
メ
リ
カ
と
日
本
』（
共
編
著
、
弘
文
堂
・2018

）

世
界
医
師
会
『
W
M
A
医
の
倫
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
監
訳
、
日
本
医
事
新
報
社
・
原
著
第
３
版
・2017

）

『
ア
メ
リ
カ
高
齢
者
法
』（
弘
文
堂
・2019

）

『
高
齢
者
法
』（
共
編
著
、
東
京
大
学
出
版
会
・2019
）

『
ア
メ
リ
カ
人
が
驚
く
日
本
法
』（
商
事
法
務
・2021
）

『
ア
メ
リ
カ
家
族
法
』（
弘
文
堂
・2021

）

『
し
あ
わ
せ
の
高
齢
者
学
』（
共
編
著
、
弘
文
堂
・2023

）

【
主
要
論
文
等
】

〈
翻
訳
〉
マ
ル
コ
ム
・
ス
ミ
ス
「
モ
ナ
シ
ュ
大
学
に
お
け
る
日
本
法
教
育
」
ジ
ュ
リ
ス
ト600

号
80-

85
頁
（1975

）
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〈
判
例
紹
介
〉「
国
の
不
法
行
為
責
任
」H

om
e O

ffi
ce v.D

orset Y
acht Co.Ltd., 

［1970

］A
.C.1004

、
英
米
判
例
百
選
Ⅰ
公

法
34-

35
頁
（1978

）

〈
判
例
紹
介
〉「
契
約
の
特
定
履
行
」Lum

ley v.W
agner,1 D

e G., M
.&

 G.604,42 Eng.Rep.687 

（Ch.1852

）、
英
米
判
例

百
選
Ⅱ
私
法104-105

頁
（1978

）

「
研
究
会
入
会
の
頃
」
東
京
大
学
現
代
国
際
法
研
究
会
10
周
年
記
念
「
十
年
の
歩
み
」
16
頁
（1978

）

〈
紹
介
〉
グ
ラ
ン
ト
・
ギ
ル
モ
ア
著
「
契
約
の
死
」、
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
14
号103-131

頁
（1979

）

「
契
約
の
特
定
履
行
―
英
米
救
済
法
研
究
の
た
め
の
覚
書
と
し
て
―
」
伊
藤
正
己
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
英
米
法
の
諸
相
』

601-635

頁
（
東
京
大
学
出
版
会
・1980

）

〈
翻
訳
〉
ウ
ィ
ト
モ
ア
・
グ
レ
イ
「
欠
陥
商
品
と
消
費
者
―
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
最
近
の
発
展
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究

年
報
15
号73-116

頁
（1980
）

「
契
約
を
破
る
自
由
に
つ
い
て
」［1983-2

］
ア
メ
リ
カ
法217-240

頁

「
法
意
識
に
関
す
る
一
資
料
―
特
に
そ
の
日
米
比
較
に
つ
い
て
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
19
号299-328

頁
（1984

）

 A
 Japanese Scholar Looks at Liquidated D

am
ages,

学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
19
号
1-

34
頁
（1984

）

「Collateral Source rule 

と
日
米
不
法
行
為
法
―
損
害
の
重
複
填
補
の
調
整
あ
る
い
は
無
調
整
―
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研

究
年
報
20
号171-259

頁
（1985

）

「
子
ど
も
と
法
―
ア
メ
リ
カ
と
日
本
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
31
号
『
こ
れ
か
ら
の
家
族
』122-130

頁
（1985

）

「
不
誠
実
な
契
約
違
反
と
い
う
不
法
行
為  

（T
ort of Bad Faith Breach of Contract

）
―
契
約
を
破
る
自
由
の
例
外
―
」

学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
21
号
25-

67
頁
（1986

）

「
子
ど
も
の
不
法
行
為
―
法
的
責
任
の
意
義
に
関
す
る
日
米
比
較
の
試
み
」
田
中
英
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
英
米
法
論
集
』

405-442

頁
（
東
京
大
学
出
版
会
・1987

）

「
法
と
経
済
学
と
契
約
法
：
契
約
法
の
目
的
―
危
険
負
担
と
錯
誤
を
例
と
し
て
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー1987

年
12
月
号
46-

49
頁



202

武蔵野法学第 20 号　

「
損
害
の
重
複
填
補
の
問
題
か
ら
み
た
不
法
行
為
法
の
日
米
比
較
―
田
上
教
授
の
御
批
判
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
59
巻
5
号

（1987

年
4
月
号
）
93-

96
頁

「
ア
メ
リ
カ
統
一
比
較
過
失
法
―
過
失
相
殺
の
日
米
比
較
の
た
め
の
一
資
料
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
22
号79-109

頁

（1987
）

〈
著
書
紹
介
〉R.M

nookin ed.,In the Interest of Children: A
dvocacy, Law

 Reform
 and Public Policy,

［1987-2

］

ア
メ
リ
カ
法325-331

頁

「
過
失
相
殺
の
日
米
比
較
の
試
み
」
私
法
50
号110-117

頁
（1988

）

「
代
理
母
訴
訟
判
決
―
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
ベ
ィ
ビ
ー
Ｍ
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
法
学
教
室
96
号
76-

81
頁
（1988

）

「
制
裁
的
慰
謝
料
論
に
つ
い
て
―
民
刑
峻
別
の
理
想
と
現
実
」
ジ
ュ
リ
ス
ト911

号
19-

25
頁
（1988

）

「
子
ど
も
の
権
利
の
と
ら
え
方
―
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
の
示
唆
」
法
律
時
報1989

年
11
月
号
19-

25
頁

〈
論
文
紹
介
〉M

arsha Garrison, Child W
elfare D

ecisionm
aking: In Search of the Least D

rastic A
lternative, 

75 Geo.L.J.1745-828

（1987

）、［1989-2
］
ア
メ
リ
カ
法347-353

頁

ビ
バ
！
マ
イ
ゼ
ミ
「
樋
口
範
雄
ゼ
ミ
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー1989

年
1
月
号131

頁

「
ア
メ
リ
カ
養
子
法
の
課
題
―
養
子
縁
組
に
関
す
る
情
報
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
」家
族〈
社
会
と
法
〉第
6
号99-124

頁（1990

）

「
ア
メ
リ
カ
の
里
親
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
新
し
い
家
族
17
号
2-

16
頁
（1990

）

ガ
ン
（
病
名
）
を
知
る
権
利
・
知
ら
せ
る
義
務
（
名
古
屋
地
判
平
1
・
5
・
29
判
時1325

号103

頁
の
評
釈
）、
年
報
医
事
法

学146-152

頁
（1990

）

〈
判
例
評
釈
〉
世
田
谷
通
信
ケ
ー
ブ
ル
火
災
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
東
京
地
判
平
元
・
4
・
13
）、
判
例
評
論379

号
42
頁
、
判

例
時
報1352

号204-209

頁
（1990

）

〈
翻
訳
〉
ダ
ン
・
ド
ブ
ズ
「
責
任
原
則
と
比
較
過
失
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
25
号91-145

頁
（1990

）

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
保
護
の
法
シ
ス
テ
ム
と
日
本
の
法
制
度
へ
の
示
唆
」
ケ
ー
ス
研
究227

号
2-

22
頁
（1991

）
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「
代
理
母
の
親
子
関
係
」
判
例
タ
イ
ム
ズ747

号
『
夫
婦
・
親
子215

題
』184-189

頁
（1991

）

「
不
法
行
為
制
度
の
危
機
と
改
革
の
意
義
」
ジ
ュ
リ
ス
ト987

号
86-

91
頁
（1991

）

〈
判
例
紹
介
〉
植
物
状
態
患
者
と
「
死
ぬ
権
利
」、Cruzan v. D

irector, M
issouri D

ept.of H
ealth, 110 S.Ct.2841

（1990

）、

ジ
ュ
リ
ス
ト975

号102-106

頁
（1991

）

「
子
ど
も
の
権
利
思
潮
の
展
開
」
講
座
・
現
代
家
族
法
第
3
巻
51-

86
頁
（1992

）

「
信
託
的
関
係
と
受
託
者
の
責
任
―
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
参
考
に
」
信
託170

号99-115

頁
（1992

）

T
he Patient ‘

s Right to K
now

 of a Cancer D
iagnosis: A

 Com
parison of Japanese Paternalism

 and A
m

erican 
Self-D

eterm
ination, 31 W

ashburn L.J.455-73 （1992

）

「
ア
メ
リ
カ
の
医
療
過
誤
訴
訟
の
実
態
―
不
法
行
為
制
度
の
危
機
と
改
革
の
意
義
を
考
え
る
た
め
に
」
法
社
会
学
44
号148-

152

頁
（1992

）

「
変
わ
る
か
死
生
観
：
脳
死
臨
調
答
申
に
思
う
―
分
か
り
に
く
い
法
的
正
当
性
」
朝
日
新
聞1992

年
2
月
5
日
夕
刊

「
公
開
対
談
：
わ
が
国
の
養
子
縁
組
・
制
度
に
つ
い
て
―
岩
崎
美
枝
子
さ
ん
に
聞
く
―
」（
き
く
人
と
し
て
）
新
し
い
家
族
21
号

52-

84
頁

「《
イ
ギ
リ
ス
児
童
法
管
見
》
児
童
保
護
に
関
す
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
試
み
」
新
し
い
家
族
21
号
35-

43
頁
（1992

）

「
子
ど
も
の
権
利
条
約
と
子
ど
も
の
自
己
決
定
権
」
離
婚
制
度
研
究
会
編
『
子
ど
も
の
た
め
の
離
婚
講
座
』224-227

頁
（1992

）

「
児
童
虐
待
と
合
衆
国
最
高
裁
―
子
ど
も
に
対
す
る
公
的
保
護
責
任
と
一
九
八
三
条
訴
訟
」
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

『
立
憲
主
義
の
現
代
的
展
開
』247-283

頁
（
樋
口
陽
一
／
高
橋
和
之
編
集
代
表
）（
有
斐
閣
・1993

）

「
未
成
年
者
の
契
約
：
ア
メ
リ
カ
法
と
の
比
較
」
民
事
研
修432
号
10-

26
頁
（1993

）

「
法
か
ら
み
た
児
童
虐
待
」
世
界
の
児
童
と
母
性
34
号
「
特
集
：
現
代
の
児
童
虐
待
」
21-

25
頁
（1993

）

〈
著
書
紹
介
〉A

 C
asebook of M

edical E
thics (T

errence F
. A

ckerm
an &

 C
arson Strong eds.), O

xford 
U

niversity Press,1989, pp. 240 + xvii 

、［1993-1

］
ア
メ
リ
カ
法
57-
59
頁
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〈
座
談
会
〉「
田
中
英
夫
先
生
の
英
米
法
」（
藤
倉
・
木
下
・
高
橋
・
寺
尾
各
先
生
と
）
ジ
ュ
リ
ス
ト1019

号134-150

頁
（1993

）

「
田
中
英
夫
先
生
に
」
田
中
先
生
追
想
文
集
（1993

）

「
ア
メ
リ
カ
養
子
法
」
中
川
善
之
助
・
山
畠
正
男
編
『
新
版
・
注
釈
民
法
（
24
）
親
族
（
4
）』
63-

76
頁
（
有
斐
閣
・1994

）

「
子
ど
も
の
権
利
の
法
的
構
造
―
国
の
役
割
と
そ
の
し
く
み
を
含
ん
で
―
」
家
族
〈
社
会
と
法
〉
10
号124-139

頁
（
英
文

275-280
頁
）（1994

）

「
不
法
行
為
法
の
『
危
機
』
と
『
改
革
』
の
意
義
―
ア
メ
リ
カ
の
医
療
過
誤
訴
訟
を
例
に
と
っ
て
」
棚
瀬
孝
雄
編
『
現
代
の
不

法
行
為
法
―
法
の
理
念
と
生
活
世
界
』225-239

頁
（
有
斐
閣
・1994

）

「
民
法
と
憲
法
の
関
係
―
ア
メ
リ
カ
法
の
視
点
」
法
学
教
室171

号
58-

64
頁
（1994

）

「
外
国
法
は
い
ま
【
ア
メ
リ
カ
法
】：
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
と
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー1994

年
1
月
号108-109

頁

「
法
律
出
版
社
の
役
割
―
ア
メ
リ
カ
の
場
合
―
」
書
斎
の
窓1994

年
3
月
号
9-

14
頁
（N

o.432

）

「
人
身
保
護
法
」
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
3
版
）244-245

頁
（
有
斐
閣
・1994

）

〈
翻
訳
〉
Ｕ
Ｃ
Ｃ
第
１
編
第
２
編
、
沢
田
寿
夫
編
『
国
際
取
引
法
令
集
』（
三
省
堂
・1994

）150-178

頁

「
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
ホ
ー
ル
バ
ッ
ク
教
授
」
文
研
論
集108

号187-194

頁
（
日
生
基
礎
研
究
所
ホ
ー
ル
バ
ッ
ク

論
文
翻
訳195-217

頁
の
序
文
）（
財
団
法
人
生
命
保
険
文
化
研
究
所
・1994

）

〈
監
訳
〉「
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｃ
・
ホ
ー
ル
バ
ッ
ク
／
信
託
法
第
３
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
信
託
投
資
法
」
文
研
論
集

108

号195-217

頁
、109

号181-208

頁
（
財
団
法
人
生
命
保
険
文
化
研
究
所
・1994

）

「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
と
法
―
救
助
義
務
の
日
米
比
較
」、『
外
か
ら
見
た
日
本
法
』243-274

頁
（1995

）

〈
翻
訳
〉
ロ
バ
ー
ト
・
レ
フ
ラ
ー
「
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
」
同217-242

頁

〈
翻
訳
〉
マ
ル
コ
ム
・
ス
ミ
ス
「
外
か
ら
見
た
日
本
法
研
究
」
同371-382

頁

「
人
工
生
殖
と
親
子
関
係
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1059

号129-136

頁
（1995
）

Becom
ing a Parent in Japanese Law

, A
ndrew

 Bainham
, D

avid Pearl &
 Ros Pickford eds, Frontiers of 



　樋口範雄教授略歴・主要業績

205

Fam
ily Law

 95-106

（2d ed. 1995

）

「
ア
メ
リ
カ
の
懲
罰
賠
償
と
日
本
法
」
落
合
誠
一
編
『
論
文
か
ら
見
る
現
代
社
会
と
法
』69-101

頁
（
有
斐
閣
・1995

）

〈
翻
訳
〉
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
「
ア
メ
リ
カ
医
事
法
に
お
け
る
患
者
の
自
己
決
定
権
―
そ
の
勝
利
と
危
機
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

1064
号
86-

93
頁
（1995

）

「
公
益
信
託
法
管
見
」
ト
ラ
ス
ト
60
『
実
定
信
託
法
研
究
ノ
ー
ト
』177-195

頁
（1996

）

「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
見
た
医
療
と
法
」
書
斎
の
窓451

号
22-

27
頁
（1996

）

「
精
神
遅
滞
者
に
対
す
る
強
制
入
院
手
続
と
合
理
性
基
準
に
よ
る
審
査
―
―
―H

eller v. D
oe by D

oe, 113 S.Ct. 2637 

（1993

）」
ジ
ュ
リ
ス
ト1088

号111-115

頁
（1996

）

「
立
法
の
平
易
化
―
英
米
法
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
場
合
」
松
尾
浩
也
・
塩
野
宏
編
『
立
法
の
平
易
化
』235-246

頁
（1997

）

「
ガ
ン
の
告
知
・
最
判
平
成
七
・
四
・
二
五
民
集
四
九
巻
四
号
一
一
六
三
頁
、
判
時
一
五
三
〇
号
五
三
頁
」
唄
孝
一
・
宇
都
木
伸
・

平
林
勝
政
編
『
医
療
過
誤
判
例
百
選
（
第
二
版
）』
28-

29
頁
（
有
斐
閣
・1996

）

「
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
研
究
業
績
―
ア
メ
リ
カ
法
の
研
究
」
ア
メ
リ
カ
学
会
編
（
東
京
大
学
出
版
会
・1997

）

「
信
託
と
契
約
」
信
託
法
研
究
21
号
57-
88
頁
（1997

）

「
ア
メ
リ
カ
の
児
童
福
祉
法
制
と
わ
が
国
の
課
題
―
特
に
児
童
虐
待
の
問
題
に
つ
い
て
」
参
議
院
法
制
局
法
制
執
務
月
報323

号
51-

69
頁
（1997

）

「
ロ
ス
コ
ー
の
遺
産
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
信
託
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
」
ト
ラ
ス
ト
60
『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
に
お
け
る

受
託
者
の
職
務
・
権
限
に
関
す
る
研
究
』
3-

21
頁
（1997
）

タ
マ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ケ
ル
／
樋
口
範
雄
「
信
託
モ
デ
ル
と
契
約
モ
デ
ル
―
ア
メ
リ
カ
法
と
日
本
法
」
法
学
協
会
雑
誌115

巻
2

号
1-

28
頁
（1998

）

「
子
ど
も
と
高
齢
者
―
民
法
１
０
０
年
に
寄
せ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1126
号
29-
35
頁
（1998

）

「
患
者
の
自
己
決
定
権
」
岩
波
講
座
現
代
の
法
第
14
巻
『
自
己
決
定
権
と
法
』
63-
99
頁
（1998

）
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「
後
見
と
信
託
」
ト
ラ
ス
ト
60
『
信
託
法
と
民
法
の
交
錯
』
5-

22
頁
（1998

）

「
非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
―
人
工
生
殖
、
家
族
、
そ
し
て
法
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
51
巻
9
号
39-

43
頁
（1998

）

「
個
人
情
報
に
関
す
る
法
的
課
題
―
Ｅ
Ｕ
指
令
と
通
産
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
の
比
較
の
試
み
（
上
）（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト1145

号
52-
59
頁
、1146

号108-113

頁
（1998

）

「
ア
メ
リ
カ
法
」
阿
部
斉
・
五
十
嵐
武
士
編
『
ア
メ
リ
カ
研
究
案
内
』147-158

頁
（
東
京
大
学
出
版
会
・1998

）

「
妊
娠
中
絶
と
合
衆
国
憲
法
―Planned Parenthood v.Southeastern Pennsylvania v.Casey, 505 U

.S. 833

（1992

）」

芦
部
信
喜
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』269-277

頁
（
有
斐
閣
・1998

）

「
時
の
判
例
：
輸
血
拒
否
患
者
へ
の
無
断
輸
血
と
自
己
決
定
権
の
侵
害
・
東
京
高
裁
平
成
10
年
2
月
9
日
判
決
・
判
時1629

号

34
頁
」
法
学
教
室215
号108-109

頁
（1998

）

「
こ
の
本
：
英
米
法
研
究
文
献
目
録1976-1995

」
N
B
L642

号
54
頁
（1998

）

〈
座
談
会
〉「
カ
ル
テ
等
の
診
療
情
報
の
活
用
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
」（
森
島
・
岩
井
・
大
熊
・
宮
坂
・
松
谷

さ
ん
と
）
ジ
ュ
リ
ス
ト1142

号
4-
31
頁
（1998

）

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
診
療
情
報
の
開
示
」
病
院
58
巻
10
号
24-

28
頁
（
医
学
書
院
・1999

）

「
医
師
患
者
関
係
と
契
約
―
契
約
とContract 
の
相
違
」
棚
瀬
孝
雄
編
『
契
約
法
理
と
契
約
慣
行
』77-109

頁
（
弘
文
堂
・

1999

）

「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
法
（
日
本
版
）
の
検
討
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1158

号
69-

71
頁
（1999

）

「
信
託
法
の
現
在
―
比
較
法
的
ス
ケ
ッ
チ
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1164
号
31-

37
頁
（1999

）

「
フ
ィ
デ
ュ
シ
ャ
リ
ー
と
受
託
者
責
任
」
書
斎
の
窓1999

年
12
月
号
（490

号
）
15-

19
頁

「
ア
メ
リ
カ
代
理
法
の
イ
メ
ー
ジ
」
法
学
協
会
雑
誌117

巻
2
号167-210

頁
（2000

）

「
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
構
想
に
関
す
る
一
管
見
：W

hy, H
ow

 and W
hat?

」
N
B
L 691

号
22-

29
頁
（2000

年
6
月

15
日
号
）
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「
医
師
患
者
関
係
と
契
約
」
私
法
62
号151-153

頁
（2000

）

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
信
託
法
に
つ
い
て
―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
信
託
法
調
査
報
告
」
ト
ラ
ス
ト
60
『
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
の
信

託
と
信
認
関
係
』75-108

頁
（2000

）

「
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
見
た
児
童
虐
待
防
止
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1188

号
41-

47
頁
（2000

）

デ
ィ
ヴ
ィ
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
「
統
一
信
託
法
の
策
定
」（
要
約
）
ア
メ
リ
カ
法2000-2

号190-206

頁

「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
学
校
の
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1171

号125-127

頁
（2000

）

「
人
工
生
殖
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
法
的
対
応
に
つ
い
て
」
産
婦
人
科
の
世
界2000

春
季
増
刊
号
「Bioethics 

医
学
の
進
歩

と
医
の
倫
理
」215-219
頁
（2000

）

〈
翻
訳
〉
ス
ー
ザ
ン
・
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
「
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
―
神
話
と
現
実
」
N
B
L687

号
6-

14
頁
（2000

年

4
月
15
日
号
）

判
例
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
「
エ
ホ
バ
の
証
人
最
高
裁
判
決
：
最
判
平
成
12
年
2
月
29
日 http://w

w
w

.courts.go.jp/

」
法
学
教

室239

号
41-

44
頁
（2000

）

〈
鼎
談
〉「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
論
の
現
状
と
展
望
」（
加
藤
新
太
郎
・
小
島
武
司
さ
ん
と
）
判
例

タ
イ
ム
ズ1060

号
44-

70
頁
（2001

年
8
月
1
日
号
）

〈
座
談
会
〉「
商
事
信
託
法
理
と
商
事
信
託
法
」（
前
田
庸
・
能
見
善
久
・
神
田
秀
樹
さ
ん
と
）
信
託207

号
4-

35
頁
（2001

）

〈
対
談
〉「
フ
ィ
デ
ュ
シ
ャ
リ
ー
〔
信
認
〕
の
時
代
と
信
託
の
す
す
め
」（
日
銀
理
事
永
田
俊
一
さ
ん
と
）
信
託208

号
4-

25
頁

（2001

）

「
英
米
法
か
ら
見
た
［
物
権
］
と
［
債
権
］」
ジ
ュ
リ
ス
ト1229
号
77-

84
頁
（2002

）

「
イ
ギ
リ
ス
の
２
０
０
０
年
受
託
者
法
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
N
B
L739
号
11-

20
頁
（2002

）

〈
座
談
会
〉「
救
命
と
法
：
除
細
動
器
航
空
機
搭
載
問
題
を
例
に
と
っ
て
」（
大
原
光
博
、金
光
良
美
、久
保
野
恵
美
子
、西
舘
恵
子
、

三
田
村
秀
雄
さ
ん
と
）
ジ
ュ
リ
ス
ト1231

号104-134

頁
（2002

）
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「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
医
療
情
報
保
護
：H

IPA
A

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
規
則
の
特
色
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
ア
メ
リ
カ
法

2003-1

号
37-

53
頁

「
生
命
倫
理
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
第
１
回
・
遺
伝
病
の
告
知
・
遺
伝
病
の
告
知
と
法
の
役
割
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1243

号
59-

61
頁

（2003
）

「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
肥
満
訴
訟
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1248

号
2-

5
頁
（2003

）

「
医
療
情
報
の
保
護
と
利
用
」
鴇
田
忠
彦
・
近
藤
建
文
編
『
ヘ
ル
ス
リ
サ
ー
チ
の
新
展
開
』77-105

頁
（
東
洋
経
済
新
報
社
・

2003

）

「
非
営
利
団
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
序
説
―
公
益
信
託
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
」
公
益
法
人
協
会
『
公
益
信
託
制
度

の
抜
本
的
改
革
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
52-

70
頁
（2003

）

「
医
師
・
患
者
関
係
の
と
ら
え
方
―
ア
メ
リ
カ
医
師
会
の
倫
理
規
定
に
学
ぶ
」
井
上
通
敏
・
森
脇
要
編
『
21
世
紀
の
病
院
医
療
：

病
院
経
営
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』156-173

頁
（
南
江
堂
・2003

）

「
ア
メ
リ
カ
の
医
療
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
と
わ
が
国
へ
の
示
唆
」M

M
RC2003

年
4
月
号
1
頁
（
巻
頭
言
）

「
医
療
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
・
・
・H

IPA
A

法
を
含
め
て
」
月
刊
新
医
療2003

年
5
月
号
48-

50
頁

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
医
療
情
報
」
書
斎
の
窓
12
月
号530

号
26-

30
頁
（2003

）

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
医
療
」（E-H

ealth: Its D
ream

, Reality and Legal O
bstacles to Solve

）
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
22

号
39-

44
頁
（2004

） 

「
弁
護
士
と
依
頼
者
の
関
係
」「
弁
護
士
と
社
会
活
動
」
小
島
武
司
他
編
『
法
曹
倫
理
』（
有
斐
閣
・2004

）
の
う
ち
、
50-

73
頁
、

195-215

頁
、（
第
2
版
、2006

）
で
は
、
53

−

76
頁
、205-225
頁

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

ア
メ
リ
カ
の
統
一
信
託
法
典
と
日
本
の
信
託
法
改
正
」
信
託
法
研
究
29
号95-137

頁
（2004

）

〈
翻
訳
〉
ピ
ー
タ
ー
・
ジ
ョ
イ
「
法
曹
倫
理
と
医
療
倫
理
の
交
錯
―Spaulding v. Zim

m
erm

an

事
件
を
例
に
と
っ
て
」
ジ
ュ

リ
ス
ト1277

号
80-

86
頁
（2004

）
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〈
講
演
〉「
信
認
の
時
代
」
山
形
大
学
法
政
論
叢
30
号
1-

40
頁
（2004

）

「
外
科
医
療
と
法
―
医
療
事
故
と
法
に
関
す
る
医
師
の
誤
解
・
法
律
家
の
自
戒
」
日
本
外
科
学
会
雑
誌105

巻
9
号539-540

頁
（2004

）

「
医
師
法
17
条
、
グ
ッ
ド
サ
マ
リ
タ
ン
法
、
そ
し
て
Ａ
Ｅ
Ｄ
」
救
急
医
療
ジ
ャ
ー
ナ
ル
70
号
17-

21
頁
（2004

）

「
情
報
化
社
会
に
お
け
る
医
療
情
報
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
日
本
医
師
会
雑
誌133

巻
1
号
59-

66
頁
（2005

）

M
edical Inform

ation and Privacy in the Inform
ation Society, 2 U

 of T
okyo J of Law

 &
 Politics 73-81 （2005

）

「
信
託
と
契
約
―
信
託
変
更
の
場
面
に
表
れ
た
問
題
点
」
N
B
L812

号
54-

63
頁
（2005

年
7
月
1
日
号
）

「
金
融
・
信
用
情
報
の
保
護
と
利
用
の
あ
り
方
―
ア
メ
リ
カ
の
場
合
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1300

号108-115

頁
（2005

）

「
医
療
に
お
け
る
法
化
と
規
範
の
役
割
」城
山
英
明
・
山
本
隆
司
編『
環
境
と
生
命
―
融
け
る
境　

超
え
る
法
５
』139-180

頁（
東

京
大
学
出
版
会
・2005

）

「
統
一
信
託
法
典
採
択
後
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
」
ト
ラ
ス
ト
60
『
信
託
と
信
託
法
の
広
が
り
』
33-

72
頁
（2005

）

「
医
療
に
お
け
る
規
範
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
１
号
39-

57
頁
（2005

）

「
米
国
の
医
療
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
病
院
64
巻
4
号290-293

頁
（2005

）

「
個
人
情
報
保
護
法
施
行
で
医
療
機
関
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
具
体
策
」
西
村
周
三
編
集
代
表
『
医
療
経
営
白
書2005

年
版
』
第
4
章159-167

頁
（
日
本
医
療
企
画
・2005
）

「
厚
生
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
とH

IPA
A

法
」
医
学
の
歩
み215

巻
4
号223-226

頁
（2005

年
10
月
22
日
号
）

「
自
治
体
病
院
と
個
人
情
報
保
護
」
全
国
自
治
体
病
院
協
議
会
雑
誌
第
44
巻
11
号
10-

19
頁
（2005

）

「
医
行
為
概
念
と
医
療
的
ケ
ア
の
広
が
り
―
法
と
医
療
の
一
側
面
」
季
刊
福
祉
労
働111

号
77-

85
頁
（2006

）

「
病
院
で
の
暴
力
と
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
―
法
的
観
点
か
ら
」
精
神
科
治
療
学
21
巻
9
号981-986

頁
（2006

）

「
時
論
：
主
要
国
の
医
師
管
理
機
構
と
医
師
会
②　

ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
の
現
状
―
医
師
の
懲
戒
制
度
」
日
本
医
事
新
報4308

号
77-

82
頁
（2006

年
11
月
18
日
号
）
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「
家
族
に
対
す
る
が
ん
の
告
知
―
最
高
裁
平
成
14
年
9
月
24
日
第
三
小
法
廷
判
決
」
宇
都
木
伸
他
編
著
『
医
事
法
判
例
百
選
』

120-121

頁
（
有
斐
閣
・2006

）

「
医
事
法
ト
ピ
ッ
ク
ス
：
個
人
情
報
保
護
法
と
医
療
情
報
の
近
時
の
動
向
」
年
報
医
事
法
学
21
号100-104

頁
（2006

）

「
依
頼
者
と
弁
護
士
」（
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク　

現
代
の
法
曹
倫
理
、
第
３
章
、
法
律
文
化
社
、
小
島
武
司
・
柏
木
俊
彦
・
小
山
稔

編
）
48-
70
頁
（2007

）

「
臨
床
試
験
と
個
人
情
報
保
護
法
」
高
久
史
麿
監
修
『
臨
床
試
験
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
』
59-

63
頁
（
日
本
医
師
会
雑
誌135

巻
臨
時
増
刊

号
・2007

）

「
専
門
家
の
責
任
―
法
と
法
律
家
の
役
割
」
棚
瀬
孝
雄
編
『
市
民
社
会
と
責
任
』
第
5
章
（
有
斐
閣
・2007

）

「
人
体
試
料
と
法
―
適
正
な
利
用
の
た
め
の
ル
ー
ル
作
り
」
医
学
の
あ
ゆ
み222

巻
2
号127-130

頁
（2007

年
7
月
14
日
号
）

「
医
師
法
第
21
条
問
題
に
つ
い
て
」
日
本
医
師
会
雑
誌136

巻
第
4
号
別
冊
10-

12
頁
（2007

年
7
月
）

「
イ
ギ
リ
ス
の
公
益
信
託
に
関
す
る
覚
え
書
き
」
ト
ラ
ス
ト
60
研
究
会
報
告
書
『
イ
ギ
リ
ス
信
託
法
の
現
状
―
ペ
ナ
ー
教
授
に

学
ぶ
』101-109

頁
（2008

）

「
イ
ギ
リ
ス
の
明
示
信
託
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」ト
ラ
ス
ト
60
研
究
会
報
告
書『
イ
ギ
リ
ス
信
託
法
の
現
状
―
ペ
ナ
ー
教
授
に
学
ぶ
』

1-

28
頁
（2008

）

「
二
重
の
危
険
ま
た
は
一
事
不
再
理
―
ア
メ
リ
カ
の
状
況
」
法
学
教
室333

号
6-

11
頁
（2008

）

「
統
一
信
託
法
典
の
そ
の
後
」（
佐
藤
智
晶
さ
ん
と
共
著
）
信
託235

号
39-

48
頁
（2008

）

「
法
曹
倫
理
の
あ
り
方
―
１
つ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
」
小
島
武
司
先
生
古
稀
記
念
祝
賀
『
民
事
司
法
の
法
理
と
政
策
（
下
巻
）』

833-855

頁
（
商
事
法
務
・2008

）

A
rticle 21 of the M

edical Practitioners Law
, JM

A
J 51(4): 258-261 （2008

）

「
医
行
為
の
概
念
と
医
療
的
ケ
ア
の
展
望
」
い
の
ち
は
ぐ
く
む
支
援
教
育
の
展
望148

号
4-

8
頁
（2008

）

Book Review

：
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ナ
ス
『
患
者
の
権
利
―
患
者
本
位
で
安
全
な
医
療
の
実
現
の
た
め
に
』
自
由
と
正
義
59
巻
8
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号126

頁
（2008

）

「
解
説
：
厚
生
労
働
省
・
終
末
期
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
腫
瘍
内
科
2
巻
4
号370-374

頁
（
科

学
評
論
社
・2008

）

「
医
療
事
故
・
刑
事
制
裁
の
パ
ズ
ル
と
第
三
者
機
関
に
よ
る
解
決
」
日
本
臨
床
麻
酔
学
会
誌
28
巻
7
号963-973

頁
（2008

）

「
研
究
倫
理
」『
病
理
と
臨
床
』
27
巻
臨
時
増
刊
号
『
病
理
学
と
社
会
』「
第
３
部 

社
会
に
お
け
る
病
理
学　

２
．
研
究
倫
理
」

310-315
頁
（
文
光
堂
・2009

）

「
信
託
法
の
任
意
性
の
意
義
―
米
国
の
プ
ル
ー
デ
ン
ト
・
イ
ン
ヴ
ェ
ス
タ
ー
・
ル
ー
ル
の
実
際
的
機
能
」
前
田
庸
先
生
喜
寿
記

念
論
文
集
『
企
業
法
の
変
遷
』375-397

頁
（
有
斐
閣
・2009

）

「
特
別
支
援
教
育
に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア
の
法
的
課
題
」宮
本
信
也
他
監
修『
特
別
支
援
教
育
の
基
礎
』262-265

頁（
東
京
書
籍
・

2009

）

「
医
療
安
全
の
た
め
の
法
の
意
義
と
役
割
」
日
本
内
科
学
会
雑
誌
98
巻
9
号180-184

頁
（2254-2258

頁
）｛
第106

回
日
本

内
科
学
会
講
演
会
｝（2009

）

〈
講
演
〉「
医
療
と
法
を
考
え
る
―
具
体
的
な
事
象
か
ら
医
療
と
法
の
あ
り
方
を
再
考
」リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド291

号
33-

62
頁（
医

薬
品
企
業
法
務
研
究
会
・2009

）

「
医
療
と
法
を
考
え
る
」
書
斎
の
窓585

号
7-
11
頁
（2009

年
6
月
号
）

「
臓
器
移
植
法
改
正
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1393
号
38-
47
頁
（2010

）

「
救
急
活
動
と
法
の
役
割
」
消
防
研
修
87
号
58-

78
頁
（2010
）

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
医
療
倫
理
教
育
」
日
本
医
師
会
雑
誌139
巻
2
号364-369

頁
（2010

）

「
医
療
安
全
と
法
の
役
割
」
ジ
ュ
リ
ス
ト1396

号
8-

16
頁
（2010
）

「
土
地
信
託
あ
る
い
は
公
有
地
信
託
と
は
何
か
―
大
阪
高
判
平
成
22
・
5
・
14
に
つ
い
て
」
N
B
L937

号
10-

17
頁
（2010

年

9
月
15
日
号
）
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「
信
託
法
の
任
意
法
規
性
と
受
益
者
保
護
―
ラ
ン
グ
バ
イ
ン
教
授
の
最
新
論
文
に
つ
い
て
」
ト
ラ
ス
ト
60
研
究
叢
書
『
外
か
ら

見
た
信
託
法
』
65-

77
頁
（2010

）

「
オ
キ
ー
フ
と
ス
テ
ィ
ー
グ
リ
ッ
ツ
の
遺
産
― cy pres 

法
理
の
影
響
」
ト
ラ
ス
ト
60
研
究
叢
書
『
外
か
ら
見
た
信
託
法
』

129-145
頁
（2010

） 

「
社
会
老
年
学
の
理
論
、
方
法
と
課
題
―
法
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
大
内
尉
義
・
秋
山
弘
子
編
集
代
表
『
新
老
年
学
第
３
版
』

1611-1614
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
・2010

）

「
成
年
後
見
制
度
」
大
内
尉
義
・
秋
山
弘
子
編
集
代
表
『
新
老
年
学
第
３
版
』1901-1907

頁
（
東
京
大
学
出
版
会
・2010

）

「
ア
メ
リ
カ
の
医
療
保
険
改
革
法
成
立
の
意
義
」
新
医
療
６
月
号110-112

頁
（2010

）

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
に
な
れ
た
ら
」
書
斎
の
窓595

号
8-

15
頁
（2010

年
6
月
号
）

「
医
療
と
法
を
考
え
る
―
5
つ
の
具
体
的
な
事
例
か
ら
」
岩
田
太
編
著
『
患
者
の
権
利
と
医
療
の
安
全
』
1-

23
頁
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
・2011

）

「
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
ア
メ
リ
カ
医
療
保
険
改
革
法
の
成
立
」
同
上101-115

頁

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
製
造
物
責
任
訴
訟
と
連
邦
法
に
よ
る
専
占
」
森
島
昭
夫
・
塩
野
宏
編
『
変
動
す
る
日
本
社
会
と
法
』（
加

藤
一
郎
先
生
追
悼
論
文
集
）769

頁
（
有
斐
閣
・2011

）

「
信
託
法
・
信
託
業
法
の
英
訳
の
意
義
」
信
託246
号
10-

12
頁
（2011

）

「
成
年
後
見
制
度
」Journal of Clinical Rehabilitation vo.20 N

o.7 672-675

（
医
歯
薬
出
版
・2011

年
7
月
号
） 

「
共
通
番
号
制
度
と
個
人
情
報
保
護
」
月
刊
福
祉2011

年
9
月
号
、
94
巻
10
号
34-

37
頁
（2011

）

「
伊
藤
先
生
を
偲
ん
で
」
ア
メ
リ
カ
法2011

年
1
号
、
16-

18
頁

「
試
料
保
存
の
法
的
問
題
」
病
理
と
臨
床
第
30
巻
臨
時
増
刊
号
『
病
理
解
剖
マ
ニ
ュ
ア
ル
』369-372

頁
（
文
光
堂
・2012

）

Should M
edical accidents be judged in crim

inal courts? ---Establishing a new
 patient safety system

 in 
Japan, JM

A
J vo.55 N

o.2, 128-138

（2012

）
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「
Ａ
Ｉ
Ｊ
問
題
が
示
唆
す
る
も
の
―
信
認
法
な
き
社
会
」
旬
刊
商
事
法
務2012

号
16-

22
頁
（2012

年
12
月
15
日
号
）

「
高
齢
期
の
終
末
期
医
療
と
法
の
か
た
ち
」Geriatric M

edicine

（
老
年
医
学
）
50
号1395-1397

頁
（2012

年
12
月
号
）

「
受
託
者
責
任
と
Ａ
Ｉ
Ｊ
」
N
B
L976

号
1
頁
（2012

年
5
月
1
日
号
）

〈
座
談
会
〉「
医
師
の
倫
理･

資
質
向
上
に
向
け
て
」
日
本
医
師
会
雑
誌140

巻
12
号2509-2524

頁
（2012

）

「
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
個
人
情
報
保
護
―
医
療
情
報
等
個
別
法
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
」
高
橋
和
之
先
生
古
希
記
念
論
文
集
『
現

代
立
憲
主
義
の
諸
相
（
下
）』229-257

頁
（
有
斐
閣
・2013

）

T
he A

IJ pension scandal in Japan: a society w
ithout fiduciary law

, 10 U
niversity of T

okyo Journal of Law
 

and Politics 22-34
（2013

）

「
医
療
安
全
と
法
―
第
三
者
機
関
の
意
義
」
第113

回
日
本
外
科
学
会
記
録
、
日
本
外
科
学
会
誌114

巻
臨
時
増
刊
号
（
3
）

15-

16
頁
（2013

）

「
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル
と
法
」
病
院
72
巻
4
号266-269

頁
（2013

）

「
終
末
期
医
療
と
法
の
考
え
方
」
老
年
精
神
医
学
雑
誌
第
24
巻
増
刊
号
―
Ⅰ
、139-143

頁
（2013

）

「
高
齢
者
と
法
：
自
己
決
定
と
本
人
保
護
」
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
編
『
東
大
が
つ
く
っ
た
高
齢
社
会
の
教
科
書
』
第
20
章

296-306

頁
（
ベ
ネ
ッ
セ
・2013

）

「
高
齢
者
に
よ
る
犯
罪
と
社
会
の
在
り
方
」
更
生
保
護2013

年
10
月
号
6-

9
頁

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
医
師
に
対
す
る
行
政
処
分
―
ミ
ズ
ー
リ
州
を
例
と
し
て
」
日
本
医
師
会
雑
誌141

巻
11
号2472-2474

頁
（2013

年
2
月
号
）

「
代
理
法
の
意
義
と
第
3
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
」『
現
代
の
代
理
法
』
1-

31
頁

「
代
理
関
係
と
不
法
行
為
」『
現
代
の
代
理
法
』205-243

頁　

「
医
療
事
故
防
止
に
向
け
た
仕
組
み
―
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
」
法
律
の
ひ
ろ
ば2014

年
11
月
号
42-

48
頁
（2014

）

「
文
献
紹
介
：
姜
雪
蓮
著
『
信
託
に
お
け
る
忠
実
義
務
の
展
開
と
機
能
』」
信
託
法
研
究
39
号115-121

頁
（2014

）
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「
本
人
に
対
す
る
が
ん
の
告
知
」
甲
斐
克
則
・
手
嶋
豊
編
『
医
事
法
判
例
百
選
』
64-

65
頁
（
有
斐
閣
・
第
2
版2014

）

「
ア
メ
リ
カ
の
医
療
過
誤
訴
訟
と
現
代
的
課
題
」
野
村
豊
弘
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
民
法
の
未
来
』331-373

頁
（
商
事
法
務
・

2014
年
4
月
）

ロ
バ
ー
ト
・
Ｂ
・
レ
フ
ラ
ー
（
樋
口
範
雄
訳
）「
ア
メ
リ
カ
の
医
療
保
険
改
革
―
そ
の
概
要
―
」
国
家
学
会
雑
誌127

巻1/2

合
併
号
1-
25
頁
（2014

）

T
hree Challenges in A

dvanced M
edicine, JM

A
J 56(6): 434-447, 2013.

「
認
知
症
に
お
け
る
終
末
期
医
療
と
法
」
日
本
精
神
科
病
院
協
会
雑
誌
33
巻
5
号
53-

57
頁
（2014

）

「
認
知
症
患
者
に
お
け
る
Ｐ
Ｅ
Ｇ
の
施
行
・
継
続
は
誰
が
決
め
る
の
か
―
法
律
家
の
立
場
か
ら
」『
消
化
器
の
臨
床
』
17
巻
3
号

236-240

頁
（2014

年6/7
月
号
）

「
先
端
医
療
と
生
命
倫
理
」『
病
院
』
73
巻
7
号514-518

頁
（2014

年
7
月
号
） 

「
認
知
症
の
終
末
期
ケ
ア
に
関
す
る
法
的
側
面
」『
分
子
精
神
医
学
』
14
巻
3
号
85-

86
頁
（2014

年
7
月
号
）

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
契
約
書
の
検
討
―
ア
メ
リ
カ
の
類
似
の
契
約
と
比
較
し
て
」
平
成
26
年
度
杏
林
大
学

CCRC

研
究
所
紀
要
44-

66
頁
（2015

）

「
終
末
期
医
療
と
法
」『
医
療
と
社
会
』
25
巻
1
号
21-

34
頁
（
公
益
財
団
法
人
医
療
科
学
研
究
所
・2015 

年
4
月
）

そ
の
後
、
医
療
科
学
研
究
所
監
修
『
人
生
の
最
終
章
を
考
え
る
』
36-

59
頁
（
法
研
・2015

年
10
月
）
に
収
録

「A
dvance directive

とliving w
ill

―
法
的
側
面
か
ら
の
解
説
」
日
本
老
年
医
学
会
雑
誌
52
巻
3
号211-216

頁
（2015

年

7
月
）

タ
マ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ケ
ル
（
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行Fiduciary Law

 

研
究
会
訳
、
樋
口
範
雄
監
訳
）『
信
認
法
原
則
の
統
一

に
向
け
て
（
上
）（
下
）』
信
託263

号
32-

56
頁
、
信
託264

号
71-
83
頁
（2015

）

「
終
末
期
医
療
と
今
後
の
法
の
役
割
」
月
刊
経
団
連2015

年
10
月
号
24-
25
頁
（2015

）

「
日
本
に
お
け
る
医
療
情
報
と
個
人
情
報
保
護
の
法
的
側
面
」
東
京
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
医
療
経
営
政
策
学
講
座
『
医
療
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情
報
の
利
活
用
と
個
人
情
報
法
保
護
』
第
6
章
87-

94
頁
（ED

IT
EX

・2015

）

「
書
評
・
日
本
法
律
家
協
会
編
『
法
曹
倫
理
』（
商
事
法
務
・2015

年
）」
法
の
支
配179

号125-127

頁
（2015

年
10
月
）

「
予
防
接
種
関
連
の
法
の
あ
り
方
」
医
薬
品
医
療
機
器
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
47
巻
1
号
30-

35
頁
（2016

）

「
終
末
期
の
医
療
と
法
―
ア
ド
バ
ン
ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」M

odern Physician

36
巻
8
号829-832

頁
（2016

）   

「
医
療
に
お
け
る
法
律
の
基
礎
」
山
崎
久
美
子
・
津
田
彰
・
島
井
哲
志
編
著
『
保
健
医
療
・
福
祉
領
域
で
働
く
心
理
職
の
た
め

の
法
律
と
倫
理
』
11-

29
頁
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
・2016

）

「
被
害
者
救
済
と
賠
償
責
任
追
及
」
と
い
う
病
―
認
知
症
患
者
徘
徊
事
件
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
第
68

巻
11
号
1-

33
頁
（2016
）

「ERISA

を
め
ぐ
る
最
近
の
状
況
」
信
託
法
研
究
41
号119-129

頁
（2016

）（
高
橋
脩
一
・
松
井
孝
太
・
樋
口
範
雄
）

「
争
い
を
避
け
る
た
め
の
法
的
手
段
―
超
高
齢
社
会
を
生
き
る
た
め
の
生
前
信
託
」家
族
信
託
実
務
ガ
イ
ド
第
2
号
2-

5
頁（
日

本
法
令
・2016

、
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
イ
ド
別
冊
8
月
号
）

「
１
０
０
歳
時
代
の
信
託
」能
見
善
久
・
樋
口
範
雄
・
神
田
秀
樹
共
編『
信
託
法
制
の
新
時
代: 

信
託
の
現
代
的
展
開
と
将
来
展
望
』

301-318

頁
（
弘
文
堂
・2017

）

「
公
益
信
託
法
改
正
と
そ
の
課
題
」
同
上
書277-298

頁
（
弘
文
堂
・2017

）

「
認
知
症
と
法
」
月
刊
都
市
問
題2017

年
1
月
1
日
号108

巻
1
月
号
91-

99
頁

「
医
療
的
ケ
ア
に
関
す
る
法
的
課
題
と
基
本
的
視
点
」
宮
本
信
也
他
編
『
改
訂
版　

特
別
支
援
教
育
の
基
礎
』323-326

頁
（
東

京
書
籍
・2017

）

「
終
末
期
医
療
と
法
的
課
題
―
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
か
ら
」
清
水
哲
郎
・
会
田
薫
子
編
『
医
療
・
介
護
の
た
め
の
死
生
学
入
門
』

197-225

頁
（
第
7
章
）（
東
京
大
学
出
版
会
・2017

）

「
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
損
害
賠
償
―ERISA

法
に
お
け
る
判
例
変
更
が
示
唆
す
る
も
の
」『
現
代
の
信
託
法
』193-219

頁
（2018

）

「
高
齢
者
虐
待
と
専
門
家
の
責
任
」
武
蔵
野
法
学
8
号
41-

73
頁
（2018

年
2
月
）
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「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
相
続
（
死
亡
に
よ
る
財
産
承
継
）
と
生
前
信
託
の
活
用
」
武
蔵
野
法
学
9
号
1-

37
頁
（2018

年
10
月
）

「
高
齢
者
の
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
と
法
制
度
」
内
科121

巻
4
号
（
高
齢
者
医
療
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
）1059-1063

頁
（
南
江
堂
・

2018
年
4
月
）

「
終
末
期
の
治
療
差
し
控
え
・
中
止
に
警
察
は
も
う
介
入
し
な
い
」
日
経
メ
デ
ィ
カ
ル
3
月
号
34-

38
頁
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
）

「
日
本
の
終
末
期
医
療
と
法
―2018

年
に
お
け
る
報
告
」『
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
み
た
比
較
法
』（
二
宮
正
人
先
生
古
稀
記
念

論
文
集
）179-205

頁
（
信
山
社
・2019

）

「
契
約
社
会
ア
メ
リ
カ
の
考
え
方
の
基
本
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務2019

年
1
月
号
、
第
19
巻
1
号
12-

16
頁

「
高
齢
者
法
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
」
武
蔵
野
法
学
第
10
号
69-

78
頁
（2019

）

「
Ａ
Ｉ
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
医
療
、
そ
し
て
法
」
武
蔵
野
法
学
第
11
号81-120

頁
（2019

）

〈
座
談
会
〉「
人
生
最
期
の
生
活
を
ど
う
過
ご
す
か
」（
森
岡
恭
彦
・
高
久
文
磨
・
森
久
保
雅
道
・
樋
口
範
雄
）
日
本
医
師
会
雑

誌148

巻
1
号
5-

16
頁
（2019
年
4
月
）

「
終
末
期
患
者
の
医
療
決
定
に
つ
い
て
の
プ
ロ
セ
ス
―
終
末
期
患
者
の
事
前
意
思
表
示
」
日
本
医
師
会
雑
誌148

巻
1
号
23-

26

頁
（2019

年
4
月
）

「
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
と
ア
メ
リ
カ
法
」
法
学
協
会
雑
誌137

巻
12
号
1-

33
頁
（2020

）　　

「
救
急
現
場
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
―
法
的
懸
念
に
つ
い
て
」
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
33
巻
1
号
22-

24
頁
（2020

）

「
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
とfiduciary duty

」
ト
ラ
ス
ト
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
研
究
叢
書
『
外
国
信
託
法
研
究
─
遺
言
代
替
と
信
託
法
の
緒

論
点
』（2020

）117-142

頁

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
法
の
始
ま
り
」
片
山
直
也
そ
の
他
編
『
民
法
と
金
融
法
の
新
時
代
』
池
田
眞
朗
先
生
古
稀
記
念

論
文
集541-563

頁
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・2020

）

「
高
齢
者
法
の
意
義
と
役
割
」
経
団
連
21
世
紀
政
策
研
究
所
『
高
齢
者
の
自
立
と
日
本
経
済
』
報
告
書
1-

17
頁
（2020

）

「
Ｕ
Ｐ
Ａ
（
統
一
親
子
関
係
法
）
と
ア
メ
リ
カ
家
族
法
」
武
蔵
野
法
学
第
13
号117-141

頁
（2020

）
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「
高
齢
者
の
介
護
義
務
と
社
会
保
障
―
―
私
的
自
治
と
契
約
の
役
割
」「
家
庭
の
法
と
裁
判
」
第
27
号
29-

35
頁
（2020

）

「
人
生
の
最
終
段
階
で
の
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
の
Ａ
Ｃ
Ｐ
に
つ
い
て
」
地
域
ケ
ア
リ
ン
グ
22
巻

9
号
（2020

年
8
月
号
）
12-

17
頁
（2020

）

「
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
ケ
ア
の
法
的
問
題
の
現
状
と
課
題
」
老
年
内
科
2
巻
5
号579-584

頁
（2020

年
11
月
）

「
Ａ
Ｉ
と
法
―
情
報
社
会
に
お
け
る
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
モ
デ
ル
と
ア
ド
バ
イ
ス
・
モ
デ
ル
」
武
蔵
野
法
学
第
15
号104-

70

（303-337
）
頁
（2021

）

「
医
療
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
課
題
」
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
トT

O
D

A
Y

129

号
14-

17
頁
（2021

）

「
講
演
：
共
生
と
共
生
を
支
え
る
法
」
日
本
女
性
法
律
家
協
会
報
59
号
13-

25
頁
（2021

）

「
デ
ジ
タ
ル
資
産
と
ア
メ
リ
カ
法
」
武
蔵
野
法
学
第
16
号
1-

25
頁
（2022

）

「
多
様
性
の
意
義
と
ア
メ
リ
カ
法
」
法
学
協
会
雑
誌139

巻
3
号
1-

41
頁
（2022

）

「
高
齢
者
の
資
産
管
理
と
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」
年
金
と
経
済
40
巻
4
号
11-

17
頁
（2022

）
1
月
号

「
遺
言
能
力
と
被
後
見
人
の
能
力
―
自
己
決
定
支
援
の
仕
組
み
と
ア
メ
リ
カ
法
」
ア
メ
リ
カ
法2022

1
号
1-

31
頁

「
名
前
の
自
由
と
ア
メ
リ
カ
法
」
法
学
協
会
雑
誌139

巻
10
号
1-

38
頁
（2022

）

「
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
判
決
を
読
む
」
世
界2022

年
9
月
号
（961

号
）
74-

84
頁
（2022

）

「
治
療
の
差
し
控
え
と
中
止
―
日
本
法
の
下
で
は
」
伊
東
香
・
大
内
啓
『
緊
急
Ａ
Ｃ
Ｐ
―V

italT
alk

に
学
ぶ
悪
い
知
ら
せ
の
伝

え
方
、
大
切
な
こ
と
の
決
め
方
』137-140

頁
（
医
学
書
院
・2022

）
新
訂
版134-137

頁

「
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
１
０
０
年
」
武
蔵
野
法
学
18
号
1-

29
頁
（2023

）

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
相
続
や
後
見
―
公
的
制
度
に
代
わ
る
私
的
自
治
の
手
法
と
そ
の
課
題
」
ト
ラ
ス
ト
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
叢

書
『
ア
メ
リ
カ
の
相
続
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
信
託
』
1-

37
頁
（2023
）

「
世
界
医
師
会
の
倫
理
綱
領
（2022

年
最
新
版
）
を
読
む
」
法
学
協
会
雑
誌140

巻
8
号
1-

28
頁
（2023

）

「
Ａ
Ｉ
と
法
―
特
に
医
療
の
側
面
に
つ
い
て
」Law

 

＆ T
echnology 100

号
8-
18
頁
（2023

）
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「
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
と
法
」
老
年
精
神
医
学
雑
誌
第
34
巻
第
9
号859-865

頁
（2023

年
9
月
）

「
超
高
齢
社
会
の
日
本
：
今
、
高
齢
者
に
と
っ
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
」
日
本
行
政602

号
17-

20
頁
（2023

年
1
月
）

「
法
学
者
の
本
棚
：
超
高
齢
社
会
を
生
き
る
―
樋
口
恵
子
著『
老
〜
い
、ど
ん
！　

あ
な
た
に
も「
ヨ
タ
ヘ
ロ
期
」が
や
っ
て
く
る
』

法
学
セ
ミ
ナ
ー2023

年
2
月
号
1
頁

〈
資
料
紹
介
〉「
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
と
弁
護
士
―
―
弁
護
士
に
よ
る
高
齢
者
（
依
頼
人
）
の
認
知
能
力
の
判
断
」
法
学
協
会
雑

誌140

巻
４
号
43-

91
頁
（2023

）

「
ア
メ
リ
カ
法
学
と
日
本
法
学
の
半
世
紀
―
日
本
法
研
究
の
一
時
の
隆
盛
と
衰
退
」
法
学
協
会
雑
誌140

巻
12
号
（2023

）

「
超
高
齢
社
会
―
法
の
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
書
斎
の
窓
（2024

）
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三
上
威
彦
教
授
略
歴

一
九
五
二
年　

四
月
二
二
日　

広
島
県
広
島
市
で
生
ま
れ
る
。

学
歴一

九
六
五
年　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
広
島
市
立
比
治
山
小
学
校
卒
業

一
九
六
八
年　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
市　

私
立
修
道
中
学
校
卒
業

一
九
七
一
年　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
市　

私
立
修
道
高
等
学
校
卒
業

一
九
七
五
年　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業　

 

一
九
七
五
年
一
〇
月
～
一
九
七
七
年
八
月　
　
　

ド
イ
ツ
学
術
交
流
会
奨
学
生
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
（
当
時
）
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
学
法
律
経
済
学
部
留
学

一
九
七
八
年　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
八
一
年　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

職
歴一

九
七
七
年　

五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
法
律
経
済
学
部
助
手
（
六
月
ま
で
）

一
九
七
八
年　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
大
月
市
立
短
期
大
学
経
済
科
助
手

一
九
八
一
年　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
大
月
市
立
短
期
大
学
経
済
科
専
任
講
師

一
九
八
三
年　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
浜
市
立
大
学
商
学
部
助
教
授
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一
九
八
四
年　

四
月
～
一
九
八
五
年　

三
月　
　

電
気
通
信
大
学
非
常
勤
講
師

一
九
八
五
年　

四
月
～
一
九
八
七
年　

三
月　
　

横
浜
国
立
大
学
経
営
学
部
非
常
勤
講
師

一
九
八
八
年　

四
月
～
一
九
八
九
年　

三
月　
　

専
修
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師　

一
九
八
八
年　

七
月
～
九
月　
　
　
　
　
　
　
　

ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
法
律
経
済
学
部
客
員
教
授　

一
九
八
九
年　

四
月
～
二
〇
二
二
年　

三
月　
　

中
央
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師　

一
九
八
九
年　

四
月
～
一
九
九
〇
年　

三
月　
　

杏
林
大
学
社
会
科
学
部
非
常
勤
講
師

一
九
九
〇
年　

三
月
～
一
九
九
一
年　

二
月　
　

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
客
員
教
授　
　

一
九
九
二
年　

四
月
～
二
〇
〇
四
年　

三
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師　

一
九
九
三
年　

七
月
～
九
月　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
大
学
法
学
部
客
員
教
授    

一
九
九
四
年　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
浜
市
立
大
学
商
学
部
教
授

一
九
九
六
年　

七
月
～
一
〇
月　
　
　
　
　
　
　

ケ
ル
ン
大
学
法
学
部
客
員
教
授

一
九
九
八
年　

四
月
～
二
〇
〇
四
年　

三
月　
　

杏
林
大
学
社
会
科
学
部
非
常
勤
講
師

二
〇
〇
〇
年　

四
月
～
二
〇
一
四
年　

三
月　
　

青
山
学
院
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

二
〇
〇
一
年　

八
月
～
二
〇
〇
一
年
一
〇
月　
　

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
客
員
教
授　
　

二
〇
〇
三
年　

四
月
～
二
〇
〇
四
年　

七
月　
　

明
治
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

二
〇
〇
四
年　

四
月
～
二
〇
一
八
年　

三
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
教
授

二
〇
〇
四
年　

四
月
～
二
〇
〇
五
年　

三
月　
　

横
浜
市
立
大
学
商
学
部
非
常
勤
講
師

二
〇
〇
六
年　

四
月
～
二
〇
一
四
年　

三
月　
　

日
本
大
学
法
科
大
学
院
非
常
勤
講
師

二
〇
一
五
年　

九
月
～
二
〇
一
六
年　

七
月　
　

専
修
大
学
法
科
大
学
院
非
常
勤
講
師

二
〇
一
八
年　

四
月
〜
二
〇
二
四
年　

三
月　
　

武
蔵
野
大
学
法
学
部
特
任
教
授

二
〇
二
三
年　

九
月
～
一
〇
月　
　
　
　
　
　
　

ベ
ル
リ
ン
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
法
学
部
客
員
教
授　
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取
得
学
位

一
九
七
五
年　

三
月　
　

法
学
士
（
慶
應
義
塾
大
学
）

一
九
七
八
年　

三
月　
　

法
学
修
士
（
慶
應
義
塾
大
学
）

一
九
八
三
年　

七
月　
　

法
学
博
士
（
慶
應
義
塾
大
学
）

二
〇
〇
九
年
一
〇
月　
　

名
誉
法
学
博
士
（
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
）

　学
会
活
動

二
〇
〇
四
年　

五
月
～
二
〇
〇
六
年　

四
月　
　

日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
国
際
交
流
員

二
〇
〇
四
年　

六
月
～
二
〇
一
八
年　

三
月　
　

比
較
法
学
会
理
事

二
〇
〇
七
年　

六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
公
証
法
学
会
理
事
、
現
在
に
至
る
。

社
会
的
活
動

一
九
八
八
年
～
一
九
九
二
年　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
地
方
税
理
士
会
特
別
施
策
審
議
会
委
員

一
九
九
一
年
～
二
〇
〇
三
年
一
二
月　
　
　
　
　

横
浜
簡
易
裁
判
所
司
法
委
員

一
九
九
三
年
一
〇
月
～
二
〇
〇
五
年　

九
月　
　

横
須
賀
市
個
人
情
報
保
護
審
査
会
委
員

二
〇
〇
〇
年　

七
月
～
二
〇
〇
一
年　

三
月　
　

文
部
省
「
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
専
門
委
員
（
大
学
設
置
分
科
会
）」

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
～
二
〇
〇
四
年　

三
月　
　

横
浜
地
方
裁
判
所
民
事
調
停
委
員

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
〜
二
〇
〇
四
年　

三
月　
　

横
浜
簡
易
裁
判
所
民
事
調
停
委
員

二
〇
〇
一
年　

七
月
〜
二
〇
〇
三
年　

三
月　
　

文
部
科
学
省「
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
専
門
委
員（
大
学
設
置
分
科
会
）」

二
〇
〇
三
年　

三
月
～
一
一
月　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県
住
宅
供
給
公
社
第
７
次
賃
貸
住
宅
家
賃
審
議
会
委
員

二
〇
〇
四
年　

一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
簡
易
裁
判
司
法
委
員
、
現
在
に
至
る
。
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二
〇
〇
四
年　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
調
停
委
員
、
現
在
に
至
る
。

二
〇
〇
六
年　

六
月
～
一
〇
月　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県
住
宅
供
給
公
社
第
８
次
賃
貸
住
宅
家
賃
審
議
会
委
員

二
〇
〇
七
年　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
益
財
団
法
人
自
動
車
製
造
物
責
任
相
談
セ
ン
タ
ー
理
事
、
現
在
に
至
る
。

二
〇
一
〇
年　

九
月
一
日
～
二
〇
一
四
年
八
月　

ド
イ
ツ
学
術
交
流
会
（
Ｄ
Ａ
Ａ
Ｄ
）
奨
学
生
選
考
委
員

二
〇
一
七
年　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
明
教
授
記
念
手
続
法
研
究
所
理
事
長
、
現
在
に
至
る
。

二
〇
一
九
年　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
益
財
団
法
人
自
動
車
製
造
物
責
任
相
談
セ
ン
タ
ー
副
理
事
長
、
現
在
に
至
る
。
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三
上
威
彦
教
授
主
要
業
績

　【
著
書
】

『
ド
イ
ツ
倒
産
法
改
正
の
軌
跡
』（
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）

『
倒
産
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）

『〈
概
説
〉
倒
産
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）

『〈
概
説
〉
民
事
訴
訟
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）

【
編
著
】

『
法
を
学
ぼ
う
』（
信
山
社
、
二
〇
二
〇
年
）

『
比
較
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）

『Festschrift für A
K

IRA
 ISH

IK
A

W
A

 zum
 70. Geburtstag, W

alter de Gruyter, 2001

』（
二
〇
〇
一
年
）

『
破
産
法
・
民
事
再
生
法
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）　　

『
ボ
ー
ダ
レ
ス
社
会
と
法
―
オ
ス
カ
ー
・
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ー
ク
先
生
追
悼
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）　　

【
共
編
】

『
国
際
民
事
訴
訟
の
基
本
問
題
』（
酒
井
書
店
、
一
九
九
四
年
）

【
共
著
】

『
民
法
要
説
』（
慶
応
通
信
、
一
九
七
九
年
）
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『
契
約
の
基
礎
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
九
年
）

『
基
本
判
例
双
書　

民
事
訴
訟
法
』（
同
文
館
、
一
九
八
〇
年
）

『
演
習
ノ
ー
ト
民
事
訴
訟
法
』（
法
学
書
院
、
一
九
八
一
年
）

『
演
習
ノ
ー
ト
破
産
法
』（
法
学
書
院
、
一
九
八
二
年
）

『
注
解
破
産
法
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
三
年
）

『
区
分
所
有
法
』（
大
成
出
版
、
一
九
八
四
年
）

『
現
代
実
務
法
律
講
座　

民
事
調
停
法
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
五
年
）

『
注
解
会
社
更
生
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
六
年
）

『
注
解
民
事
調
停
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
六
年
）

『
民
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
七
年
）

『
破
産
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
七
年
）

『
は
じ
め
て
学
ぶ
民
事
訴
訟
法
』（
三
嶺
書
房
、
一
九
八
九
年
）

『
注
解
民
事
執
行
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
一
年
）

『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
１
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）

『
民
事
訴
訟
法
講
義
』（
法
学
書
院
、
一
九
九
二
年
）  

『
注
解
破
産
法
〔
改
訂
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
二
年
）

『
破
産
法
〔
改
訂
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
）

『
民
事
訴
訟
法
〔
改
訂
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
）

『
注
解
民
事
調
停
法
〔
改
訂
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
）

『
注
解
破
産
法
〔
改
訂
第
二
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
）

『
国
際
民
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
）
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『
は
じ
め
て
学
ぶ
破
産
法
』（
三
嶺
書
房
、
一
九
九
六
年
）

『
演
習
ノ
ー
ト
・
破
産
法
〔
改
訂
版
〕』（
法
学
書
院
、
一
九
九
六
年
）

『
破
産
・
和
議
の
基
礎
知
識
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）

『
新
民
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
七
年
）

『
は
じ
め
て
学
ぶ
新
民
事
訴
訟
法
』（
三
嶺
書
房
、
一
九
九
七
年
）

『
演
習
ノ
ー
ト
民
事
訴
訟
法
〔
全
訂
版
〕』（
法
学
書
院
、
一
九
九
七
年
）

『
現
代
法
学
講
義
・
破
産
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）    

『
注
解
破
産
法
〔
第
三
版
〕
上
巻
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）

『
は
じ
め
て
学
ぶ
新
民
事
訴
訟
法
〈
第
３
版
〉』（
三
嶺
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）

『
演
習
ノ
ー
ト
・
破
産
法
〔
第
四
版
〕』（
法
学
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）

『
改
訂
版　

区
分
所
有
法
』（
大
成
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）

『
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
演
習
・
倒
産
法
』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
二
年
）

【
論
文
】

「Eigentum
svorbehalt im

 K
onkurs- und Sanierungsverfahren

」
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
昭
和

五
二
年
度
一
九
一
～
二
一
〇
頁
（
一
九
七
八
年
）

「
破
産
管
財
人
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
」
大
月
短
大
論
集
一
〇
号
一
〇
五
～
一
一
九
頁　
（
一
九
七
九
年
）

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
動
産
担
保
の
破
産
法
上
の
取
扱
に
つ
い
て
の
改
正
の
動
向
」
大
月
短
大
論
集
一
一
号
九
五
～

一
一
四
頁　
（
一
九
八
〇
年
）

「
破
産
能
力
者
の
種
類
と
特
色
」
金
融
商
事
判
例
別
冊N

o.1

一
五
～
二
〇
頁　
（
共
著
、
一
九
八
〇
年
）

「
建
物
の
区
分
所
有
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
そ
の
１
」
大
月
短
大
論
集
一
二
号
七
一
～
九
〇
頁　
（
一
九
八
一
年
）
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「
和
議
の
認
否
」
金
融
商
事
判
例
六
二
七
号
九
九
～
一
〇
二
頁　
（
共
著
、
一
九
八
一
年
）

「
建
物
の
区
分
所
有
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
そ
の
２
」
大
月
短
大
論
集
一
三
号
八
五
～
一
〇
一
頁　
（
一
九
八
二
年
）　

「
所
有
権
留
保
買
主
の
破
産
の
場
合
に
お
け
る
単
純
拡
大
所
有
権
留
保
と
交
互
計
算
留
保
」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
九
号
二
五
～

五
六
頁　
（
一
九
八
三
年
）

「
基
本
的
所
有
権
留
保
と
破
産
手
続
（
上
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
九
号
二
五
～
四
七
頁　
（
一
九
八
四
年
）

「
基
本
的
所
有
権
留
保
と
破
産
手
続
（
下
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
三
六
号
五
〇
～
八
〇
頁　
（
一
九
八
四
年
）

「
い
わ
ゆ
る
『
総
会
委
任
状
』
に
つ
い
て
の
二
～
三
の
検
討
」
東
京
地
方
税
理
士
界
三
三
四
号
一
一
～
一
七
頁　
（
一
九
八
六
年
）

「
税
理
士
の
業
務
委
託
契
約
上
の
注
意
義
務
と
責
任
」
東
京
地
方
税
理
士
界
三
五
七
号
四
～
七
頁　
（
一
九
八
八
年
）

「D
as System

 des Insolvenzverfahrens in Japan

」ZZP 101, S. 34-49　
（
一
九
九
八
年
） 

「
西
ド
イ
ツ
倒
産
法
改
正
論
議
に
つ
い
て
」
私
法
五
〇
号
一
五
九
～
一
六
五
頁　
（
一
九
八
八
年
）

「
西
ド
イ
ツ
倒
産
法
改
正
論
議
に
つ
い
て
―
倒
産
法
委
員
会
の
報
告
書
に
お
け
る
担
保
権
の
取
扱
を
中
心
と
し
て
―
」
民
商
法

雑
誌
九
九
巻
三
号
二
九
六
～
三
三
七
頁　
（
一
九
八
八
年
）

「D
ie Rechtsanw

altsschaft in Japan
」BRA

K
-M

itteilungen 1989 H
eft 1, S. 17-24　

（
一
九
八
九
年
）

「
市
民
に
親
し
み
の
あ
る
司
法
の
創
造
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
実
践
に
つ
い
て
」
法
学
研
究
六
二
巻
八
号
六
六
～
八
二
頁　

（
一
九
八
九
年
）

「
税
理
士
法
第
五
二
条
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
東
京
地
方
税
理
士
界
三
八
一
号
五
～
一
〇
頁　
（
一
九
九
〇
年
）

「
韓
国
改
正
民
事
法
の
諸
問
題
に
つ
い
て
―
日
本
法
の
立
場
か
ら
―
」
韓
国
民
事
法
の
現
代
的
諸
問
題  

四
一
～
六
八
頁

（
一
九
九
〇
年
）

「
破
産
能
力
者
の
種
類
と
特
色
」
新
版
破
産
法
〔
金
融
商
事
判
例
・
別
冊N

o.2

〕
二
八
～
三
四
頁　
（
共
著
、
一
九
九
〇
年
）

「
和
議
の
認
否
」新
版
和
議
・
会
社
整
理
・
特
別
清
算〔
金
融
商
事
判
例
八
八
五
号
〕一
二
〇
～
一
二
五
頁　
（
共
著
、一
九
九
二
年
）

「
一
九
八
九
年
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
倒
産
法
改
正
法
参
事
官
草
案
の
特
色
と
そ
の
評
価
」
比
較
法
研
究
五
四
号
九
七
～
一
〇
三
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頁　
（
一
九
九
二
年
）

「
一
九
八
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
倒
産
法
改
正
法
参
事
官
草
案
の
基
本
構
想
と
そ
の
評
価
」
横
浜
市
立
大
学
論
叢
四
一
巻

三
号
一
六
七
～
一
九
六
頁　
（
一
九
九
二
年
）

「
一
九
八
九
年
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
倒
産
法
改
正
法
参
事
官
草
案
の
特
色
と
そ
の
評
価
」
法
学
研
究
六
六
巻
九
号
一
八
～
五
六

頁　
（
一
九
九
三
年
）

「
破
産
宣
告
の
効
果
」破
産
・
和
議
の
実
務
と
理
論（
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
三
〇
号〔
臨
時
増
刊
〕）五
一
～
五
二
頁　
（
一
九
九
四
年
）

「K
onsum

entenkonkurs und Restschuldbefreiung

」Recht in Japan, N
r. 9, S. 41-77　

（
一
九
九
四
年
）

「K
onsum

entenkonkurs und Restschuldbefreiung in Japan

」D
GV

Z1995, H
eft 2, S. 17-23　

（
一
九
九
五
年
）

「
整
理
会
社
の
業
務
・
財
産
に
関
す
る
管
理
命
令
お
よ
び
管
財
人
」
会
社
更
生
・
会
社
整
理
・
特
別
精
算
の
実
務
と
理
論
（
判

例
タ
イ
ム
ズ
八
六
六
号
〔
臨
時
増
刊
〕）
四
〇
七
～
四
〇
九
頁　
（
一
九
九
五
年
）

「
ド
イ
ツ
改
正
倒
産
法
に
お
け
る
消
費
者
倒
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
民
事
手
続
法
の
改
革
〔
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
退

官
記
念
〕
三
五
二
～
三
九
二
頁　
（
一
九
九
五
年
）

「LEGA
L FA

M
ILIES IN

 PRO
CED

U
RA

L LA
W

」K
EIO

 LA
W

 REV
IEW

, 1995, N
o. 8, P 21-61

（
共
著
、
一
九
九
五
年
）

「
ド
イ
ツ
の
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
に
つ
い
て
」
比
較
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
三
五
～
六
〇
頁　
（
一
九
九
七
年
）

「
訴
訟
に
お
け
る
形
成
権
行
使
」
民
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
第
３
版
〕
一
七
六
～
一
七
七
頁　
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）

「
会
社
更
生
・
和
議
・
会
社
整
理
に
代
わ
る
新
し
い
再
建
型
手
続
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
二
六
号
七
〇
～
七
三
頁　
（
一
九
九
八
年
）

「
譲
渡
担
保
権
者
の
倒
産
と
譲
渡
担
保
権
設
定
者
に
よ
る
取
戻
権
の
行
使
」
倒
産
手
続
と
担
保
権
・
否
認
権
・
相
殺
権
の
諸
問

題
（
金
融
・
商
事
判
例 

増
刊
号
〔
一
〇
六
〇
号
〕）
六
〇
～
六
三
頁　
（
一
九
九
九
年
）

「
日
本
報
告
（
１
）」
訴
訟
法
に
お
け
る
法
族
の
再
検
討
四
六
九
～
四
九
九
頁　
（
共
著
、
一
九
九
九
年
）

「D
ie Juristenausbildung in Japan

」横
浜
市
立
大
学
論
叢
社
会
科
学
系
列
四
七
巻
一
号
一
〇
三
～
一
二
八
頁　
（
二
〇
〇
〇

年
）
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「
日
本
に
お
け
る
消
費
者
倒
産
の
処
理
」
横
浜
市
立
大
学
論
叢
社
会
科
学
系
列
五
一
巻
一
・
二
・
三
合
併
号
一
二
五
～
一
五
〇
頁

（
二
〇
〇
〇
年
）

「
民
事
再
生
法
の
特
色
と
そ
の
運
用
」
経
営
実
務
法
研
究
三
号
七
五
～
九
四
頁　
（
二
〇
〇
〇
年
）

「
ド
イ
ツ
法
か
ら
み
た
わ
が
国
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
特
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
六
五
～
七
一
頁　
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）

「E
inige Problem

e im
 Zusam

m
enhang m

it dem
 A

nspruch auf Löschung der Sicherungsrechte im
 

Zivilrehabilitationsverfahren in Japan

」Festschrift für A
K

IRA
 ISH

IK
A

W
A

 zum
 70. Geburtstag am

 27. 
N

ovem
ber 2001, 313-324　

（
二
〇
〇
一
年
）

「
ド
イ
ツ
倒
産
法
に
お
け
る
消
費
者
倒
産
規
定
の
改
正
に
つ
い
て
」
現
代
社
会
に
お
け
る
民
事
手
続
法
の
展
開
（
石
川
明
先
生

古
希
祝
賀
）〔
下
〕
五
三
七
～
五
七
四
頁　
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
二
年
）

「Internationales Insolvenzrecht in Japan

」A
ktuelle Entw

icklungen des europäischen und internationalen 
Zivilverfahrensrechts(H

rsg. Peter Gottw
alt), S. 327-349　

（
二
〇
〇
二
年
）

「
平
成
一
六
年
改
正
破
産
法
に
お
け
る
否
認
権
規
定
に
つ
い
て
」
横
浜
市
立
大
学
論
叢
五
六
巻
社
会
科
学
系
列
三
号
一
八
一
～

一
九
八
頁　
（
二
〇
〇
五
年
）

「
各
倒
産
手
続
と
根
抵
当
権
」
倒
産
処
理
法
制
の
理
論
と
実
務
（
別
冊
金
融
商
事
判
例
）
二
〇
〇
～
二
〇
三
頁　
（
二
〇
〇
六
年
）

「
倒
産
法
の
基
礎
―
否
認
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
二
二
号
一
六
～
一
九
頁　
（
二
〇
〇
六
年
）

「Reform
 der Juristenausbildung in Japan

」Zeitschrift für Zivilprozess International (ZZPint.) 10. Band 
2005, S. 359-370　

（
二
〇
〇
六
年
）

「
ド
イ
ツ
倒
産
法
の
近
時
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
」『
小
島
武
司
先
生
古
希
祝
賀
・
民
事
私
法
の
法
理
と
政
策
（
上
）』

一
〇
七
三
～
一
一
〇
六
頁　
（
共
著
、
二
〇
〇
八
年
）

「
既
判
力
の
時
的
限
界
」『
新
・
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
４
民
事
訴
訟
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）』
二
二
四
～
二
二
九

頁　
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
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「D
ie A

nordnung der U
rkundenvorlage von der U

m
laufakte bis zur D

arlehensentscheidungsfindung in 
der Bank in Japan

」ボ
ー
ダ
レ
ス
社
会
と
法
―
オ
ス
カ
ー
・
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ー
ク
先
生
追
悼
』四
三
三
～
四
五
一
頁　
（
二
〇
〇
九

年
）

「
文
書
提
出
等
を
め
ぐ
る
判
例
の
分
析
と
展
開
」
金
融
・
商
事
判
例
一
三
一
一
号
一
一
六
～
一
一
九
頁　
（
二
〇
〇
九
年
）

「
ド
イ
ツ
倒
産
法
に
お
け
る
消
費
者
倒
産
規
程
の
改
正
の
近
時
の
動
向
―
改
正
政
府
草
案
を
参
考
に
し
て
―
」
法
学
研
究
八
三

巻
一
号
二
四
七
～
二
八
〇
頁　
（
二
〇
一
〇
年
）

「D
ie verschidenen M

ethoden der außergerichtlichen U
nternehm

enssanierung in Japan

」ZZPInt, 2009, Bd. 
14, S. 287-305　

（
二
〇
一
〇
年
）

「
近
時
に
お
け
る
私
的
倒
産
処
理
手
法
の
可
能
性
」
慶
應
法
学
一
七
号
六
三
～
九
三
頁　
（
二
〇
一
〇
年
）

「
調
停
手
続
に
よ
る
紛
争
解
決
の
法
令
準
拠
性
に
つ
い
て
―
民
事
調
停
を
中
心
に
し
て
―
」
慶
應
法
学
一
九
号
二
四
三
～

二
六
六
頁　
（
二
〇
一
一
年
）

「D
ie juristische A

usbildung in Japan und ihre gegenw
ärtige Problem

e

」Festschrift für H
elm

ut Rüß
m

ann, S. 
125-140　

（
二
〇
一
二
年
）

「
少
額
訴
訟
」実
務
民
事
訴
訟
講
座〔
第
３
期
〕第
６
巻（
上
訴
・
再
審
・
少
額
訴
訟
と
国
際
民
事
訴
訟
）二
四
五
～
二
八
〇
頁　
（
日

本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）

「
民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
手
形
上
の
商
事
留
置
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」『
民
事
手
続
に
お
け
る
法
と
実
践
―
栂
善
夫
先
生･

遠
藤
賢
治
先
生
古
希
祝
賀
』
一
〇
五
三
～
一
〇
八
〇
頁　
（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
判
手
続
の
長
期
化
に
対
す
る
法
的
保
護
に
つ
い
て
」
慶
應
法
学
二
九
号
二
七
一
～
二
九
四
頁　

（
二
〇
一
四
年
）

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
倒
産
規
定
の
最
近
の
改
正
に
つ
い
て
」
民
事
手
続
法
の
現
代
的
機
能
四
五
七
～
四
八
四
頁　
（
信
山

社
、
二
〇
一
四
年
）
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「D
ie Bew

eislastproblem
e im

 A
rzthaftungsprozess in Japan -insbesondere Bew

eiserleichterung-

」K
eio-

T
age 2014: M

edizinisches Sym
posium

 an der U
niversität des Saarlandes: Japanisch-D

eutsche K
onferenz 

vom
 12. bis 14. M

ai 2014, S. 27-38　
（
二
〇
一
五
年
）

「
ド
イ
ツ
の
倒
産
手
続
に
お
け
る
譲
渡
担
保
の
取
扱
い
」『
動
産
債
権
担
保　

比
較
法
の
マ
ト
リ
ク
ス
』
三
七
九
～
三
九
七
頁　

（
二
〇
一
五
年
）

「Inform
ationsgew

innung im
 Zivilprozess: D

ie gerichtliche A
nordnung der V

orlage am
tlicher 

D
okum

ente in Japan- Zugang zu behördlichen Inform
ationen im

 Zivilprozess -

」Rechtsproblem
e der 

Inform
ationsgesellschaft - Japanisch-D

eutscher Rechtsdialog -, S. 55-67　
（
二
〇
一
八
年
）

「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
新
種
媒
体
の
証
拠
調
べ
と
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
の
証
拠
力
」『
現
代
民
事
手
続
法
の
課
題
―
春
日
偉
知
郎
先

生
古
希
祝
賀
』
一
六
七
～
一
九
一
頁　
（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）

「
民
事
訴
訟
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
と
そ
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
」
武
蔵
野
法
学
一
二
号
（
一
六
九
）
二
八
四
～
（
二
〇
九
）
二
四
四

頁　
（
二
〇
二
〇
年
）

「D
ie V

erbandsklage zur V
ertreibung der japanischen M

afia(Y
akuza) 

」R
echtsproblem

e der 
Risikogesellschaft - Japanisch-D

eutscher Rechtsdialog -, S. 147-158　
（
二
〇
二
〇
年
）

「D
ie E

inführung der Inform
ationastechnologie in das japanische Zivilprozessverfahren und ihre 

Problem
e

」D
ogm

atik als Fundam
ent für Forschung und Lehre:Festschrift für H

erbert Roth zum
 70. 

Geburtstag, S. 1023-1039　
（
二
〇
二
一
年
）

　
　

【
翻
訳
】

西
独
に
お
け
る
法
曹
教
育
と
裁
判
所
構
成
法
〔
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
カ
ー
ル
・
ゲ
ッ
ク
著
〕　
（
共
訳
、
慶
応
通
信
、
一
九
八
〇
年
）

西
独
民
事
訴
訟
法
の
現
在
〔
ペ
ー
タ
ー
・
ア
ー
レ
ン
ス
編
〕　
（
共
訳
、
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
八
年
）



231

　樋口範雄教授略歴・主要業績

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典
（
一
九
九
一
年
一
一
月
一
〇
日
現
在
）〔
法
務
資
料
第
四
五
〇
号
〕
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部

（
共
訳
、
法
曹
会
、
一
九
九
二
年
）

「
民
事
事
件
に
お
け
る
控
訴
と
民
事
裁
判
所
の
審
級
序
列
」（
ペ
ー
タ
ー
・
ギ
レ
ス
）
法
学
研
究
五
二
巻
三
号
二
八
一
〜
三
〇
二

頁　
（
一
九
七
九
年
）

「
企
業
合
同
規
制
－
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
経
験
と
問
題
」（
ク
ラ
ウ
ス
・
Ｊ
・
ホ
プ
ト
）
法
学
研
究
五
二
巻
六
号
六
七
〜
八
三

頁　
（
一
九
七
九
年
）

「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
〇
一
条
に
よ
る
一
部
判
決
の
適
法
性
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
オ
レ
ー
ク
・
ド
・
ル
ザ
ノ
フ
）
法
学
研
究

五
二
巻
八
号
八
四
〜
九
四
頁　
（
一
九
七
九
年
）

「
社
会
学
と
訴
訟
法
」（
ペ
ー
タ
ー
・
ギ
レ
ス
）
民
事
訴
訟
雑
誌
二
六
号
一
〜
三
〇
頁　
（
一
九
八
〇
年
）

「
使
用
者
の
破
産
に
お
け
る
労
働
者
の
地
位
」（
オ
レ
ー
ク
・
ド
・
ル
ザ
ノ
フ
）
法
学
研
究
五
三
巻
一
一
号
一
一
七
〜
一
二
五
頁

（
一
九
八
〇
年
）

「
医
師
責
任
追
及
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
分
配
の
交
錯
」（
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
バ
ウ
ム
ゲ
ル
テ
ル
）
民
事
訴
訟
雑
誌
二
七
号

六
二
～
八
三
頁　
（
一
九
八
一
年
）

「
税
法
に
お
け
る
用
益
権
」（
ハ
ラ
ル
ド
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
）
法
学
研
究
五
五
巻
四
号
七
五
〜
八
六
頁　
（
一
九
八
二
年
）

「
訴
訟
手
続
の
簡
素
化
と
促
進
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
」（
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ハ
ー
プ
シ
ャ
イ
ド
）
法
学
研
究
五
六
巻
四
号
三
五

〜
五
二
頁　
（
一
九
八
三
年
）

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
司
法
共
助
」（
ロ
ル
フ
・
シ
ュ
テ
ュ
ル
ナ
ー
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
一
号
二
二
二
〜
二
三
二
頁　
（
一
九
八
五

年
）

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
国
際
民
事
訴
訟
法
と
第
三
国
」（
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
）
法
学
研
究
五
八
巻
八
号
九
四
〜

一
〇
九
頁　
（
一
九
八
五
年
）

「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
明
妨
害
」（
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
バ
ウ
ム
ゲ
ル
テ
ル
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
八
五
号
一
八
〜
二
四
頁　
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（
一
九
八
六
年
）

「
公
序
良
俗
に
違
反
し
て
取
得
さ
れ
た
執
行
決
定
」（
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヘ
ン
）法
学
研
究
六
二
巻
五
号
三
六
～
五
七
頁　
（
一
九
八
九

年
）

「
ド
イ
ツ
契
約
法
の
発
展
」（
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヘ
ン
）
法
学
研
究
六
二
巻
六
号
六
六
～
九
九
頁　
（
一
九
八
九
年
）

「
瑕
疵
担
保
、
錯
誤
お
よ
び
行
為
基
礎
」（
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヘ
ン
）
法
学
研
究
六
二
巻
七
号
三
七
～
五
九
頁 　
（
一
九
八
九
年
）

「
国
外
的
な
効
力
を
伴
う
民
事
裁
判
所
の
処
置
の
限
界
」（
ペ
ー
タ
ー
・
ゴ
ッ
ト
ヴ
ァ
ル
ト
）
法
学
研
究
六
三
巻
四
号
八
七
～

一
〇
三
頁　
（
共
訳
、
一
九
九
〇
年
）

「
ド
イ
ツ
『
司
法
簡
素
化
法
』
に
つ
い
て
」（
ウ
ル
フ
・
ベ
ル
ス
テ
ィ
ン
ク
ハ
ウ
ス
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
六
八
号
六
頁
以
下
〔
共

訳
：
一
二
～
一
三
頁
、
一
六
～
一
八
頁
担
当
〕　
（
一
九
九
一
年
）

「
国
境
を
越
え
た
倒
産
手
続
に
お
け
る
物
的
動
産
担
保
権
の
効
力
」（
ハ
ン
ス
・
ハ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
）
法
学
研
究
六
六
巻
四
号
四
一

～
六
三
頁　
（
一
九
九
三
年
）

「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
瑕
疵
の
説
明
責
任
の
範
囲
」（
オ
ス
カ
ー
・
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ー
ク
）
法
学
研
究
六
七
巻
一
号
九
四
～
一
一
七
頁

（
一
九
九
四
年
）

「
強
制
執
行
手
続
の
構
造
に
つ
い
て
」（
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
）
法
学
研
究
六
九
巻
七
号
一
～
一
五
頁　
（
一
九
九
六
年
）

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
仲
裁
手
続
改
正
法
案
」
国
際
商
事
法
務
二
五
巻
一
号
四
五
～
五
六
頁　
（
一
九
九
七
年
）

「
ド
イ
ツ
の
側
か
ら
見
た
裁
判
外
の
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）」（
ハ
ン
ス
・
プ
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）
比
較
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度

一
九
～
三
四
頁　
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
倒
産
法
の
シ
ス
テ
ム
」（
ハ
ン
ス
・
プ
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）
民
事
訴
訟
法
・
倒
産
法
の
現
代
的
潮
流
一
八
五

～
二
〇
六
頁　
（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）

「
消
費
者
倒
産
に
つ
い
て
」（
ハ
ン
ス
・
プ
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）
法
学
研
究
七
一
巻
六
号
五
九
～
八
二
頁　
（
一
九
九
八
年
）

「
ド
イ
ツ
新
倒
産
法
に
お
け
る
一
括
清
算
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ（
上
）」（
カ
ー
ル
ス
テ
ン
・
エ
ー
ベ
ン
ロ
ー
ト
＝
マ
ー
ク
・
ベ
ン
ツ
ラ
ー
）
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法
学
研
究
七
三
巻
九
号
一
〇
七
～
一
五
五
頁　
（
共
訳
、
二
〇
〇
〇
年
） 

「
ド
イ
ツ
新
倒
産
法
に
お
け
る
一
括
清
算
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ（
下
）」（
カ
ー
ル
ス
テ
ン
・
エ
ー
ベ
ン
ロ
ー
ト
＝
マ
ー
ク
・
ベ
ン
ツ
ラ
ー
）

法
学
研
究
七
三
巻
一
〇
号
一
二
一
～
一
四
二
頁 （
共
訳
、
二
〇
〇
〇
年
）

「
二
〇
〇
二
年
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
改
正
」（
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ボ
ル
ク
）
法
学
研
究
七
六
巻
一
〇
号
七
三
～
八
七
頁　

（
二
〇
〇
三
年
）

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
判
例
に
見
ら
れ
る
倒
産
管
財
人
の
選
択
権
」（
ハ
ン
ス
・
プ
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）
慶
應
法
学
六
号

三
〇
三
～
三
一
七
頁　
（
二
〇
〇
六
年
）

「
改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
上
訴
法
」（
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ー
ト
）
民
事
訴
訟
雑
誌
五
三
号
八
五
～
一
一
〇
頁　
（
二
〇
〇
七
年
）

「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
明
と
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
方
法
の
取
扱
い
―
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
新
た
な
展
開
に
つ
い
て
―
」

（
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
）
法
学
研
究
八
〇
巻
一
一
号
七
一
～
九
九
頁　
（
二
〇
〇
七
年
）

「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
鑑
定
」（
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
リ
ュ
ケ
）
法
学
研
究
九
一
巻
四
号
一
～
三
〇
頁　
（
共
訳
、
二
〇
一
八
年
）

「
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
手
続
法
に
お
け
る
訴
訟
物
」（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
フ
ェ
ラ
ン
）
法
学
研
究
九
一
巻
一
二
号
二
一
八
～
一
六
九

頁　
（
二
〇
一
八
年
）

「
倒
産
法
に
よ
る
計
画
手
続
」（
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
リ
ュ
ケ
）
法
学
研
究
九
二
巻
一
二
号
八
三
～
一
〇
一
頁　
（
二
〇
一
九
年
）

【
判
例
研
究
】

（
ド
イ
ツ
判
例
紹
介
）

「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
関
係
新
判
例
紹
介
（
4
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
七
七
号
四
三
〜
四
五
頁
（
一
九
七
九
年
）、
同
（
8
）
判

例
タ
イ
ム
ズ
三
八
七
号
三
八
〜
四
〇
頁
（
一
九
七
九
年
）、同
（
12
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
八
号
五
二
〜
五
四
頁
（
一
九
七
九
年
）、

同
（
20
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
一
六
号
四
〇
〜
四
一
頁
（
一
九
八
〇
年
）、
同
（
25
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
九
号
四
〇
〜
四
二
頁

（
一
九
八
一
年
）、
同
（
32
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
四
七
号
四
六
〜
五
〇
頁
（
一
九
八
一
年
）、
同
（
36
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
五
六
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号
五
四
〜
五
五
頁
（
一
九
八
二
年
）、
同
（
46
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
四
号
六
〇
〜
六
三
頁
（
一
九
八
二
年
）、
同
（
68
）
判
例

タ
イ
ム
ズ
五
四
〇
号
八
六
〜
八
九
頁
（
一
九
八
五
年
）

（
判
例
評
釈
）

法
学
研
究
五
二
巻
二
号
八
六
～
九
〇
頁
（
一
九
七
九
年
）、
法
学
研
究
五
二
巻
一
〇
号
一
一
二
～
一
一
六
頁
（
一
九
七
九

年
）、
法
学
研
究
五
三
巻
一
〇
号
七
四
～
七
八
頁
（
一
九
八
〇
年
）、
判
例
時
報
一
〇
四
六
号
二
〇
〇
〜
二
〇
〇
四
頁
（
共
著
、

一
九
八
二
年
）、
判
例
時
報
一
一
〇
五
号
一
九
八
〜
二
〇
〇
四
頁
（
一
九
八
四
年
）、
法
学
研
究
六
二
巻
二
号
一
一
二
～
一
一
七

頁
（
一
九
八
九
年
）、
法
学
研
究
六
三
巻
一
号
一
〇
九
～
一
一
四
頁
（
一
九
九
〇
年
）、 

法
学
研
究
六
三
巻
五
号
一
〇
七
～

一
一
二
頁
（
一
九
九
〇
年
）、
法
学
研
究
六
四
巻
九
号
一
四
〇
～
一
四
六
頁
（
一
九
九
一
年
）、
法
学
研
究
六
五
巻
八
号
一
三
九

～
一
四
五
頁
（
一
九
九
二
年
）、
法
学
研
究
六
七
巻
八
号
一
四
三
～
一
四
八
頁
（
一
九
九
四
年
）、
法
学
研
究
七
〇
巻
一
〇
号

一
四
三
～
一
五
二
頁
（
一
九
九
七
年
）、
法
学
研
究
七
一
巻
三
号
一
一
九
～
一
三
〇
頁
（
一
九
九
八
年
）、
法
学
研
究
七
二
巻
四

号
九
九
～
一
〇
五
頁
（
一
九
九
九
年
）、
法
学
研
究
七
二
巻
八
号
九
九
～
一
〇
五
頁
（
一
九
九
九
年
）、
法
学
研
究
七
二
巻
八

号
一
二
七
～
一
三
六
頁
（
一
九
九
九
年
）、
ゴ
ル
フ
法
判
例
72
（
金
融
・
商
事
判
例
別
冊
）
一
四
〇
～
一
四
一
頁
（
二
〇
〇
一

年
）、法
学
研
究
七
六
巻
二
号
一
三
三
〜
一
四
一
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
』
一
六
五
～
一
八
一
頁
・

三
一
五
～
三
五
五
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
法
学
研
究
八
〇
巻
六
号
一
一
〇
～
一
二
〇
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
判
例
時
報

一
九
九
九
号
（
判
例
評
論
五
九
二
号
）
一
八
〇
～
一
八
七
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
法
学
研
究
八
一
巻
九
号
一
三
三
～
一
四
四
頁

（
二
〇
〇
八
年
）、
金
融
・
商
事
判
例
一
三
一
一
号
一
一
六
～
一
一
九
頁
（
二
〇
〇
九
年
）
法
学
研
究
八
四
巻
一
一
号
七
一
～

八
八
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
法
学
研
究
八
六
巻
四
号
七
八
～
九
五
頁
（
二
〇
一
三
年
）

（
判
例
解
説
）　

「
所
有
権
留
保
売
買
の
買
主
破
産
と
信
販
会
社
の
取
戻
権
」
新
倒
産
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.106

）
一
二
〇
～

一
二
一
頁　
（
一
九
八
六
年
）

「
併
合
請
求
の
裁
判
籍
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.114
）
五
八
～
五
九
頁　
（
一
九
九
二
年
）
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「
引
渡
命
令
に
対
す
る
請
求
異
議
の
訴
え
」
民
事
執
行
法
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.127

）
一
一
〇
～
一
一
一
頁　

（
一
九
九
四
年
）

「
抵
当
権
の
物
上
代
位
に
よ
る
賃
料
債
権
の
差
押
え
と
建
物
の
真
実
の
所
有
者
と
称
す
る
者
の
執
行
抗
告
の
利
益
」
私
法
判
例

リ
マ
ー
ク
スN

o.16

（
一
九
八
八
（
上
））
一
四
八
～
一
五
一
頁　
（
一
九
九
八
年
）

「
併
合
請
求
の
裁
判
籍
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅰ
〔
新
法
対
応
補
正
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.145

）
五
八
～
五
九
頁　

（
一
九
九
八
年
）

「
既
判
力
の
時
的
限
界
（
2
）
―
建
物
買
取
請
求
権
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
第
3
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.169

）

一
七
八
～
一
七
九
頁　
（
二
〇
〇
三
年
）

「
引
渡
命
令
に
対
す
る
請
求
異
議
の
訴
え
」
民
事
執
行
・
保
全
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.177

）
一
〇
二
～
一
〇
三
頁

（
二
〇
〇
五
年
）

「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
と
担
保
権
消
滅
請
求
手
続
」
倒
産
判
例
百
選
〔
第
4
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.184

）
一
一
四

～
一
一
五
頁　
（
二
〇
〇
六
年
）

「
標
準
時
後
の
事
情
変
更
2
）
―
将
来
の
損
害
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
第
4
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.201

）
一
七
八

～
一
七
九
頁　
（
二
〇
一
〇
年
）

「
所
有
権
留
保
売
買
と
双
方
未
履
行
の
双
務
契
約
」
金
融･

商
事
判
例
一
三
六
一
号
（
民
事
再
生
法
判
例
の
分
析
と
展
開
）

九
四
～
九
五
頁　
（
二
〇
一
一
年
）

「
引
渡
命
令
」
民
事
執
行･

保
全
判
例
百
選
〔
第
２
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.208

）
八
二
～
八
三
頁　
（
二
〇
一
二
年
）

「
保
全
処
分
に
お
け
る
相
容
れ
な
い
裁
判
」
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
Ⅱ
二
五
七
～
二
六
九
頁　
（
信
山
社
、二
〇
一
三
年
）

「
破
産
財
団
か
ら
放
棄
さ
れ
た
財
産
を
目
的
と
す
る
別
除
権
の
放
棄
の
意
思
表
示
を
す
る
相
手
方
」
倒
産
判
例
百
選
〔
第
５
版
〕

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.216

）
一
二
〇
～
一
二
一
頁　
（
二
〇
一
三
年
）
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【
資
料
・
書
評
・
講
演
・
そ
の
他
】

「
紹
介
：H

altm
ut Stracke; D

as A
us- und A

bsonderungsrecht des V
orbehaltseigentüm

ers im
 K

onkurs des 
V

orbehaltskäufers

」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
五
号
二
八
三
～
二
九
六
頁　
（
一
九
七
九
年
）

「『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
間
の
取
引
に
お
け
る
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
の
所
有
権
留
保
（Claud W

itz, N
JW

 1982,1897

）』
の
紹
介
」

大
月
短
大
論
集
一
四
号
一
九
七
〜
二
一
三
頁　
（
一
九
八
三
年
）

「Forschungsvereinigung für deutsches Zivilverfahrensrecht in Japan

」 NJW
 1983, 1245　

（
一
九
八
三
年
）

「
所
有
権
留
保
に
基
づ
く
自
動
車
の
引
渡
請
求
と
権
利
濫
用
」民
商
法
雑
誌
八
八
巻
五
号
七
一
六
～
七
二
〇
頁　
（
一
九
八
三
年
）

「（
資
料
と
紹
介
）
ペ
ー
タ
ー
・
ギ
レ
ス
『
社
会
科
学
と
訴
訟
法
学
と
の
綜
合
に
つ
い
て
』」
民
商
法
雑
誌
九
三
巻
一
号
一
二
五

〜
一
四
七
頁　
（
一
九
八
五
年
）

「
紹
介
：Erster Bericht der K

om
m

ission für Insolvenzrecht

」
民
事
訴
訟
雑
誌
三
三
号
一
九
九
～
二
一
一
頁　

（
一
九
八
七
年
）

「『
仮
差
押
及
び
仮
処
分
制
度
に
関
す
る
改
正
試
案
』
に
つ
い
て
の
意
見
書
」
法
学
研
究
六
〇
巻
九
号
八
八
～
九
三
頁　

（
一
九
八
七
年
）

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
倒
産
法
改
正
法
参
事
官
草
案
に
つ
い
て
（
1
）
―
内
容
の
概
略
と
草
案
の
仮
訳
―
」
法
学
研
究
六
四
巻

四
号
八
一
～
一
〇
八
頁　
（
一
九
九
一
年
）

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
倒
産
法
改
正
法
参
事
官
草
案
に
つ
い
て
（
2
）
―
内
容
の
概
略
と
草
案
の
仮
訳
―
」
法
学
研
究
六
四
巻

五
号
六
〇
～
八
六
頁　
（
一
九
九
一
年
）

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
倒
産
法
改
正
法
参
事
官
草
案
に
つ
い
て
（
3
）
―
内
容
の
概
略
と
草
案
の
仮
訳
―
」
法
学
研
究
六
四
巻

六
号
六
〇
～
八
三
頁　
（
一
九
九
一
年
）

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
倒
産
法
改
正
法
参
事
官
草
案
に
つ
い
て
（
4
）
―
内
容
の
概
略
と
草
案
の
仮
訳
―
」
法
学
研
究
六
四
巻

七
号
五
九
～
七
四
頁　
（
一
九
九
一
年
）
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「
続
・
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
倒
産
法
改
正
法
参
事
官
草
案
に
つ
い
て
―
倒
産
法
改
正
法
施
行
法
参
事
官
草
案
の
概
略
と
仮
訳
―
」

法
学
研
究
六
四
巻
八
号
五
三
～
六
八
頁　
（
一
九
九
一
年
）

「『
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
』に
つ
い
て
の
意
見（
2
）」法
学
研
究
六
六
巻
三
号
一
〇
八
～
一
二
二
頁　
（
一
九
九
三

年
）

「〔
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
〕
浜
辺
陽
一
郎
著
『
弁
護
士
と
い
う
人
び
と
』」
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
一
二
号
五
六
～
五
九
頁　
（
一
九
九
六
年
）

「
わ
が
国
の
建
築
紛
争
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
比
較
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
二
七
九
～
三
〇
四
頁　
（
共
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版

会
、
一
九
九
七
年
）   

「『
倒
産
法
制
に
関
す
る
改
正
検
討
事
項
』
に
つ
い
て
の
意
見
（
四
・
完
）」
法
学
研
究
七
二
巻
一
号
一
三
五
～
一
四
七
頁　

（
一
九
九
九
年
）

「〔
ジ
ュ
リ
ス
ト
書
評
〕
藤
田
泰
弘
著
『
日
／
米　

国
際
訴
訟
の
実
務
と
論
点
』」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
五
号
一
三
五
頁　

（
一
九
九
九
年
）

「
わ
が
国
の
新
し
い
国
際
倒
産
法
制
度
」
白
門
五
四
巻
二
号
一
九
～
二
八
頁　
（
二
〇
〇
二
年
）

「〔
紹
介
と
批
評
〕石
川
明
著『
ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
と
基
本
権
』」法
学
研
究
七
六
巻
一
一
号
九
九
～
一
〇
六
頁　
（
二
〇
〇
三
年
）

「
司
法
委
員
を
経
験
し
て
み
て
」
学
術
月
報
七
〇
四
号
一
〇
三
～
一
〇
四
頁　
（
二
〇
〇
三
年
）

「
平
成
一
六
年
の
改
正
破
産
法
に
つ
い
て
」
白
門
五
六
巻
一
〇
号
三
四
～
五
〇
頁　
（
二
〇
〇
四
年
）

「
倒
産
法
の
基
礎
知
識　

否
認
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
一
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
号
）
一
六

～
一
九
頁　
（
二
〇
〇
六
年
）

「
日
台
学
術
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
総
括
」
日
本
台
湾
法
律
家
協
会
雑
誌
六
号
「
特
別
号
」
一
五
七
～
一
六
四
頁　
（
二
〇
〇
六
年
）

「
消
費
者
金
融
を
め
ぐ
る
近
時
の
法
改
正
に
つ
い
て
」
白
門
五
九
巻
一
〇
号
六
三
～
七
六
頁　
（
二
〇
〇
七
年
）

韓
国
・
清
州
（
チ
ョ
ン
ジ
ュ
）
大
学
で
講
演
（
ド
イ
ツ
語
）「D

ie Juristenausbildungsreform
 in Japan

」　
（
二
〇
〇
七
年
）

「
新
常
任
理
事
の
横
顔
・
井
田
良
君
」
三
田
評
論
一
一
二
六
号
一
〇
一
頁　
（
二
〇
〇
九
年
）
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「
裁
判
員
制
度
の
理
論
的
検
証
（
平
成
二
一
年
度
慶
應
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
コ
メ
ン
ト
法
学
研
究
八
三
巻
五
号
一
二
三
頁

以
下　
（
二
〇
一
〇
年
）　　

「
再
建
型
私
的
倒
産
処
理
手
続
の
現
在
」
白
門
六
二
巻
一
〇
号
六
九
～
八
四
頁　
（
二
〇
一
〇
年
）

「
わ
が
国
の
法
曹
教
育
の
歴
史
と
現
状
」
白
門
六
四
巻
一
〇
号
六
四
～
七
八
頁　
（
二
〇
一
二
年
）

「
倒
産
法
に
お
け
る
留
置
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
白
門
六
六
巻
一
号
六
四
～
七
六
頁　
（
二
〇
一
四
年
）

東
京
司
法
書
士
会
で
講
演　
「
ド
イ
ツ
の
弁
護
士
制
度
に
つ
い
て
」　
（
二
〇
一
四
年
）

「
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
先
生
を
偲
ぶ
」
法
学
研
究
八
七
巻
一
一
号
八
三
～
九
五
頁　
（
二
〇
一
四
年
）

「
ド
イ
ツ
の
弁
護
士
制
度
に
つ
い
て
」
白
門
六
七
巻
一
号
四
一
～
五
九
頁　
（
二
〇
一
五
年
）

「
破
産
手
続
に
お
け
る
財
産
処
分
（
換
価
）
の
原
則
」
白
門
六
九
巻
九
号
三
〇
～
三
九
頁　
（
二
〇
一
七
年
）

中
国
・
華
東
政
法
大
学
で
講
演　
「
日
本
破
産
手
続
に
お
け
る
財
産
処
分
（
換
価
）
の
原
則
」　
（
二
〇
一
七
年
）

「
石
渡
哲
先
生
最
終
講
義
へ
の
コ
メ
ン
ト
」
武
蔵
野
法
学
九
号
一
二
五
～
一
三
五
頁　
（
二
〇
一
八
年
）

東
京
司
法
書
士
会
で
講
演
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
文
書
お
よ
び
新
種
媒
体
の
証
拠
力
に
つ
い
て
」　
（
二
〇
一
八
年
）

平
塚
調
停
協
会
で
講
演
「
民
事
調
停
の
拠
る
べ
き
規
範
と
民
事
訴
訟
の
手
続
原
則
―
民
事
調
停
委
員
・
司
法
委
員
と
し
て
考
え

た
こ
と
―
」　
（
二
〇
二
三
年
）


